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資料１：アンケート集計結果 

（単純集計・ヒアリング含む） 

 

 

 

 

 

※匿名性を確保しつつ、他の自由記述項目との関連性が把握できるよう、自由記述に関

する表は、回答した法科大学院名を「番号」欄に数値で表記。番号が同じものは同一

の法科大学院の回答となる。 

※表記は原文ママ。但し、法科大学院名が直接特定できる文言は削除及び表現を替えて

記載している。 

※各質問項目における回答数は表中もしくは表外に「ｎ」として標記している。 

※あてはまる複数の選択肢を回答できる質問項目は「複数回答」、選択肢一つのみの回 

答に制限されているものは「単一回答」と標記している。 
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■ 法科大学院対象アンケート 

 

（１）教育内容・方法 

 
■特徴的な科目や注力している分野 

 

Q1 法律実務基礎科目や展開・先端科目において、特徴的な科目や注力している分野等、貴法科

大学院の特色を記載してください。 

 

番号 Q1 自由記述_1.法律実務基礎科目 

2 
法律実務基礎科目については、法科大学院一般に求められる教育を着実に行ってい

る。 

3 

「法曹実務基礎」について、法情報リサーチを（法令・判例・文献）の方法を学修。

「要件事実論」について、基礎編（Ⅰ）と応用編（Ⅱ）と前期・後期開講に分けて、

学修の充実化を図っている。 

4 

法律事務所における体験実習「エクスターンシップ」を必修科目として開講してい

る。また、地元弁護士会の協力のもと、地元で活躍する弁護士が扱っている法律問題

を素材に「県下の弁護士実務の現状と諸課題」を開講している。 

5 多種・多様な科目展開 

6 

２年次の夏期・冬期には、「エクスターンシップ」（自由選択科目 1 単位）で、現実

の社会における法の機能を体験する機会を与える。後期に、実務基礎科目である「民

事裁判基礎Ⅰ」および「法曹倫理Ⅰ」各 1 単位を履修する。 ３年次では理論科目の

ほか、合計 10 単位（必修）の法律実務基礎科目が配置される（「民事法務基礎」、

「刑事実務概論」、「公法実務基礎」、「模擬裁判」、「法曹倫理Ⅱ」、「民事裁判

基礎Ⅱ」）。これにより、それまでに培われた理論的・体系的な法律知識・法的思考

方法を、現実の問題を解決しうる実践的な能力へと発展させる。これらの科目は、派

遣裁判官・派遣検察官・現職弁護士及び豊富な実務経験を有する専任教員により行わ

れる。また、「人権クリニック」では、実務に接する機会が与えられる。 

7 クリニック 

10 
裁判官、検察官および弁護士といった実務法曹による授業を提供しつつ、理論研究者

との協働にも配慮し、理論と実務を架橋する教育プログラムを重層的に配置してる。 

11 エクスターンシップ・海外インターンシップ・ワークショップ企業内法務 

12 

実務実習科目(2023 年度以降は「ローヤリング」(1 単位)必修、「模擬裁判」(2 単

位)または「エクスターン・クリニック」(2 単位）選択必修）は、3単位必修・選択

必修にて実施しており、十分な時間をかけている。   
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13 

○リーガル・クリニック（一般市民からの法律相談を担当する。次の１）２）３）を

目標とする。１）現実の紛争を解決に導くために必要とされる思考能力の要請、２）

対話能力，論点抽出能力，説明能力，面接技法の養成、３）責任の自覚） ○エクス

ターンシップ（事前ガイダンスから始まり、法律事務所での実務研修を受けた後、全

体討論会を行う。次の１）２）を目標とする。１）実践的な法的問題処理に際して必

要となる問題発見能力，事実認定能力，及びコミュニケーション能力の養成、２）実

務家の倫理と責任の自覚） ○模擬裁判（【目標】実体法や手続法の実践的な活用を

感得するとともに，事情聴取，書面作成，尋問，訴訟指揮等の実務的技能を総合的に

高めていくことを目標とする。 【概要】民事の模擬事例を用いる。受講者を，裁判

官・原告代理人・被告代理人のグループに分けたうえ，訴え提起及び訴状審査，第１

回口頭弁論（訴状及び答弁書の各陳述），書証提出（証拠説明），争点整理，準備書

面，人証との打ち合わせ，交互尋問，判決，といった民事訴訟手続全般を受講者が主

体となって模擬的に行う。） ○民事訴訟実務基礎 1、民事訴訟実務基礎 2（売買代金

支払請求訴訟，貸金返還請求訴訟および所有権に基づく不動産明渡請求訴訟などを課

題として，要件事実の考え方を理解する。） ○刑事訴訟実務基礎（【目標】１）刑

事事件の実務的処理を行うために必要な基礎的知識を修得する。２）刑事事件に対す

る実務家としての取組み方を修得させ，実務修習に入るために最低限度必要な実務処

理能力を涵養する。 【概要】１）検察，弁護及び裁判のそれぞれの立場から，オム

ニバス形式で実務上重要な問題点を検討する。２）教材用の事件記録を使用するなど

して，具体的事案に即した事実認定上及び法律上の問題点を検討する。） 

14 

入学予定者に対する入学前学修指導をはじめ、未修１年次法律基本科目における中間

テストの実施、既修１年次法律基本科目における小テストの実施など、学生の学修進

捗度を常に把握するための、複数の運用を行っている。 

15 
「クリニック」における離島等での無料法律相談の実施、展開先端科目と連携した

「エクスターンシップ」の実施。 

16 

・「模擬裁判」や「検察実務」などについては、実務家教員による実践的な教育を実

施している。 ・エクスターンシップを可能な限り経験できるようにし、法曹を体験

するとともに、その経験を法学の学習にフィードバックさせている ・「法文書作

成」については、本学の修了生が非常勤講師として担当している。 

17 エクスターンシップ（希望者全員が履修可能） 

20 

「法曹倫理」を 2 年次春の必修科目とし、春期・夏期休暇中のエクスターンシップや

「模擬裁判」等の本格的な実務科目の履修に備え、法曹としての倫理の重要性を認識

できるカリキュラムにしている。また、国内トップクラスの法律事務所の協力を得て

開講する「国際仲裁・ADR」は、本学の特徴的な実践科目のひとつである。 
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21 

模擬裁判、クリニック、ロイヤリング。法曹としての実務能力を向上させ、着実に身

に付けることができる。法科大学院棟に併設されている法律事務所において学生が実

務に接する機会を提供している。 

22 

法科大学院要件事実教育研究所を置き、年１回の講演会実施、所報の発行、要件事実

に関する文献の収集等を実施している。法律実務基礎科目の要件事実・事実認定Ⅰ・

Ⅱにおいては、法律基本科目とのつながりを意識した授業を実施している。同Ⅱでは

法科大学院要件事実教育研究所主催の講演会への学生の聴講を認めている。 

23 

「リーガル・クリニック」は、現役弁護士の指導のもと、実際の案件を題材に、より

実務に近い形で学習を深めている。現場訪問等も行い、より具体的に法曹になった後

のイメージがつきやすい授業として設置している。 

24 

 実務家としての力を高めるために，重視しており，要件事実教育を手厚く学べる科

目を配置するなど工夫をしています。事案に含まれる事実関係から，請求原因を導く

ことや反対に抗弁を検討するなど，実務家に欠かせない多面的な思考力を培っていま

す。  また，法律実務の基礎を学ぶ科目であっても，少人数の「膝詰め」教育をし

ています。 エクスターンシップやクリニック・ローヤリングなどでは，「法律の現

場」を目の前にして，本学の協力弁護士からじっくり実務の基礎を学ぶことができま

す。 

25 

本法科大学院のディプロマポリシーの一つである高度な専門的能力と優れた資質を有

する法律専門家を養成するという観点から、臨床教育系科目の充実を図っており、実

務基礎科目群について多くの選択必修科目を配置している。また、実務基礎科目群内

においても臨床教育系基礎科目と臨床教育系応用科目を区分し、前者の科目である

「現代法曹論」等を入学直後に履修させ、その後、後者の「リーガル・クリニック」

等の科目を履修させることとし、法律実務基礎科目においても段階的な教育を工夫し

ている。 

26 
法曹三者によるオムニバス形式の科目等を設置し、三者に対応した法曹実務教育を実

施している。 

27 

最大の特徴として、民事、行政、労働、刑事、外国人、障害法の臨床法学教育（クリ

ニック）が挙げられる。大学付設の法律事務所や外部の法律事務所にて、学生は、弁

護士である実務家教員と大学教員の指導の下、依頼者の相談を受け、事実の分析や法

的理論の組み立てを行いつつ、依頼者に回答する。案件によっては、証拠収集、訴状

などの文書の作成、証人尋問における尋問事項の作成、証人や当事者との打ち合わ

せ、現地調査等を行うこともある。これらの活動を通じて、学生は、具体的事案とリ

ンクした包括的・実践的な知識や問題解決能力等を身につけることができるととも

に、自分の将来目指す法曹像を具体的にイメージすることも可能となる。 ・充実し

たエクスターンシップも、大きな特徴である。法律事務所等に派遣された学生が、実

務家の指導の下、実際の案件に携わることによって、法曹の仕事の意義とやりがいを
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理解するとともに、自分の目指す法曹像を明確にすることができる。エクスターンシ

ップの受入先としては、法律事務所（北海道から沖縄まで全国に存在するほか、外国

の法律事務所もある）を中心として、企業、官公庁、各種団体など、幅広い受入先が

用意されており、学生は、自らの興味関心に従って、これらから自由に選択すること

ができる。 

28 
司法研修所教官の経歴のある元裁判官およびフルタイムの派遣検察官を専任教員に迎

え、きめ細かな実務教育を行っている。 

29 
民事法研究（専門訴訟の実務）と題して、医療訴訟、建築訴訟当の実際を当該訴訟の

実務に精通した元裁判官実務教員が解説する。 

30 
「民事訴訟実務の基礎」「刑事訴訟実務の基礎」に加え、法曹としての責任感や倫理

観を涵養するため「法曹倫理」を必修科目としている。 

31 リーガルクリニック・エクスターンシップ 

32 

職業的倫理観と豊かな人間性・市民感覚を涵養することを目的とした「法曹倫理」や

「リーガルクリニック」を設置している。また、大阪弁護士会と連携した「国内エク

スターンシップ」など、産学と緊密に連携した実践的な科目も設定している。 

33 

市民ボランティアに模擬依頼者として参加していただき、ロールプレイ型の授業を通

して、弁護士役の学生の対応にフィードバックをしていただくシミュレーション教育

を展開している。（民事ローヤリング I・専門職責任） 

34 

刑事模擬裁判と民事模擬裁判を両方とも必修とした上で、それらの科目を 2年後期及

び 3 年前期に置くことにより、訴訟手続を実践することで訴訟法、実体法の理解が深

まるように工夫している。 

 

 

 

 

 

番号 Q1 自由記述_2.展開・先端科目 

1 知的財産法に注力している。 

2 

展開・先端科目については、本法科大学院の規模からすると多種多様な科目のライン

ナップを用意している。多様性社会と法演習は、特色ある講義科目として、以前から

特に力を入れている。 

3 
他の国立３大学と単位互換協定を締結して、多様な展開・先端科目の履修を可能とし

ている。 

4 
身近な法律問題を重視し、環境法、租税法、消費者法を開講しているほか、医学部等

の教員が担当する「精神医学と法」も設けている。 

5 多種・多様な科目展開 
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6 

3 年次に選択コースとして、「ビジネスロー・コース」を置く。このコースを選択し

た学生は、千代田区あるキャンパスに週 1 日通学し、14 単位相当分の科目につい

て、先端的なビジネス法務関連科目を履修する。このコースでは、法学研究科ビジネ

スロー専攻の教員の協力の下に、弁護士などの実務家教員が関与し、最新の実務に即

した教育がなされる。 

7 紛争とその法的解決Ⅰ、紛争とその法的解決Ⅱ 

8 

「国際的視野と能力をもった法曹」の養成を目的とした「法整備支援論」、「外国人

と法」といった科目、また、「企業法務に通用する法曹」の養成を目的とした「金融

法」、「ビジネス・プランニング」といった科目を開講している。 

10 

個々の学生の法曹像・キャリアプランに基づく様々なニーズに対応するべく、多種多

様な科目を展開している。とくに学生の関心が高いと思われる「知的財産法」「ビジ

ネス法」に関する科目を充実させるとともに、3 つのモデルカリキュラム（「知的財

産権プログラム」、「企業財務プログラム」、「経営支援プログラム」）を提供して

いる。 

12 

企業，医療法人等の組織内で必要とされる組織内法務の教育を特色としており，地域

組織内法務や医療福祉分野におけるネットワーク・セミナーの関連科目を開講してい

る。 

13 
債権回収法、企業金融法、社会保障法、消費者法など、市民・企業活動に関する科目

が比較的充実。 

14 

実践的で多様な実務教育を行い、様々な専門性を持った法曹の要請を実現するため、

地元弁護士会等と連携して、「ジェンダーと法」、「倒産法実務」等、特色ある展

開・先端科目（実務家教員の担当によるものが多い）を開講している。 

15 

「米軍基地法」、「沖縄企業法務」、「沖縄金融法務」など、地域特性を活かした授

業科目の開講、 アライの法曹養成のための「性の多様性の尊重と法」の開講、 ハワ

イに２週間滞在し、ハワイ大学ロースクールの授業を受ける「英米法研修ハワイプロ

グラム」の開講。 

19 
展開・先端科目として、ワークショッププログラムやフォーラムプログラムで少人数

の実践的・総合的な法律理論・実務教育を実施している。 

20 

社会経済法系・国際関係法系・環境法系の 3 群からなる多彩な科目を揃えている。特

に、国際法系・環境法系科目は国内有数の開設数であり、現代社会のニーズに応える

幅広い視野と応用力を養うことを企図している。 

21 
金融商品取引法、保険法、消費者法。金融やビジネスに関し、豊富な科目群を用意し

ている点が本法科大学院の特色になる。 

23 
「政策形成と法」は、各授業で行政機関等の第一線で活躍されている実務経験豊富な

ゲストスピーカーを招聘している。時代特性を踏まえた、最新の法的問題とその解決
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方法について講義をして頂いており、現代諸問題を多角的に捉える視点を養成するこ

とを目的としている。 

24 

 「企業法務」，「医療」，「知的財産」，「環境」及び「労働」の５分野は，いず

れも現代社会が法曹にその専門性の発揮を強く求めている分野です。実務に就いたと

きに，特色を持つ法曹として活躍する基礎を築けるよう履修モデルを組んでいます。 

また，来るべき法化社会では①ホームロイヤーと②ビジネスロイヤーの分野が巨大な

リーガルマーケットに成長することが予想されます。市民や日本経済を支える中小企

業にも親しまれる身近なホームロイヤーの育成と，会社法・金融商品取引法・倒産法

などの諸法を有機的に使いこなせるプロフェッショナルなビジネスロイヤーの育成も

めざしています。 

25 特になし 

26 

本学は初の女性法曹を輩出した大学ということもあり、司法試験の選択科目ではない

が、ジェンダー法に力を入れている。具体的には、本学専任教員がオムニバス形式で

専門分野のジェンダー法に係る部分を授業する「ジェンダー法Ⅰ」と、第一線で活躍

する実務家を招聘し、オムニバス形式で授業を展開する「ジェンダー法Ⅱ」を開講し

ている。 

27 

司法試験選択科目はもちろんのこと、司法試験選択科目以外の科目も多数設置してい

る点が特徴的である（詳細は研究科案内やシラバスをご参照いただきたい）。これ

は、学生が自分の将来目指す法曹像を意識しながら、それに必要な応用的・発展的な

素養を身につけられるようにするためである。 

28 
企業法務に注力しており、企業法に関連する先端分野のカリキュラム編成が多様であ

る。 

29 
本法科大学院のモットーである「人間の尊厳のために」を実践すべく、「少年法」

「医療と法」等を配置。 

30 
司法試験の選択科目のほか、先端的法領域に関する科目を多数設置している。特に、

寄付講座として開講されている「信託法」は、多くの学生が履修している。 

31 外国法務演習Ⅰ、現代法務特殊講義（京都セミナー） 

32 

多くの科目で入門科目としての講義 1 を配置し、学生に多様な先端的法分野を学ば

せると同時に、講義 2（科目によってはさらに講義 3）および演習を配置して、学生

に当該法分野についてより深い専門的知見を得ることができるよう配慮している。ま

た、外国法に関する知見の修得と国際的視野の養成を図るため、中国ビジネス法を専

門とする実務家教員による講義・演習科目のほか、国際契約実務、ビジネス法律英語

の講義科目、渉外法律実務の演習科目を設けている。 
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34 

子どもをめぐる問題を学ぶ「子どもの権利」や様々なハラスメント問題を扱う「ハラ

スメント問題の法律実務」など横断的視点を重視した科目を置き、それらを経験豊富

な弁護士が担当している。 

 

番号 Q1 自由記述_3.その他科目 

4 
他の大学との連携協定により「現代法の諸問題」をオンラインで共同開講し、複数の

教員が各回異なる先端的なテーマで授業を行っている。 

5 基礎法学・隣接科目についても多種・多様な科目展開 

9 

その他科目：本法科大学院の使命の１つとして、法律学の研究者養成があることか

ら、様々な理論演習科目、リサーチペーパー科目を置き、研究者養成への導入を行っ

ている。このことにより、毎年平均すれば５名程度の修了生が、法学研究科博士後期

課程に進学するという実績を上げている。 

10 

知的基盤総合センター、法学研究科との協力の下に設置した「智適塾」を通して、社

会貢献と共に事業としての社学共創、産学共創の枠組みを作りつつ、「智適塾」の構

成員である OB/OG の弁護士らによる実務系科目「契約実務」を展開している。 

14 
学生ごとにチューター教員を割り当て、共通到達目標を目安にした個別学修指導を毎

年度実施している。 

16 

・３年履修課程（法学未修者）の科目である「法学入門演習」と「民事法入門演習」

については、本学の修了生が非常勤講師として担当しており、当該科目での起案の課

題は未修者が法律家的な思考や文章の書き方のトレーニングとして役立っている。 

17 中小企業法および中小企業向け法律相談 

20 

英語で国際的なビジネス法務を学ぶ「Law & Practice of International 

Transactions」、学部法曹コースとの共同開講科目である「スポーツ・エンタテイン

メント法」等が特徴的な科目として挙げられる。  

21 
知的財産法関連の科目は単位数も多く、注力している。本法科大学院の創設以来、力

を入れている分野である。 

23 

法律基本科目の「１群特講Ａ（公法系、民事法系、刑事法系、各１単位）」は、毎回

の授業にて異なる分野での即日起案を行っている。当日中に解説を行い、数日後に添

削、採点、またはその両方で答案返却を行い、起案力の養成、強化を目的としてい

る。 

24 

 法律の学習では，「基本」が最も大切であり，問題はその鍛え方です。 原則とし

て，ほぼ全ての科目で少人数の膝詰め教育を実施しています。法律家としての基礎体

力である「法律基本科目」については，専任教員が中心になって１クラス 25 名程度

の少人数教育を，さらに法律演習科目では 15 名程度で個別的に目の届く教育を展開

しています。 
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25 

本学「連帯社会インスティテュート」と連携して、2021 年度より、法学とは異なる

観点から労働組合・NPO 法人など将来の市民法曹にとって重要な意味をもつ社会組織

の現状と課題に関して知見を広める科目群を、新たに「基礎法学・隣接科目群」に組

み込んだ。 

26 特になし。 

28 
市民生活に密着した法曹養成の一環として法律基本科目のうちとりわけ民法は分野ご

とに他の法科大学院に比べても細分化されており、手厚い教育がなされている。 

29 
本法科大学院のモットーである「人間の尊厳のために」を実践すべく、5 種類の人間

の尊厳科目を選択必修・選択科目として配置する。 

30 

「国際性」を教育理念の一つとする本法科大学院は、外国法を重視しており、海外イ

ンターンシップや外国法実地研修プログラムも、正規科目として開講することで、外

国法に関する理論と実務の結合を図っている。 

32 

新たな法的問題又は法と隣接する諸分野に対する幅広い視野に立った洞察力を育成す

べく、「法と社会（法とメディア）」、「法と社会（少年法）」、「法と社会（裁判

実務）」など、様々なテーマの学際分野科目を設けている。 

34 

「法と医学」では、多数の医学部教員や大学病院の医師、医療問題に詳しい弁護士に

よるオムニバス形式の授業を行い、関連する医学的な知識を得つつ、医療に関わる

様々な法的問題を考える内容としている。 
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■国際的な視野を身に付ける教育 

 

Q2 国際的な視野を身に付ける教育として実施しているものを選択してください。 

 
 複数回答 n ％ 

  全体 (34)   

1 海外大学院への留学制度 6 17.6 

2 英語で行う授業科目の設置 14 41.2 

3 オンライン・オンデマンド配信を含む海外大学院の授業提供 2 5.9 

4 国際法曹資格所持者等外国法務経験のある教員による授業の実施 13 38.2 

5 その他 18 52.9 

  無回答 7 20.6 

 

 

 

番号 Q2_5 その他【】 

2 

基礎法・隣接科目において、英米法・ドイツ法・フランス法について「外国法文献研

究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の各科目を用意するほか、アメリカ法に関して「現代アメリカの法と

社会」と「実務外国法」の各科目を提供する。 

4 
「法律英語」のように、英米法のほかに、国際社会に目を向けるために有益な隣接科

目を開講している。 

7 「法律外国語研修」という科目を設置している。 

8 【修了生を対象とした日本法教育センターにおける日本法講師体験】 

9 

他の法科大学院提供の単位互換科目である外国法演習、海外エクスターンシップが開

講されている。外国法演習は海外の大学のロースクール教員が担当する授業である。

また、海外エクスターンシップでは，同志社大学法科大学院の担当教員の指導の下で

事前の学習を行った上で，夏季に約２週間にわたり主に欧州の国家機関や国際機関，

企業や弁護士事務所などを訪問し，海外の法実務についての実地調査・研修を行って

いる。 

10 
隔年で開講される「特殊講義Ａ（リーガル・プロフェッションの最先端」（2単位）

において、渉外事件に造詣の深い弁護士を講師に招へいしている。 

13 
グローバル企業の法務部長に国際企業法務を紹介する講演を実施いただいている。

（現在はコロナ禍で中断） 

14 特になし 

15 「英米法研修ハワイプログラム」の開講 

20 法律実務科目として「国際仲裁・ADR」を開設している。 

21 特になし。 
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24 

 司法試験の選択科目の一つである「国際私法」の授業において，国際的な視点に立

つ法曹教育を行っています。 法曹に求められるものがますます専門化，高度化して

いる現在，渉外的法律問題に対処し得る能力を確実に身に付けておくことは，法曹と

して社会に貢献するために大いに役立ちます。のみならず，国際私法を学ぶことは，

国際的な視点から日本法を見つめ直し，日本法に対する理解をさらに深める契機とも

なります。 

26 実施していない。 

29 該当なし。 

30 外国法実地研修 

31 
本研究科が掲げる「地球市民法曹」の理念に基づき、視野を広く持った法曹を育成す

るために、外国法務演習Ⅰ・現代法務特殊講義（京都セミナー）を開講 

33 国際商事模擬仲裁世界大会への参画を前提とした科目の提供 

34 
「アジアの玄関口」と言われる福岡にある法科大学院であるという特色を踏まえ、

「アジア法制度論」という科目を設置している。 

 

 

 

■在学中の司法試験受験後の取り組み 

 

Q3 在学中の司法試験受験を踏まえ、３年次後期の授業科目や教育内容の充実のために取り組ん

でいる内容があれば記載してください。 

 

番号 Q3 自由記述 

1 

法律実務基礎科目をできるかぎり３年次後期に厚く配置するように、開講期を変更し

た。また、その分、従来３年次後期に開講されていた法律基本科目を前倒しして、３

年次前期に開講することとした。 

2 
現実問題として 2 年次や 3年次前期に実務系科目を配置することに無理が生じるた

め、3 年次後期に多くの実務系科目を配置せざるをえなくなっている。 

3 

①事例問題を中心とした演習科目の充実化 ②コロナ禍において登校できない学生に

対しても学習管理システムを利用した授業時間内での答案作成と提出を可能としてい

る 

4 

学修支援システム（Moodle）において、メディア教材を積極的に活用するよう指導し

ている。そのほか、TKC 法科大学院教育研究支援システム等により基礎力を充実させ

るようにしている。 

5 従来通り、充実した多種・多様な科目展開 

6 

在学中受験が開始される令和 5 年度からは、ビジネスロー・コースを 3 年次後期に

10 単位分の科目を履修する形に改め、よりインテンシブな形で先端的な実務教育を

受講する機会を提供することとしている。  
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9 

司法試験合格後の司法修習との連携を考え、３年次前期配当であった「刑事訴訟実務

の基礎」を令和５年度から３年次後期に移すことを予定している。また、１０月２７

日の FD 会議において、３年次後期での履修を念頭に置いて、応用・展開科目である

選択科目Ⅱを後期開講にシフトさせることにつき合意し、もって、最先端の法的問題

に取り組むことのできる総合的な法的能力の完成を図ることとしている。 

10 

在学中受験が可能となるため、3 年次夏学期に可能な限り授業科目を配置せず、1 単

位科目を複数導入するなど、カリキュラムを一部改訂する予定である。これに対応し

て、とくに実務系科目の配置と授業内容の整理・充実に取り組んでいる。たとえば、

法律事務所におけるエクスターンシップについては、従前 2 年時終わりの春休みに実

施されていたが、これを 3年時夏休みに移行することを検討している。 

11 3 年後期は主として司法試験科目以外を展開することとしている。 

12 実務実習科目を 3 年次後期に配置している。 

13 カリキュラムのスクラップアンドビルドを行うという方向性で検討中。 

14 在学中受験を踏まえた 3 年次後期科目の教育内容の変更等はしていない。 

15 現在検討中   

16 

3 年次前期までに法律基本科目や司法試験選択科目を集中的に学修し、3 年次後期に

実務基礎科目や司法試験選択科目以外の展開・先端科目を配置した。そのことによ

り、基本書的な判例学説の勉強の土台を固めてから、3 年次後期に実務的な勉強に進

むことができる。 

17 在学中受験を希望する者との面談を個別に行い、必要な事柄の聞き取りをしている。 

19 
3 年秋学期に実務基礎科目を集約することで理論から実務へ移行する教育編成を実

践・徹底している。 

20 
在学中の司法試験合格者を念頭に、法律実務基礎科目のうち 3年次履修が可能な科目

をなるべく後期に開講することとしている。 

21 特になし。 

22 
法律実務基礎科目を多く配置している。また展開・先端科目についても後期配当科目

を多く置いている。 

23 司法試験合格者若しくは不合格者向けの科目の設置 

24 現在検討中です。 

25 
3 年次後期には法律実務基礎科目を集中的に配置し、在学中受験の有無にかかわら

ず、法科大学院修了と司法試験合格後の司法修習との連携を強化することとした。  

26 現時点では特になし。 
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27 

3 年次前期は司法試験の準備のため３年生科目は原則、前期前半のクォーター科目の

みとし、多くの科目は 3 年次後期に移動させて、司法試験に専念できるようにした。

3 年次後期には、主に、実務系基礎科目や展開・先端科目を配置している。司法試験

受験を終えた後であれば、学生は、受験勉強にとらわれることなく、各人の目指す法

曹像や興味・関心に従って、これらの科目を選択して履修することができる。これに

よって、より良い学修成果があがるものと期待される。 

28 
カリキュラム検討中であり、在学中受験を踏まえた実務科目の充実等を検討してい

る。 

29 司法修習へ円滑に架橋するため、3 年次後期には、実務系科目を中心に配置する。 

30 
３年次後期には、展開・先端科目や実務科目を中心とした科目を配置し、司法試験合

格後を見据えた応用的かつ実践的な学修ができる体制を整えている。 

32 
教育課程において在学中受験に対応すべく、下位年次における履修制限単位の緩和、

上位年次配当科目の履修許可制度を設けている。 

34 

当法科大学院は未修者教育に力を入れているので在学中受験を希望する学生が少ない

が、未修者教育向けのカリキュラムを維持しつつ、在学中受験プログラムを設置し、

同プログラム履修者については、2 年次における履修登録上限単位を通常課程よりも

増やすことで法律基本科目応用科目の履修を増やすことを可能とし、また、通常課程

で 3 年次後期の仕上げの科目と位置付けている「総合演習」を 2 年次後期に履修し、

通常課程で 2年次後期に実施している法律実務基礎科目を 3 年次後期に履修させるこ

とによって在学中受験を可能にしている。 
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■授業や教育方法の特徴 

 

Q4 Q1～Q3 で回答した内容以外に、授業や教育方法における貴法科大学院の特徴、注力してい

る取組があれば記載してください。 

 

番号 Q4 自由記述 

1 

①法科大学院と法学部との連携によるシームレスな法学教育の実現（学部生の間から

法科大学院を意識させる工夫等）、 ②未修者のための入学前導入教育と学習カルテ

による個別指導の強化など未修者教育の充実、 ③知的財産法分野の教育の充実と社

会的ニーズに即応した継続教育の実施。 

2 補助教員活用の方法と規模について試行錯誤を始めている。 

3 

①科目等履修生制度の積極的な導入 ②社会人学生対応のためにコロナ以前から積極

的なオンライン授業の活用 ③科目特性に応じた多様な期末試験（レポート試験な

ど）の導入 

4 

法律基本科目７法については、期末試験のほか、15 回のうち８回目授業が終了した

時点で、中間試験期間を設け、定期試験を実施している。また同科目については、期

末試験後に講評期間も設定している。 

5 総合法政専攻や公共政策大学院との合併科目も含む高水準の授業展開 

7 コロナ禍でも同時双方向授業にこだわって実施した。 

9 

教育目標に示すとおり、様々な分野で指導的な役割を果たす創造力のある法曹を養成

すべく、司法試験合格レベルに到達すればよしとするのではなく、とりわけ、法制度

に関する原理的・体系的理解、緻密な論理的思考能力の涵養に注力している。 

10 

コンタクトティーチャー制度を通じて、学期ごとに学生と個別面談を行い、ウェブ上

でその記録を作成し、専任教員の間で共有し、学生に対しきめ細かな指導を行ってい

る。学生ごとに、成績表に基づいて面談を行うことで、苦手科目・得意科目を客観的

に明らかにした上で勉強方法の問題点や改善点を話し合い、今後の効果的な勉強方法

を検討しつつ、また、進路について不安をもっている学生に対しても、教員に気軽に

相談できる環境を作ることで精神面でも学生をサポートしている。  各種アンケー

トを通じて学生の声を聴取する機会を頻繁に設けている。たとえば、授業の第 6週目

に実施する授業改善アンケートにより、集計後改善した授業を直ちに実施することが

でき、また、各学期末に実施する研究科アンケートによる授業の順位付けや、成績優

秀教員の選出は、より良い授業を実施するインセンティブの 1つとなっている。 

11 
司法試験に必要な科目はほぼ 2 年次に履修を終わらせることとし、3 年次前期の負担

は軽めに設定している。 

12 
岡山弁護士会による授業参観等による FD、九州大学との連携による科目間 FD の取り

組みを継続している。 
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13 

基礎から応用へと段階的に進展する積み上げ方式のカリキュラムを構築し、少人数教

育を徹底し、実務教育の充実を図るとともに、入学前事前指導を実施し、双方向授業

を導入する等、教育方法の改善を重ねている。特に教員と学生との距離感を縮め、教

員室を気軽に訪ねて質問したり学修上の助言を求めたりする学生に速やかに対応して

いる。 

14 

判決文・準備書面等の法律文書を確実に書けるようになるための添削指導等を導入し

ている。また、一部の授業について、オンデマンド授業、オンライン授業等、教育内

容に適合した多様な指導方法を導入している。 

16 ・少人数授業を実施している。 ・実務家教員の授業を多数設定している。 

19 研究者教員と実務家教員が共同で教材開発と授業実施に取り組んでいる。 

20 

インプットした知識に対応するアウトプット力を涵養するために、2 年次および 3 年

次において「法学実務演習Ⅰ～Ⅳ」（各 1 単位）を開講するとともに、課外の添削プ

ログラムを実施している。 

21 
入学前の導入授業や夏期講座等が充実している。共通到達度確認試験等の客観的デー

タを積極的に活用している。 

23 特になし 

24 

 学生の多様性の確保はロースクール制度の大きな柱のひとつですが，それは未修者

の法学教育がしっかりとなされることを大前提とします。本研究科では，未修者教育

で最大の効果を期待できる少人数教育を前提にしつつ，さらに法学部の協力を得て，

未修者の学習をバックアップする体制を構築しています。  その他に，入学前教

育，司法試験合格者である助教との相談（アカデミック・アドバイザー制度），教員

のオフィスアワー，最適な自習環境，学生生活・就職委員会による合格後の就職フォ

ローなど，法律の学修に集中できる環境や，工学部などを卒業した完全未修者を合格

に導くなど，基礎から応用まで安心して学べる環境も整えています。 

25 
多様な先端・展開科目等を設置しつつ、本法科大学院の学生の平均的学力を考慮し

て、法律基本科目の実力養成のため、丁寧な重ね塗り教育に注力している。  

26 

入学定員 40 名の小規模校である点を活かし、必修科目の演習授業は 10～15 名程度の

少人数のクラス制度を導入している。多方向・双方向の授業を行い、「顔の見える教

育」を進めている。 

27 

学修サポート制度: ・授業外で、充実した学修サポート制度を提供している。具体的

には、本研究科を修了した若手弁護士がアカデミックアドバイザーとなり、在学生や

修了生に対して、各種のゼミや講義、起案指導、答案添削などの学修サポートを行っ

ている。また、本研究科を修了したばかりの修了生がチューターとなり、在学生に近

い存在として、在学生に対する期末試験対策講座や学修相談、司法試験報告会などを

行っている。  女性法曹プロジェクト: ・法曹に占める女性の割合が低いこと、女性

の司法試験合格率が男性に比べて低いことなどの問題状況を受けて、より多くの女性
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法曹を送り出すべく、女性法曹プロジェクト（Female Lawyers Project）を行ってい

る。具体的には、法科大学院生・学部学生・高校生を対象として、女性法曹による講

演会とパネルディスカッション、本研究科出身の若手女性法曹による座談会と交流会

などを行っている。これらの活動を通じて、女性法曹が社会の様々な分野で活躍して

いることを広く認識してもらうとともに、先輩の女性法曹をロールモデルとして、自

分が将来目指す法曹像を明確にしてもらうこと、女性法曹を取り巻く困難や支障につ

いて認識しつつ、それらをどのようにして克服すればよいかを理解してもらうことな

どを狙っている。さらに、学部学生や高校生に法曹の仕事への関心を持ってもらい、

法曹を志望する女性の裾野を広げることも、このプロジェクトの重要な目標である。 

29 

論文作成能力を段階的に高めるために、「リーガルリサーチ」→「各基本講義科目」

→「各演習科目」→「各事例研究科目」の順で、各段階に応じた論文作成指導を行っ

ている。 

30 
本研究科における学生の学力には格差があることから、基幹科目である演習、総合演

習においては、学力別のクラス編成を採用している。 

32 

国際協力機構(JICA)協力のもと正課科目に「海外エクスターンシップ」を設置して、

ベトナムやラオスの現地法支援事務所等にて法支援の実情及び法整備支援について研

究し、実務を体験するプログラムを設定している。 

33 

必修科目については、講義･演習の録画をしており、学生はいつでも視聴できる。ま

た、基礎演習、特別演習という名称の科目を設置し、前者については一定の方向性に

基づいて教育内容を設定し、後者については各担当教員の専門分野にかかる実践的な

演習を実施している。 

34 

当法科大学院は未修者教育に力を入れており、未修者向けに入門科目を設置し、法律

基本科目・基礎科目については、1 年次で全部を修得させるのではなく、2 年次前期

まで 1 年半かけて修得させるなどの工夫を行っている。また、民法や刑法について

は、他の法科大学院よりも科目数（単位数）を増やし、未修者でも十分に理解を深め

られるように丁寧な教育を行っている。 
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（２）学修サポート 

 
■修学充実のための支援 

 

Q5 全学生を対象とした修学充実のための支援として、実施している内容を選択してください。 

 
 複数回答 n ％ 

  全体 (34)   

1 補助教員（チューター、アカデミック・アドバイザー等）の配置 27 79.4 

2 クラス担任制 21 61.8 

3 オフィスアワーの設定 30 88.2 

4 補講クラスの開講 8 23.5 

5 集中講義の開講 19 55.9 

6 オンデマンド教材の活用 17 50.0 

7 復習用教材の作成 12 35.3 

8 反転授業 9 26.5 

9 学修状況に応じた個別指導 22 64.7 

10 その他 7 20.6 

  無回答 1 2.9 

 

番号 Q5_10 その他【】 

4 学修支援システムの提供 

7 1 人の学生に対し複数のアドバイス教員を配置している。 

13 学修指導ＤＶＤの作成 

26 
学費相当額の給費奨学金制度を入学定員 40 名の６割にあたる 24 名分用意しており、

司法試験に向けた勉強に専念するための経済的支援を行っている。 

28 修了生によるオンラインサポート 

30 

クラス担任制は実施していないが、学生が希望する教員を選択できる指導教授制度を

設けており、奨学金の推薦、学修方法に対する助言、修了後進路についての相談等に

応じている。 

34 

授業の内容に対する理解をより深めることなどを目的とする「教科指導」を行ってい

る。また、②に近いが、クラス担任ではなく、学生 1人 1 人に担任をつけている。具

体的には、入学前から入学予定者 1人 1人に担任を決め、その担任が入学後も同じ学

生を担当し、卒業後法務研修生になっても引き続き担任として支援を行っている。 
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■社会人経験を有する学生の受入推進・学修支援 

 

Q6 社会人経験を有する学生の受入推進・学修支援を目的として、実施している内容を選択して

ください。 

※社会人の定義は、各法科大学院の募集要項等における定義とします。 

 
 複数回答 n ％ 

  全体 (34)   

1 リアルタイムでのオンライン授業 6 17.6 

2 オンデマンド授業 4 11.8 

3 長期履修制度 10 29.4 

4 入学前教育 16 47.1 

5 平日夜間・土日開講授業 4 11.8 

6 補助教員（チューター、アカデミック・アドバイザー等）の配置 18 52.9 

7 クラス担任制 17 50.0 

8 オフィスアワーの設定 22 64.7 

9 経済的支援制度の利用促進（専門実践教育訓練給付金等を含む） 15 44.1 

10 異なるバックグラウンドの学生に対応した入試制度の設定 17 50.0 

11 その他 4 11.8 

  無回答 2 5.9 

 

番号 Q6_11 自由記述 

4 学修支援システムの提供 

26 
上記の取り組みを実施しているが、社会人経験を有する学生の受入推進・学修支援を

目的として実施しているものではなく、全学生への学修支援として実施している。 

28 修了生によるオンラインサポート 

34 

昼間に行った「教科指導」（授業の内容に対する理解をより深めることなどを目的と

する非正規授業）の動画を提供している。また、⑦に近いが、クラス担任ではなく、

学生 1人 1 人に担任をつけている。具体的には、入学前から入学予定者 1人 1 人に担

任を決め、その担任が入学後も同じ学生を担当し、卒業後法務研修生になっても引き

続き担任として支援を行っている。さらに、⑩に近いが、多様な人材を受け入れるた

めに、未修者コースの入学者選抜においては「特別考慮」の制度を設けている。 
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■法学未修者の受入推進・学修支援 

 

Q7 法学未修者の受入推進・学修支援を目的として、実施している内容を選択してください。 

 
 複数回答 n ％ 

  全体 (34)   

1 補講クラスの開講 8 23.5 

2 集中講義の開講 8 23.5 

3 オンデマンド教材の活用 11 32.4 

4 入学前教育 26 76.5 

5 補助教員（チューター、アカデミック・アドバイザー等）の配置 26 76.5 

6 クラス担任制 20 58.8 

7 1 年次必修科目担当教員の FD 強化 8 23.5 

8 復習用教材の作成 8 23.5 

9 反転授業 5 14.7 

10 その他 8 23.5 

  無回答 2 5.9 

 

番号 Q7_10 その他【】 

2 学修カルテを作成し教員間で共有 

4  学修支援システムの提供 

5 若手弁護士等（修了生）による法律文書作成指導 

8 
【１年次必修科目を中心とした講義内容の収録・提供。学期末試験後の個別面談の実

施】 

12 共通到達度試験を個別のフォローアップに活用している 

26 
上記の取り組みを実施しているが、法学未修者の受入推進・学修支援を目的として実

施しているものではなく、全学生への学修支援として実施している。 

28 
異なるバックグラウンドの学生に対応した入試制度の設定、修了生によるオンライン

サポート 

34 

授業の内容に対する理解をより深めることなどを目的とする「教科指導」が、1年次

必修科目について多く開講されている。また、⑥に近いが、入学前から入学予定者 1

人 1 人に担任を決め、その担任が入学後も同じ学生を担当し、卒業後法務研修生にな

っても引き続き担任として支援を行っている。さらに、進学後の雰囲気を体験してい

ただくことで、より具体的に本法科大学院の学びを知ることができる機会として 1 年

次科目の「授業体験」を設けている。 
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■学修を充実させるための支援 

 

Q8 学修を充実させるための支援として、工夫している内容や注力している事項があれば記載し

てください。 

 

Q8-1.全学生対象の支援 

番号 Q8 自由記述_1.全学生対象の支援 

1 
オフィスアワーの実施。実務家教員控室の学生への開放。自主ゼミ用のミーティング

ルームの開放。 

2 
全学生対象の支援として、授業と連動する形での補助教員による論述起案の添削指導

を 2 年次の複数の科目で 22 年度に試行的に導入した。 

3 
①成績不振者面談 ②学生間ゼミに利用のためのオンラインツールの学生への提供 ③

判例・文献検索ソフトの提供 ④平時は 24 時間利用可能な自習室の提供 

4 学修支援システムにより基礎を確認する択一テスト等を利用させている。 

6 
成績不振学生には、学期ごとに教務担当教員による面談を受けてもらい、自らの学習

のあり方を見直す機会としてもらっている。 

7 弁護士チューターを配置している。 

9 

定期試験における複写式答案用紙の導入。 法科大学院学生専用の自習スペース（指

定席）として、学習室・自習室の設置。専用ロッカーの貸与。 科目ごとの学習相

談・オフィスアワー。 担任委員会・教務委員会による成績不良者面談。  

12 学期ごとに研究科長と教務委員長による学生面談を実施している。  

13 

・学生 1人に対して、教員 2-3 人をチューターとして配置して、学修のみならず学生

生活全般について個別指導を行っている。 ・若手弁護士によるリーガルフェローゼ

ミ 授業の理解を深めるとともに基本・基礎を核として知識を結び付けていく学修法

や、基本書や判決文等を緻密に読み込むための読解法などを洗練させるために、在学

生及び修了生向けに学修フォローゼミを開設している。本法科大学院のみならず、他

の法科大学院を修了した弁護士も加わっている。 

14 

学生全員が利用可能な学修スペースを提供するほか、オンラインデータベースを複数

導入し、電子図書などを積極的に購入することで、コロナ禍における学修環境整備に

も注力した。 

15 法科大学院独自の奨学金、履修カルテの運用を利用した学修指導  

16 
・同窓会組織による学修相談を実施している。 ・学年を問わず任意に参加すること

ができる勉強会を教員がコーディネートして開催している。 

17 学修についての教員との懇談会 
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20 

自身の授業理解度を確認するオンライン上の復習ツール（短答マラソン）の活用、授

業科目と連動した論文添削指導、実務家教員が作成したオンデマンド動画教材の提供

を実施 

21 

２か月に１回のクラス面談により、学生の学習状況、生活状況を把握し助言を行って

いる。授業理解の促進を目的とした「支援プログラム」を１年次６科目、２年次１科

目について実施している。 

23 オフィスアワーの実施 

24 

 原則として全ての授業で「録画（又は録音）」を行っており，授業終了後の復習等

に使用することができるようにしています。  また，長時間勉学に励むことができ

るよう，全学生に対し，休日も含め毎日７時～24 時まで使用できる，ゆったりした

スペースの個人専用の机を用意しています。各席でインターネットを利用することが

可能であり，予習・復習はもちろん，学生個々のニーズに応じた学習のための情報収

集ができます。併せて，個人専用ロッカーも用意しています。 

25 
本学 OBOG 弁護士数十名が任意に参加したメーリングリスト「知恵袋」によって、全

学生および修了者の学修上の質問に答える機会を設けている。 

26 

教育補助講師は「教育補助講師室」に常駐して学生の学習相談に対する指導を実施し

ている。さらに、１・２年次には授業の進度に合わせた「補習」、３年次には司法試

験に向けた「ゼミ」を開講し、段階的に学修支援を行っている。 

27 
チューターや AA(アカデミックアドバイザー)によるサポート、教員によるオフィス

アワーの実施をしている。 

28 

プレスクーリング（入学前導入教育）、担任制、修了生によるオンラインサポート、

学期末成績を踏まえた専任教員による個別面談、教育補助講師（チュータ）による指

導、授業の補修 

29 本学出身弁護士アドバイザーによる答案作成演習 

30 

科目の質問に対応するのにオフィスアワーのみでは十分に対応しきれないため、その

拡充として、恒常的に指導学生の学修上の質問に答える「学習指導」の時間を設けて

いる。 

32 専任教員による個別答案添削 

33 年 2 回の学内での実力確認試験の実施、民間業者による模擬試験の受験料補助 

34 

入学前にガイダンスだけでなく、OB・OG や在学生との交流会を行い、法科大学院に

おける学修について具体的なイメージを持ったり質問をしたりする場を設けている。

在学中は、科目ごとのアカデミックアドバイザーによるゼミや学修全般の相談や各科

目の質問まで幅広く対応するチューターによる学修支援、学生の学修の状況等の情報

を集約した学生のカルテともいうべき「学生カード」を作成し、それを活用した担任

による個人面談や科目担当教員による個人指導を行っている。これらの支援は、卒業

後法務研修生となってからも受けることができる。  
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Q8-2.社会人経験を有する学生対象の支援 

番号 Q8 自由記述_2.社会人経験を有する学生対象の支援 

3 
①同時オンライン授業の積極的導入 ②夜間や土日の時間帯を利用したチューターゼ

ミ ③学習用教材の充実 

4 入学前指導において、学習方法も含めて丁寧な指導を行っている。 

5 若手弁護士等（修了生）による法律文書作成指導 

6 多くは法学未修者として入学してくるため、法学未修者として支援を実施している。 

12 入学時に OBOG 弁護士による個別相談を実施している。 

14 長期履修制度 

15 夜間・土曜日における授業科目の開講   

20 社会人経験者のみが対象の支援はない  

21 特になし。 

24 

 平日昼間に就業する社会人等が，平日夜間と土曜日の授業だけを履修することで修

了することを可能としたカリキュラム・時間割を設定しています。併せて，職業を有

していて学修時間の確保が困難である学生のために，長期履修学生制度も導入してい

ます。  また，原則として全ての授業で ICT を用いた「モバイル遠隔授業」を実施

しているため，出張等で登校できない場合でも，一定回数，授業を遠隔地から同時双

方向型で受講することができます。 

25 
本学 OBOG 弁護士数十名が任意に参加したメーリングリスト「知恵袋」によって、全

学生および修了者の学修上の質問に答える機会を設けている。 

26 
社会人経験を有する学生のみを対象の支援は行っておらず、全学生対象の支援に網羅

している。 

27 社会人を限定しての対応はない。 

28 貸与奨学金制度 

29 本学出身弁護士アドバイザーによる学修指導 

30 特になし。 

32 
補助教員（チューター、アカデミック・アドバイザー等）の配置、クラス担任制の採

用により、学修計画策定の相談・サポート 

34 
特にこれに特化したものはないが、全学生対象の支援や法学未修者対象の支援が同時

に社会人経験を有する学生に対する支援にもなっていると考える。  
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Q8-3.法学未修者対象の支援 

番号 Q8 自由記述_3.法学未修者対象の支援 

1 

未修者学修支援室の設置。院長・教務委員長による個別面談の実施。学習方法につい

ての OBOG からの講習会実施。入学前導入教育の実施。個人別に学習状況を記載した

カルテを作成し教員が共有 

2 
法学未修者対象の支援として、導入科目「法律基礎演習」を用意するほか、授業と連

動する形での補助教員による授業の進度に合わせた学修方法の指導を実施している。 

3 未修者用のチューターゼミ  

4 入学前指導において、学習方法も含めて丁寧な指導を行っている。 

5 若手弁護士等（修了生）による法律文書作成指導 

6 

 本法科大学院では、未修者教育をより一層充実させるという観点から、未修 1年次

の学生に対して、担任制度を設けている。各学生に対して主担任教員及び副担任教員

をそれぞれ１名充て、1年次在学中は夏学期末、冬学期末に面談を行う。面談におい

て、学生は教員に対して学修状況を報告し、教員は、当該学生に対して適切な指導を

与える。 

7 未修者チューターを配置している。 

9 

・入学までに期待される事前学習についての指示（必読文献リスト）の合格通知に同

封 ・入学前の授業見学会を実施（事前学習の方法等を説明） ・開講前集中講座にお

いて，「司法制度の概要」及び「法情報調査１」の履修を義務付けるなど，１年次に

配当される法律基本科目の学習をスムーズに開始することができるよう，特段の配

慮 ・法科大学院を修了して法政理論専攻博士後期課程に進学又は編入学した学生を

法科大学院教育補助スタッフとして採用し、小テストの実施を行い知識の定着を促し

ている。 ・未修者キャリアサポート・学習サポート懇談会を企画・開催し， 法学未

修者の進路状況，法科大学院での学習や司法試験に向けた準備の在り方等について説

明 

11 
未修者スタートアップ・プログラムとして、入学後１年間はもとより、入学前・２年

次進学後も含めて、きめ細やかな学習支援を実施している 

12 OBOG 弁護士を学修アドバイザーとして配置している。 

14 
法律基本科目における中間テストの実施、個別学修指導の実施、進級率のチェック等

を行い、スムーズに２年次・３年次へ進級できるようにしている。 

15 指導教員によるきめ細やかな指導 

19 
1 年次の未修者コースでは、学生 3名ないし 4 名に 1人の指導補助教員を配置し、グ

ループごとに丁寧な指導を目指している。 

20 
法学を学び法曹を目指すうえでの導入科目および論文作成の基礎を学ぶ科目の必履修

化  

21 特になし。 
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23 「フォローアップ演習」の実施 

24 

 未修者教育で最大の効果を期待できる少人数教育を前提にしつつ，さらに日本大学

法学部の協力を得て，未修者の学習をバックアップする体制を構築しています。  

また，未修者を主な対象とした正課外の講座として，行政法，民事訴訟法，刑事訴訟

法の基礎重点講座や，本学出身の現役弁護士による文章の表現力を上げるための課外

講座等も実施しています。 

25 
上記とは別に、未修者のみを対象とする「弁護士チューター」制度も設け、1名の

OBOG 弁護士が学生 2～3名を担当して学習相談に応じることとしている。  

26 法学未修者のみを対象の支援は行っておらず、全学生対象の支援に網羅している。 

27 
法学未修者を対象として入学前に AA による「導入講義」の実施やゼミを実施してい

る。  

28 共通到達度確認試験を利用した個別学修指導 

29 本学出身弁護士アドバイザーによる学修指導 

30 入学前導入教育において、純粋未修者に対する指導を行っている。 

32 必修科目直後のオフィスアワー設置 

33 教学補佐(上級生)による勉強会、春学期の定期試験前の学習指導 

34 

入学前教育においては、憲法、民法、刑法の学修方法についてのプレセミナーを行う

だけではなく、法律全般の学修に必要な技術である法情報検索、法文書作成について

のプレセミナーも行っている。 

 

■学習モチベーション維持のために行っている取組 

 

Q9 学習方法のアドバイスやメンタルヘルス対策など、学生の学習モチベーション維持のために

行っている取組があれば、その内容を記載してください。 

 

番号 Q9 自由記述 

1 
法学研究科及び大学全体のメンタルヘルス対応を学生に 周知し、必要な場合は教員

が学生に付き添って メンタルヘルスの専門家へ対応を引き継いでいる。  

2 

法学未修者対象の支援として、導入科目「法律基礎演習」を用意するほか、授業と連

動する形での補助教員による授業の進度に合わせた学習方法の指導を実施している。

メンタルヘルス対策としては、専門のスタッフによる学生心理相談室を開設してい

る。 

3 学生と教員１対１の個別担任制の導入 

4 

クラス担任制を採用しており、適宜、担任教員がクラス会を開催している（オンライ

ン開催も含む）。また、原級留置者に対しては、担任教員が面談を実施し、学修計画

の作成・助言を行っている。そのほか、担任教員と学務委員が連携し、必要に応じ、

学生との面談を実施している。 
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5 教育支援室・学習相談室の設置 

7 アドバイス教員面談を、前期・後期各 1回実施している。 

8 
未修１年次学生を対象として、学期末試験後に教員チームが個別面談を実施して学習

方法のアドバイスやメンタル面のケアを行っている（上記７⑩）。 

9 

各学期はじめにその前の学期の定期試験に関する結果説明会を開催し、司法試験合格

率との相関関係を説明するなどして、本法科大学院の学修に前向きに取り組むよう定

期的に促しているほか、そうした機会をとらえて、レベル別の学修の仕方等につき概

括的ながら助言を行っている。 

10 
コンタクト・ティーチャー制度（教員 1人当たり 10 名程度の学生を担当）を通じて

各学期に 1 回の面談を実施し、学生の状況把握に努めている。 

11 
入学後に複数回、全学生との面談を行っている。特に未修者については頻度を高めて

いる。 

12 
・毎年 4月にメンタルヘルス講演会を実施。 ・学期ごとに研究科長と教務委員長に

よる学生面談を実施している。  

13 

・学生１人に対して教員 2～3人をチューターとして配置し学修のみならず学生生活

全般にわたる個別指導を行うため、前記及び後期に面談を実施。 ・実務法学専攻

長、副専攻長による、個々の学生の学修の到達状況を確認し学修プラン等を助言する

面談を実施。 ・学長裁量経費を獲得することにより、学生自習室をリニューアル

し、学生の学修モチベーション向上を図っている。 

14 

入学時に学生グループを作らせ、グループ課題を与えることで、早期に学生同士のつ

ながりを作っている。また、毎年度個別学修指導を行うことで、苦手科目の確認や対

策アドバイス等を行っている。 

15 毎学期ごとの指導教員との個人面談の実施、若手弁護士との交流の機会の設定 

16 
学生相談室を設置し、希望者にはカウンセラーによる学生のメンタルケアも行ってい

る。 

17 学修についての教員との懇談会 

19 
1 年次の未修者コースでは学生 3 名ないし 4 名に 1 人の指導補助教員を配置し、授業

の補完だけでなく、勉強の仕方等についても気軽に相談できる体制を整備している。 

20 

専任教員が個別に学生の担任となる他、修了生弁護士が学習方法等の個別相談に応じ

る担任補佐制度、外国籍の修了生による留学生のための学習方法ガイダンスの実施等

の取組をしている。 

21 
２か月に１回のクラス面談により、学生の学習状況、生活状況を把握し助言を行って

いる。 
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22 

学生からの要望があればアカデミックアドバイザー教員による面談は随時実施してい

る。１，２か月に 1 回程度教員とチューターの間の意見交換を行っている。チュータ

ーによる面談等は随時実施している。 

23 個別面談の実施 

24 

 司法試験に近年合格し，現役弁護士としても活動している助教が，アカデミックア

ドバイザーとなり，オフィスアワーを設定し，学生からの学修方法や，生活面等，広

範囲の相談に対応しています。  また，深刻な心理的な悩みや問題についての相談

は，日本大学法学部の「学生支援室」で，心理カウンセラー（臨床心理士）が，相談

内容の秘密を厳守し対応しています。 

25 

小規模の法科大学院であるから、クラス担任や科目担当者が随時学生の相談に応じる

習慣が定着し、かなり機能しているほか、上記のような OBOG 弁護士による支援シス

テムにおいても、学生のメンタル面の相談にも応じている。  

26 

日常的には、教育補助講師が教育補助講師室に常駐しており、学習方法等のアドバイ

スを行っている。 また、年に２回、クラス担任・副担任（専任教員及び教育補助講

師）が学生個別面談を行っており、学習相談のみならず、日々の悩みや不安等につい

て相談できる場を設けている。 

27 AA によるパートナーゼミを実施している。 

28 

専任教員による担任制度や学期末の個別面談により、学生の学習状況や生活状況を随

時把握するともに、すべての在学生に法科大学院修了者をメンターとして割り当て、

オンラインで随時相談等できるサポート制度を導入している。 

29 

・司法試験合格者による合格体験談を聴く会の実施 ・メンタルヘルス対策 学部生と

同様に大学院生（法科大学院生を含む）に対しても学生生活をはじめ人間関係やここ

ろの問題などで相談をしたいと思ったときに自由に話せる学生相談室を保健センター

に設置している。学生相談室には、精神科学校医ならびに専門カウンセラーが常駐

し、様々な相談に対応し、学生のメンタルヘルスをおこなっている。また、保健セン

ター・大学生活支援室において個別学修支援や学生のモチベーション維持を含めた各

種メンタルヘルス講座を開設している。 

30 特になし。 
 

32 
クラス担任制において担任教員と希望する学生とで適宜面談を行い、学修計画や学修

方法のアドバイス、また学業成績に基づいた指導等を行っている。 

33 

カウンセラーが週１日常駐しており、予約制で学生が相談する機会を提供している。

また、それ以外にも進路などに特化したキャリアカウンセラーへの相談ができる。全

学の部署との連携も行っている。 

34 

年に 4 回担任による個人面談を行い、学修上の悩みなどを聞き、アドバイスを行った

り励ましたり、法科大学院への要望を聞いたりしている。特に、成績発表後には、そ

の学期の振り返りを行い、これからの学修方法について学生とともに考えている。ま
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た、面談においては、司法試験合格までのビジョンを描かせ、モチベーション維持に

も取り組んでいる。 
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（３）入学前の取組 

 
Q10 法科大学院入学前に、入学予定者に対して行っている取組を選択してください。 

 

 複数回答 n ％ 

  全体 (34)   

1 
入学前の自主学習に関する支援（入学前課題や入学前の学習についてのガ

イダンス等） 
31 91.2 

2 入学後の学修に関する導入講義 22 64.7 

3 入学後の学習内容や学修方法に関するガイダンス 28 82.4 

4 修了生や実務家等との座談会・懇親会 17 50.0 

5 職員・教員による相談会 14 41.2 

6 その他 5 14.7 

7 入学前には実施していない 1 2.9 

  無回答 1 2.9 

 

番号 Q10_6 その他【】 

2 入試問題解説講義、主要科目の定期試験問題とその解説の配布、修了生弁護士の講

演、在学生との相談会、授業参観機会の提供 

11 入学時点でのテストにより事前学習を要求する 

20 4 および 5はコロナ禍前は実施していたが、現在は中止している。 

26 オンデマンド動画の公開、自習室の利用、法情報データベースの利用 

34 授業体験および早期履修制度、自修室の利用、担任制 
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（４）募集広報 

 
Q11 募集広報活動の中で法科大学院入学希望者を増やすために法科大学院の教育に触れる機会

として行っている取組を選択してください。 

 
 複数回答 n ％ 

  全体 (34)   

1 
法科大学院入学希望者を対象とした講義または授業（模擬授業等法科大学

院の授業を体験できる取組） 
14 41.2 

2 
法科大学院の教員による講演（大学紹介として行われたものは除き、学問

的啓発等に関する取組） 
9 26.5 

3 
上記 1．2．は除き大学院について実際に見聞きすることができる取組

（相談会やオープンキャンパス等） 
31 91.2 

4 複数の大学院と合同で実施する大学院紹介に関するイベントの開催 14 41.2 

5 その他 8 23.5 

6 行っていない 0 0.0 

  無回答 1 2.9 

 

番号 Q11_5 その他【】 

4 地元弁護士会との共催により弁護士業務の紹介を目的とした座談会 

5 法科大学院紹介ガイダンスの実施 

11 キャリア・パス講座の法曹コース生への開放 

12 
地元弁護士会法科大学院支援委員会との連携による中四国地域大学での講演会の実

施 

19 
学部 1 年生を対象とした春学期の法務演習で、法曹になるための道筋、実務法曹に

よる授業等を実施して、法曹志望者の増大を目指している。 

26 上記４は企業が企画したイベントに参画 

34 模擬裁判の公開 

 

Q12 募集広報活動として工夫している事項を記載してください。（広告の掲載等イベント以外

のものも含む） 

 

番号 Q12 自由記述 

2 今年度はオープン・キャンパスをハイブリッド式で実施した。 

4 入試説明会以外に、希望者に対しオンライン個別相談会を実施している。 

7 オンライン相談会を実施している。 
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9 
入試説明会等は遠方の入学希望者も参加できるよう対面、オンラインを併用したハイ

ブリッド方式で開催している。 

10 在学生による相談会を実施することで、受験生に生の声を届ける努力をしている。 

11 修了生の活躍情報をホームページで紹介している 

12 オンライン説明会、オンライン個別入試相談会の実施 

13 入試説明会（本学主催、他法科大学院主催への参加） 

14 Zoom による入試説明会 

15 オンラインによる入試説明会の開催と教育施設のライブ紹介の実施 

16 地方の方でも参加しやすいように入試説明会をハイブリッド方式で実施した。 

17 オンラインによる個別相談会 

19 
教育課程連携協定締結校やその他の大学学部において、法科大学院説明会を実施して

いる。 

20 

法科大学院案内パンフレットの作成、学内での入試説明会を年に複数回実施、複数の

法科大学院が参加する合同説明会への参加、大学院案内冊子・ウェブサイトへの記事

掲載（スタディ・サプリ、AERA ムック等） 

21 Web ページのアクセス数の多いベージについて充実を図っている。 

22 

法科大学院で実施した様々な取り組みや行事を逐一法科大学院専用ホームページに掲

載している。2020 年度からオンラインを中心に入試説明会を複数回実施している。

法学部生対象の説明会は対面にて実施している。また本学法学部 GLP（法曹コース）

生対象の説明会を実施している。 

23 
オンライン広告や公式 Web ページにおいて、本法科大学院の特徴が分かり易くなるよ

う構成や表現を工夫している。 

24 

 法科大学院を特集したムックへの情報掲載や，ｗｅｂで法科大学院を検索している

人へ本研究の紹介ページが表示される広告を行っています。  また，５年一貫法曹

養成コースを含め，法学部からの進学者を増やすため，在学生のみを対象とした，特

別な説明会・相談会を実施しています。 

25 新聞、雑誌（大学特集）に広告を掲載している。  

26 
入試要項・出願書類はすべてホームページ上に公開し、取り寄せをしなくても、自宅

で印刷することで出願書類を入手できるようにしている。 

27 YouTube での過去問解説動画の配信 

28 

オンラインで随時受付可能な進学相談、他大学や本学の他大学院と合同で開催する進

学説明会・相談会、法科大学院独自で開催する進学説明会・相談会、個別の大学との

間で交渉して実施する進学説明会、法科大学院で開講されている科目を公開する公開

授業、法科大学院の授業および施設を進学希望者に開放する一日法科大学院生企画な

どを行っている。 
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29 
学内での大学院説明会においては、在学生も広く周知し、近隣大学でも本法科大学院

説明会の実施を予定している。 

30 特になし。 

32 

各種説明会の実施を始め、公式 LINE にて友だち登録された方を対象に、入験情報や

各種イベント情報、教員の声などの投稿を通じ、法科大学院の魅力を届けるべく随時

発信している。説明会の際には、本学出身の弁護士の方の中から選出されたアカデミ

ック・アドバイサーによる答案の書き方説明会を適宜開催し、入試だけでなく司法試

験合格に必要なポイントや具体的な勉強の進め方についても話してもらうことによっ

て、OB・OG による支援体制が充実していることをアピールしている。また、本学法

学部生を対象に、学部と連携し法曹コースや早期卒業に関する説明会を適宜実施し、

法科大学院進学への喚起を行っている。 

33 LINE を活用した情報提供。 

34 

学内各学部における正規ゼミに訪問しての法科大学院制度の概要説明や、募集形式で

の法科大学院棟の見学、刑事模擬裁判公開を含む体験型での法科大学院への関心を高

める取り組みを行うとともに、web ページでの入学説明動画の常時公開、学内各所、

地元中心部の地下鉄駅でのパンフレット配布、社会人に向けた夜間開講を含む長期履

修制度の積極的な告知など、多様な主体へのアプローチを行っている。 
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（５）キャリア支援 

 

Q13 司法試験合格後を見据えたキャリア支援として実施している取組を選択してください。 

 
 複数回答 n ％ 

  全体 (34)   

1 インターンや採用等に関する情報提供 30 88.2 

2 就職ガイダンスの実施（就職活動全般に関する内容） 20 58.8 

3 法律事務所等の就職説明会の開催 13 38.2 

4 修了生・実務家等との座談会・就職相談会の実施 18 52.9 

5 職員・教員による就職相談 15 44.1 

6 OB・OG 訪問のサポート 12 35.3 

7 その他 8 23.5 

  無回答 1 2.9 

 

番号 Q13_7 その他【】 

5 法律事務所への短期トレーニーの派遣 

6 エクスターンシップ 

11 実務家教員によるキャリア・パス講座 

12 弁護士研修センター(OATC)を通じた就職支援の仕組みを整え、実施している 

16 同窓会組織によるキャリア支援（修了生に相談できる場の提供） 

21 法テラス・ひまわり基金法律事務所ガイダンスを行っている。 

26 
上記２は本学独自開催ではなく、法務系人材の就職支援企業が開催する就職ガイダン

スの案内を修了生に周知している。 

27 研究科主催のエクスターンシッププログラム等の実施 
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Q14 司法試験受験をやめた学生、あるいは司法試験合格に至らなかった学生に対するキャリア

支援として実施している取組を選択してください。 

 
 複数回答 n ％ 

  全体 (34)   

1 インターンや採用等に関する情報提供 28 82.4 

2 就職ガイダンスの実施（就職活動全般に関する内容） 12 35.3 

3 企業等の就職説明会の開催 13 38.2 

4 修了生や企業の方等との座談会・就職相談会の実施 11 32.4 

5 職員・教員による就職相談 18 52.9 

6 OB・OG 訪問のサポート 9 26.5 

7 その他 5 14.7 

  無回答 3 8.8 

 

番号 Q14_7 その他【】 

3 有職社会人なので、司法試験受験をやめた学生は、自身の職を継続することになる 

7 希望する学生に対し、就職情報を提供している。 

12 弁護士研修センター(OATC)を通じた就職支援の仕組みを整え、実施している 

20 専用サイトへの情報提供 

26 
上記２は本学独自開催ではなく、法務系人材の就職支援企業が開催する就職ガイダン

スの案内を修了生に周知している。 

 

 

 

Q15 キャリア支援として、工夫している内容や注力している事項を記載してください。  

 

番号 Q15 自由記述 

2 
在学生向けの法曹三者を含む様々な分野に関する進路講演会、及び司法試験合格者向

けの就職支援説明会の開催に注力している。  

4 
法テラスによる説明会の開催、法律事務所等から求人情報の提供や公務員試験情報の

提供などを行っており、実務家教員などによるキャリア指導なども実施している。 

6 

法科大学院出身者である弁護士にキャリアアドバイザーに就任していただき、個別に

在校生の相談にのってもらっているほか、キャリアアドバイザー座談会という企画を

開催いただき、在校生がキャリアについて早期の段階から目を向けることに寄与して

いる。  

7 単位付与科目として「インターンシップ」を開講している。 
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9 

４月に進路懇談会を実施し、主に未修者を念頭に置いて、司法試験に限らず様々なキ

ャリアが想定されうることを意識させ、プレッシャーを下げることを目標として、相

当数の有力企業の参加を得て進路懇談会を開催している。また、年間２～３回、法学

未修者向けにキャリアサポート・学習サポート懇談会を実施し、その中で、進路の選

択や当該進路に進むための準備の在り方についての情報を提供している。 

11 
キャリアパス講座、ワークショップ企業内法務の開講など、法曹・非法曹を問わず、

法律家によるキャリアパスに多角的に触れる機会を提供している。 

12 
弁護士研修センター(OATC)が実施する各種研修事業への大学院生の参加が可能となっ

ている 

13 
授業の一環として、一般市民からの法律相談へ参加する機会を設けている。後述の質

問番号 27 も参照。 

14 
弁護士事務所や企業等からの就職説明会や求人情報を在校生・修了生に教育支援シス

テムのサイトで積極的に周知している。 

17 キャリア支援窓口制度を設けて、OB・OG との連携を図っている。 

19 
企業法務や開発法学を学ぶことができる授業を開講して、学生が法曹三者以外に広く

将来に向けた関心を抱くきっかけ作りを積極的に行っている。 

20 

司法試験に合格した修了生の大多数が法律事務所所属の弁護士となっているが、企業

の法務部門での活躍や博士後期課程への進学等、様々な進路の可能性を示すよう努め

ている。 法曹コースの設置を機に、早期に法曹への興味・関心を高めるため、学部

生を対象に含めた講演会等の行事を実施している。 ・毎年、経営法友会および国際

企業法務協会との共催で、企業法務担当者と法科大学院生（他大学生も参加可）との

交流イベントを開催している。 

21 特になし。 

23 
同窓会組織との連携 ・在学中からの早期プログラムの強化 ・オンライン活用による

フレキシブルな参加環境の提供 

24 

法学部の就職指導課と連携することで，一般的な就職活動にも対応できるセミナーや

講座を受講することができ，本学に届く，各種求人情報を検索・閲覧できるシステム

を用意しています。  また，本学出身の法曹により結成された「法曹会」と，こま

めな連携を取ることで，修了後のサポート体制を構築しています。 
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25 

本法務研究科の専任教員で構成される組織として、「修了生支援委員会」を設置し、

複数の教員が委員を務めている。法律事務所や企業等から弁護士や職員を採用する案

内文書等が郵送、あるいはメールで送信された場合には、本法務研究科事務と共にこ

れらの委員が対応することし、連絡調整を図っている。また、連絡のあった当該法律

事務所、企業に関する評判等の確認、コンプライアンスチェック等も可能な限りで行

っている。  さらには、本学出身の法律家（実務家及び研究者）で組織される「法

曹会」の副会長を本法務研究科の研究科長が務め、上記法曹会との連携、キャリア支

援を図ることとしている。さらには、上記法曹会と共催で司法試験合格祝賀会を実施

して、本法務研究科修了の司法試験合格者を上記法曹会所属の実務家に紹介するなど

している。  

26 
修了時にメールアドレスを登録してもらい、当事務室に届いた法務系の求人や企業説

明会について、メーリングリストを通じて修了生に周知している。 

27 

在学中にエクスターンシップ・プログラムを実施し、法律事務所や企業等数、官公

庁、その他団体等の機関への学生の派遣を行っている。また年数回の研究科主催の企

業・法律事務所による就職説明会の開催する他、本研究科 HP 等へ法律事務所や企業

からの就職に関連する情報の掲載・更新を随時行っている。 

28 法科大学院の同窓会組織が強固であり、同窓会を通じた就職支援を行っている。 

29 
法務研究科とも連携し、学生、修了生がみえることのできる掲示板上で、随時就職情

報を掲示。  

30 キャリア支援を強化するため、就職支援室を設置し、専属の担当者を配置している。 

32 
本学出身法曹有資格者による職域団体「法曹会」と就職支援委員会による各種支援行

事の実施 

33 

専門業者と提携し、週 1 回程度、キャリアコンサルタントを常駐させ、個人に寄り添

ったコンサルティングを受けられる体制を取っている他、キャリアガイダンスを実施

し、キャリア形成意識の醸成を図っている。 

34 

修了生向けのメーリングリストを作成・管理し、求人、説明会、イベント等に関する

情報提供を行っているほか、個別の相談に応じている。 司法試験受験後の修了生に

対して、サマーセミナー派遣支援を行っている。 
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（６）他の法科大学院との連携 

 
Q16 他の法科大学院と連携した取組を行っていますか。 

 
 単一回答 n ％ 

  全体 (34)   

1 行っている 21 61.8 

2 行っていない 12 35.3 

  無回答 1 2.9 

 

Q17 他の法科大学院と共同で行っている授業について、実施しているものを選択してください

（単位互換によるものは除く） 

 
 複数回答 n ％ 

  全体 (34)   

1 オンライン・オンデマンド配信を含む他の法科大学院の授業提供 5 14.7 

2 他の法科大学院の教員を招聘して行う授業の開講 4 11.8 

3 他の法科大学院の教員と自大学院の教員とで行う共同授業の開講 10 29.4 

4 その他 0 0.0 

5 他の法科大学院と共同での授業は行っていない 19 55.9 

  無回答 3 8.8 

 

 

  



37 
  

Q18 他の法科大学院との共同授業を実施する上で工夫している内容や具体的な事例を記載して

ください。  

 

番号 Q18 自由記述 

2 
質問 17 についての上記③の実践は、基本的には本法科大学院の教員の力の足りない

ところの助力をいただく性格のものである。 

3 
オンデマンド授業の提供にあたり、履修課程において学修成果を確認するための課題

の実施等 

4 
「現代法の諸問題」という科目を開講し、各大学の専任教員が、先端的なテーマを取

り上げ、オンラインで授業を行っている。 

7 
1 単位の授業について、2大学から 4 名ずつの教員が担当し、互いに相手大学の無償

の非常勤講師となっている。 

10 

授業の実施内容については、双方大学の教員が十分なコミュニケーションをとりつ

つ、責任を適正に分担して作成している。互いに多くの学生が参加してもらえるよ

う、開講時期、曜日・時限、また開講場所に配慮している。たとえば、それぞれの大

学の通常のカリキュラムに抵触しないよう、土曜日を利用しつつ、提携先の大学が有

する梅田駅周辺の移設を利用している。 

14 
オンライン・オンデマンド授業など、多様な形態の授業を提供しつつ、その在り方に

ついては定期的に連携先法科大学院と協議を行っている。 

20 共同授業なし 

21 特になし。 

24 
 学事日程が異なるため，受講者募集のタイミングや定期試験の実施日について，密

に連絡を取り，学生に不利益がないよう注意しています。 

25 特に実施していない。  

26 他の法科大学院と共同での授業は行っていない。 

27 なし 

29 
「公法事例研究」において、憲法・行政法に関する事例問題演習を他の大学と共同で

行っている。 

30 
単位互換協定を結んだ法科大学院との間で、法律基本科目・外国法科目を中心に相互

に授業提供、教材研究、期末試験問題の交換等を実施している。 

32 

連携法科大学院との「連携講義」を複数設置し、両大学の教員が共同で行う発展的演

習科目として実施している。また、対面受講においては交通の便が良い本学のキャン

パスを利用し、併せてオンライン受講も可とすることで、両大学の学生が参加しやす

い環境を整えている。 

34 県弁護士会と連携し、弁護士による実務的な内容の授業が提供されている。 
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Q19 未修者教育に関して、他の法科大学院との連携による取組を行っている場合は、その取組内

容を記載してください。  

 

番号 Q19 自由記述 

2 
執行部教員間で未修者教育の現状に関する情報共有と意見交換を行う会合を年 1回定

例的に持っている。  

3 FD を通じた未修者教育の工夫、問題点についての意見交換を定期的に実施 

4 
「学生交流会」を開催し、未修者の学習方法等を含め、広く意見交換、情報交換を行

う機会を設けている。 

7 オンラインで学生交流会を実施している。 

9 

未修者１年次の学習到達度の比較・検討（両校で共通化した小テスト、共通到達度確

認試験の活用）並びに今後の目標設定の検討を行い、また、各科目につき両校教員に

より構成される FD 分科会における効果の検証、教育のさらなる改善、共通授業の可

能性の検討を行っている。 

10 

現時点での開講科目は 3 年時の演習に限定されているため、未修者教育についての具

体的な取り組みは十分ではなかったところ、今後の検討課題として検討しているとこ

ろである。 

11 非常勤講師による FD 開催。 

12 大学間連携 FD 協議会にて情報共有を行っている。 

13 他の法科大学院ＦＤへの参加 

14 未修者教育に特化した連携は特にない。 

20 なし 

21 特になし。 

24  行っていません。 

25 特に実施していない。  

26 他の法科大学院と共同での授業は行っていない。 

27 なし 

29 特になし。 

30 
単位互換協定を結んだ法科大学院との間で、法律基礎科目について授業提供、教材研

究、期末試験問題の交換等を実施し、未修者教育充実化をはかっている。 

32 
連携法科大学院が入学前指導として実施している「法律文書の書き方」講義への共同

受講 

33 
特に未修者教育に特化した FD 研修会を定期的に開催し、情報共有・意見交換を行っ

ている。 

34 特になし。 
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Q20 他の法科大学院と単位互換制度を実施していますか。 

 
 単一回答 n ％ 

  全体 (34)   

1 実施している 14 41.2 

2 実施していない 19 55.9 

  無回答 1 2.9 

 

 

Q21 他の法科大学院と共同でファカルティ・ディベロップメントを実施していますか。 

 
 単一回答 n ％ 

  全体 (34)   

1 実施している 14 41.2 

2 実施していない 19 55.9 

  無回答 1 2.9 

 

 

 

Q22 上記 Q17～21 以外で他の法科大学院と共同した取組を行っている場合は、その取組内容を記

載してください。  

番号 Q22 自由記述 

4 互いに入試問題をチェックし、難易度等の妥当性・適切性を検証している。 

7 単位付与なしに、他大学の授業を見学し、イベントに参加する取組を行っている。 

9 コロナ前には、他の法科大学院と共同で入試説明会を開催していたが、現在は中断し

ている。また、法科大学院協会主催の下で他の法科大学院と共同で法科大学院説明会

を開催していたが、これもコロナのために中断している。 

13 他の法科大学院から、入学前事前指導課題や定期試験課題のチェックを受けている。 

14 特になし。 

15 九州地区の法科大学院と研究会を定期的に開催している。 

20 なし 

21 特になし。 

24 行っていません。 

25 特に実施していない。  

26 他の法科大学院との連携は行っていない。 

27 なし 

29 特になし。 

30 18，19 の回答の通り 
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32 

正課外授業としての「共同セミナー」、両校共同での裁判所見学・法廷傍聴、また連

携法科大学院修了者を本学ＴＡとして雇用するなど、連携した教育活動を行ってい

る。 

34 
県弁護士会の法科大学院支援委員会の主催で、県内の法科大学院や法曹クラスを有す

る大学の教員同士で情報交換を行っている。 

 

 

 

 

 

 

（７）法学部との連携 

 
Q23 連携する法曹コースの学生が科目等履修制度を使って貴法科大学院の授業を受講すること

は可能ですか。 

 
 単一回答 n ％ 

  全体 (34)   

1 可能である 17 50.0 

2 可能ではない 8 23.5 

3 その他 7 20.6 

  無回答 2 5.9 

 

番号 Q23_3 その他【】 

6 
法曹コース学生は、科目等履修生としてではなく、法科大学院科目を先行履修するこ

とができる 

9 
③法科大学院の倒産処理法２等を学部との共通科目とすることにより、学部側ではこ

れを「特別講義」として履修し、単位を修得することができる仕組みになっている。 

12 
連携協定に基づき、連携法科大学院の法律基本科目基礎科目を法曹コース必修科目と

して共同開講を行っている。 

13 早期履修制度を利用して受講可能。 

21 現状では法曹コースを設置していない。 

26 
本学法学部生３・４年生に対して法科大学院授業の先取履修を行っており、この制度

を用いて本学法学部連携法曹コースの学生が先取履修することは可能である。 

28 

法曹コースの学生は法科大学院との共同開講科目（法科大学院未修１年次に開講され

る法律基本科目 17 科目）を受講し単位を修得する。学則上そのほかの単位の認定は

できないこととなっている。 
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Q24 連携する法曹コースの学生が貴法科大学院の科目を履修する上での配慮や工夫があれば記

載してください。  

 

番号 Q24 自由記述 

1 

連携する法曹コースを有する大学の学生が、本法科大学院の科目を履修することが時

間割と移動時間の関係で困難なことが多いが、当該大学が夜間コースを有するため、

昼間コースの学生も夜間コースの授業を履修できるようにしてもらい、本法科大学院

の科目を昼間に履修できるようにしている。 

4 
学部法曹コース学生が法科大学院科目の先行履修を実施するにあたり、法科大学院教

員が必要な履修指導を実施している。 

6 
対応する学部科目で優秀な成績を収めた場合に限り、法科大学院科目を履修できるこ

ととすることで、安易な履修によりミスマッチが生じることを防いでいる。  

8 
遠隔地にある大学の法曹コースの学生に対しては、オンライン方式の授業を提供する

方針を採用している。 

9 

法学部履修規程第２条に定める基礎法学又は政治学の領域に属する科目６単位以上を

一定の成績以上で修得したことをもって、選択科目 Iについて４単位を修得したもの

とみなすこととしている。 

10 

当該科目について学部において優秀な成績を取っていること、担当教員が了承するこ

とを要件とすることにより、授業について行けなくなる学生が生じないよう配慮して

いる。 

12 
法曹コース学生が過度な負担なく学部卒業要件等を満たすことができるよう、時間割

配置等につき法学部と連携して対応している。 

13 

連携法科大学院と法曹コースを置く法学部法学科昼間コースは，現状活動拠点が離れ

ているが，テレビ会議システム等の ICT の活用により，情報共有を図ることができて

いる。 なお，今後更なる連携強化を図るため，「法曹養成を核とした人文社会科学

系の新たな拠点」として連携法科大学院のあるキャンパス（の整備を進めており，法

曹コースを置く法学部法学科昼間コースを他のキャンパスから当該キャンパス（広島

市）に移転する計画となっている（令和５年３月末完了予定 ）。 

14 期末試験の日程が重複しないように、可能な範囲で事前に調整を行っている。 

17 少人数であるため、可能な限りで、個別の工夫を行っている。 

19 
科目等履修を希望する連携協定校の学生がいる場合には、オンライン授業を実施する

余地がある。 

20 

法曹コース生と法科大学院では学事日程に若干の差異がある（授業開始日が異なる

等）ため、法曹コース生、法科大学院生の双方にとって差し障りなく学期末試験の日

程を調整する、適切な成績評価方法を実施する等の配慮を行っている。 

21 特になし。 
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22 
法曹コースの学生を対象に先行履修に関するガイダンスを実施している。先行履修科

目が法曹コースの科目と重ならないよう時間割作成段階で調整を行っている。 

24 

 法曹コースの学生が正課の授業の履修計画と同時に検討できるよう，時間割等の公

表時期を調整しています。  また，定期試験の実施等，行事により学生に不都合が

生じないように，連携する法曹コースを所管する部署と普段より情報共有を行ってい

ます。 

26 特にない。 

28 

法学部 2年・3 年次生にとって法科大学院生と同一の条件で学習を進めることは容易

ではない。そのため、法曹コース生の学習状況を常に把握し、必要に応じて補修を行

っている。また、法学部との打合せの機会を随時設け、当該打合せの際に、法曹コー

ス生一人一人の状況を報告し、情報を共有している。 

30 
法曹養成連携協定を結んだ同志社大学法学部との間では、一部の科目について早期履

修を促すために、入試説明会などで科目等履修制度について説明をしている。 

32 

連携する法曹コースを設置する学部において、法科大学院への進学希望者の学修につ

いて、法科大学院科目の先取り（科目等履修）制度を活用するなどし、積極的に進学

希望者の学部時の教育に関わっている。 また、法科大学院学年暦を連携学部学年暦

と整合させ、且つ各学期の履修登録期間を連携学部と異なる日程で設定することで、

法曹コースの学生が法科大学院授業受講において学修計画を組み立てやすいよう配慮

している。加えて、補講日設定の際など該当者の学部履修授業との重複を避けてい

る。 

33 

授業履修の利便性を考慮して、オンライン受講を認めている。また、法曹コースの学

生が本法科大学院の科目を履修するに際して、必ず本研究科の専任教員との面談を実

施することにより、学部授業の履修・勉強の妨げにならないように配慮している。 

34 
本学の法学部生のうち卒業見込者であれば、「早期履修制度」を設けており、法曹コ

ース学生にも適用され、科目等履修制度に比して、選考料が不要などの利点がある。 

 

 

Q25 他大学の法曹コースと連携した取組があれば記載してください。  

 

番号 Q25 自由記述 

1 共同でファカルティ・ディベロップメントを実施しています。 

2 
連携協定締結先である新潟大法学部が法曹コース学生向けに開講しているオムニバス

科目の一部を担当すべく、毎年本法科大学院から教員を派遣している。 

4 
連携協議会を定期的に開催するほか、法曹コース向け特別選抜に関する説明会を開催

している。 

11 学部授業の一部担当 

13 現時点では無いが、法曹コース設置予定の他大学と協議を進めている。 
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14 ４つの大学との間で法曹養成連携協定を締結している。 

16 協定を締結した法学部に対しては入試説明会を実施している。 

19 授業や説明会への教員派遣の要請に応じた教員派遣を実施している。 

20 なし 

21 特になし。 

23 当法科大学院の教員が、法曹コースに設置された授業を担当している。 

24 他大学の法曹コースと連携した取組はありません。 

25 特に実施していない。  

26 特にない。 

27 その大学に特化した入試説明会の実施 

29 特になし。 

30 
法曹養成連携協定を結んだ西南大学法学部との間で、入試・広報活動と併せて、一部

の法律基礎科目について模擬授業を実施している。 

32 特になし。 

 

 

 

（８）地域との連携 

 
Q26 地元の弁護士会との連携した取組を行っている場合は、その取組内容を記載してください。  

 

番号 Q26 自由記述 

1 

①弁護士会の法科大学院支援委員会と法科大学院教育に関する協議会を設け、また、

弁護士会から実務家教員を多数派遣していただいている。 ②弁護士事務所等に一定

期間出向き，現実の実務に携わる授業科目 「エクスターンシップⅠ・Ⅱ」を開講し

ています。 

2 

法学研究科と地元弁護士会法曹養成制度等検討特別委員会との連携協議を年 4 回開催

している。また法学研究科主催で毎年開催している法律家向け公開講座（4 回シリー

ズ）を地元弁護士会と他の地元の弁護士連合会に共催していただいている。 

4 地元弁護士会との共催により弁護士業務の紹介を目的とした座談会を開催している。 

7 
地元弁護士会に「法科大学院支援委員会」が置かれ、チューターの派遣、自習支援、

各種講座の開設を行っている。 

11 
地元弁護士会とエクスターンシップについての協定を結び、多くの学生を受け入れて

いただいているほか、就職情報の提供をいただいている。 

12 
実務家教員の派遣 授業参観及び参加後の意見交換会 エクスターンシップの受け入れ 

修了生向けの研修実施 法科大学院説明会の実施 
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13 

地元弁護士会に、本学の法科大学院運営支援委員会が設けられ、サマースクールなど

の講師派遣や弁護士会からの授業参観を受けるなど、本学の教育方法の改善を重ねて

いる。 

大学院人間社会科学研究科附属リーガル・サービス・センターでは、地元弁護士会の

協力を得て、弁護士が市民からの無料法律相談を受けている。 

教育課程連携協議会の委員として地元弁護士会からも加わっていただいている。 

14 県内 4 法科大学院と地元県弁護士会との教育連携協定 

15 

連絡協議会の定期的開催と協議結果に基づくオーダーメイドゼミ、答案練習会、司法

試験問題検討会の実施、アカデミック・アドバイザー（講義を補助する若手弁護士）

の派遣、担任チューターの派遣 

20 

都内の多数の法律事務所にエクスターンシップの受入をして頂き、授業科目として単

位化している。 ・弁護士会との共催で、学生に法曹への興味・関心を持ってもらう

ための講演会の実施実績がある。 

21 特になし。 

24 地元の弁護士会との連携した取組はありません。 

25 特に実施していない。  

26 地元の弁護士会との連携は行っていない。 

27 日弁連との委託履修制度 

28 
本法科大学院出身弁護士の紹介により、地元弁護士会との間で法学部生対象の弁護士

による出前講座等が予定されている。 

29 特になし。 

30 特になし。 

32 
地元弁護士会と連携して正課科目である「国内エクスターンシップ」を設置し、複数

の法律事務所の協力の下、本学学生を実務研修に配属している。 

33 

本学では授業において市民ボランティアの方による模擬依頼者を活用したシュミレー

ション教育を実施しているが、その模擬依頼者を弁護士会からの要請を受け、弁護士

向け講習会にも派遣している。 

34 

地元弁護士会連合会法科大学院の運営協力に関する連絡協議会の主催にかかる「九弁

連サマーセミナー」・「出前講座」・「司法試験模擬試験」などの実に有益なイベン

ト等に、積極的に本法科大学院生を送り出している。更には、そうしたイベント等の

企画運営担当者や講師等に、本法科大学院教員や本法科大学院修了生の弁護士が積極

的に就任している。 
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Q27 地方自治体と連携した取組を行っている場合は、その取組内容を記載してください。  

 

番号 Q27 自由記述 

4 
地方自治体と関係のある教員を中心に、地方自治体との連携の在り方について検討を

進めている。 

7 地元の地方自治体がインターンシップを受け入れている。 

12 
弁護士研修センター(OATC)の行政法実務研究会等に自治体職員が参加することや、条

例等の制定に際しての助言などシンクタンク機能を発揮する取り組みをしている 

13 

・授業科目「臨床法務」においては、地元自治体担当者に客員教員として参加してい

ただき、自治体で遭遇する法律問題について当該客員教員から問題提起を受けた上

で，教員を交えて学生間において討議を行うことを通じて、複眼的な思考を要請する

とともに、広く社会への関心と興味を引き起こし，ひいては就業意欲を増進すること

を目標としている。 

・教育課程連携協議会の委員として地元自治体からも加わっていただいている。 

14 エクスターンシップの受入れ 

15 性の多様性に関する那覇市・浦添市との連携協定の締結とこれに基づく助言等の実施 

20 
足立区にエクスターンシップの受入をして頂いている。なお、本件は授業科目として

単位化しているものである。 

21 特になし。 

22 
ローヤリングクリニックにおける法律相談について、地元自治体の広報誌への掲載を

行っている。 

24 地方自治体と連携した取組はありません。 

25 特に実施していない。  

26 地方自治体との連携は行っていない。 

27 なし 

28 

法科大学院の地域貢献事業として、ブラジル人居住者が多い愛知県豊田市保見地区に

おいて、豊田市役所および豊田市社会福祉協議会との連携により、行政サービス紹介

を含む法支援サービスの提供を 2021 年度および 2022 年度に各１回行った。 

29 特になし。 

30 特になし。 

32 

大学における法学の教育及び研究の成果を地域市民の方々に還元するとともに、法科

大学院生の実習にも役立てる目的で、「リーガルクリニック（無料法律相談）」を実

施している。周辺自治体の役所窓口や公共施設での案内チラシの配布・掲示等を通じ

て市民の方々対象に広報を行っている。 また、司法過疎問題解消に貢献する法曹の

養成プログラムとして、各社会福祉協議会と連携して「遠隔地法律相談」を実施して

いる。 
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33 
近隣の地方自治体と連携協定を締結し、自治体職員の聴講生としての受け入れると共

に、講師として派遣いただくなどの相互交流を行っている。 

34 

本法科大学院教育課程連携協議会の構成員に「市役所総務企画局行政部法制課」所属

の方を招き、地方自治体が本法科大学院に求める具体的な内容の生の声を継続的に頂

いている。 

 

 

Q28 企業と連携した取組を行っている場合は、その取組内容を記載してください。 

 

番号 Q28 自由記述 

1 

企業法務担当者との交流会を，毎年実施しています。 本企画は，企業の法務部門で

はどのような業務をしているのか、大学や法科大学院での学びが企業でどう活かせる

かのかなどについて、企業の法務担当者と直接お話していただくことで、学生に企業

法務で働くイメージを持ってもらい、将来の選択肢の一つとして認識していただくこ

とを目的としています。 

4 
地元企業などからの法科大学院生のインターシップの受入れの要請などがあり、今後

の課題として検討している。 

7 企業が単位付与のないインターンシップを受けれている。 

12 地元経済同友会と連携して法務担当者養成基礎研修を実施している。 

13 

これまで、企業法務セミナーを開催していただいたり、インターンシップ受入れをし

ていただいたりしてきた。 

授業科目「臨床法務」においては、県内の企業担当者に客員教員として参加していた

だき、企業で遭遇する法律問題について当該客員教員から問題提起を受けた上で，教

員を交えて学生間において討議を行うことを通じて、複眼的な思考を要請するととも

に、広く社会への関心と興味を引き起こし，ひいては就業意欲を増進することを目標

としている。 

教育課程連携協議会の委員として企業からも加わっていただいている。 

14 企業法務関係者等に対する継続教育（リカレント教育）を提供している。 

15 

教育課程連携協議会の定期的開催、講義へのゲストスピーカーの派遣と派遣先企業に

よるエクスターンシップの受入れ、修了生への経済的支援（出勤を要しない形での嘱

託社員としての採用） 

19 就職説明会への企業の参加を要請している。 

20 

日本経済団体連合会等、複数の企業にエクスターンシップの受入をして頂き、授業科

目として単位化している。 ・毎年、経営法友会および国際企業法務協会との共催

で、企業法務担当者と法科大学院生（他大学生も参加可）との交流イベントを開催し

ている。 

21 特になし。 
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24 企業と連携した取組はありません。 

25 特に実施していない。  

26 企業との連携は行っていない。 

27 
エクスターンシップ、企業・法律事務所合同就職説明会(本研究科主催)、HP での企

業求人の紹介等 

28 
上場会社の従業員教育として、法科大学院教員が年４回程度海外駐在員に必要な外国

法知識を教授する目的で出前講義を行っている。 

29 特になし。 

30 特になし。 

32 
アドバイザリーボード委員を委嘱し、大所高所から教育課程に係る意見を頂戴してい

る。 

33 
企業の法務部門や採用担当者を招いて、在学生対象の企業交流会を毎年実施し、企業

法務で働く魅力や求める人材像について情報を共有する機会を設けている。 

34 

本法科大学院修了者向けに地元の企業の説明会実施に取り組んでいるほか、本法科大

学院修了生に対し採用ニーズを有する企業の情報を積極的に収集し、当該情報を掲示

板に掲出するなど広範な発信を行い進路指導担当教員による個別相談が受けられる体

制を整えている。 
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■ 法科大学院修了生対象アンケート 

  

属性等 

 

性別 

 
 単一回答 n ％ 

  全体 (748)   

1 男性 517 69.1 

2 女性 184 24.6 

3 その他・答えたくない 40 5.3 

  無回答 7 0.9 

 

 

年代 

 
 単一回答 n ％ 

  全体 (748)   

1 20 代 171 22.9 

2 30 代 320 42.8 

3 40 代 195 26.1 

4 50 代 39 5.2 

5 60 代以上 12 1.6 

  無回答 11 1.5 

 

 

未修・既修 

 
 単一回答 n ％ 

  全体 (748)   

1 未修 332 44.4 

2 既修 408 54.5 

  無回答 8 1.1 
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法科大学院入学前の社会人経験の有無 

 

 単一回答 n ％ 

  全体 (748)   

1 有 227 30.3 

2 無 513 68.6 

  無回答 8 1.1 

 

在学時の職務 

 
 単一回答 n ％ 

  全体 (227)   

1 
働きながら法科大学院に在籍（法科大学院入学から修了まで勤務継

続） 
36 15.9 

2 
退職・休職等学業に専念する形で在籍（在学中の退職・休職を含

む） 
186 81.9 

3 その他 4 1.8 

  無回答 1 0.4 

 

法曹資格 

 
 単一回答 n ％ 

  全体 (748)   

1 有 439 58.7 

2 無 302 40.4 

  無回答 7 0.9 

  

司法試験の受験回数 

 
 単一回答 n ％ 

  全体 (748)   

1 1 回 368 49.2 

2 2 回 176 23.5 

3 3 回 97 13.0 

4 4 回 36 4.8 

5 5 回 48 6.4 

  無回答 23 3.1 
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現在の勤務地 

 

 単一回答 n ％ 

  全体 (748)   

1 国内 697 93.2 

2 海外 12 1.6 

  無回答 39 5.2 

 

現在の勤務先 

 

 単一回答 n ％ 

  全体 (748)   

1 法律事務所 321 42.9 

2 裁判所 20 2.7 

3 検察庁 17 2.3 

4 中央省庁 23 3.1 

5 地方公共団体 23 3.1 

6 民間企業（法務部門） 72 9.6 

7 民間企業（法務部門以外） 49 6.6 

8 非営利機関 11 1.5 

9 司法修習中 67 9.0 

10 未就業 70 9.4 

11 その他 52 7.0 

  無回答 23 3.1 

 

奨学金や入学金・学費免除等の経済的負担軽減のための制度利用 

 

 単一回答 n ％ 

  全体 (748)   

1 利用した 492 65.8 

2 利用していない 245 32.8 

  無回答 11 1.5 
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法科大学院を目指した時期 
 
 単一回答 n ％ 

  全体 (748)   

1 高校時代 89 11.9 

2 大学 1 年次 67 9.0 

3 大学 2 年次 51 6.8 

4 大学 3 年次 144 19.3 

5 大学 4 年次 142 19.0 

6 その他 246 32.9 

  無回答 9 1.2 

 

修了した法科大学院を知ったきっかけ 

 

 単一回答 n ％ 

  全体 (748)   

1 学部教員 107 14.3 

2 パンフレット 87 11.6 

3 HP 262 35.0 

4 親、友達、知り合い 140 18.7 

5 本・雑誌 24 3.2 

6 その他 116 15.5 

  無回答 12 1.6 
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法科大学院の修了年（年度） 

 

 記述 ｎ ％ 

  全体 (748)   

1 2005 年度修了 0 0% 

2 2006 年度修了 26 3.5% 

3 2007 年度修了 41 5.5% 

4 2008 年度修了 24 3.2% 

5 2009 年度修了 38 5.1% 

6 2010 年度修了 40 5.3% 

7 2011 年度修了 28 3.7% 

8 2012 年度修了 34 4.5% 

9 2013 年度修了 38 5.1% 

10 2014 年度修了 24 3.2% 

11 2015 年度修了 20 2.7% 

12 2016 年度修了 35 4.7% 

13 2017 年度修了 38 5.1% 

14 2018 年度修了 31 4.1% 

15 2019 年度修了 26 3.5% 

16 2020 年度修了 61 8.2% 

17 2021 年度修了 99 13.2% 

 不明・無効回答 145 19.4% 

※不明・無効回答：2005 年度～2021 年度以外の年度の回答等 
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集計結果 

（１）法科大学院教育の満足度・魅力 

 
Q1 修了した法科大学院の満足度について、当てはまるもの選択してください。 

 
 単一回答 n ％ 

  全体 (748)   

1 非常に満足 235 31.4 

2 満足 320 42.8 

3 どちらとも言えない 99 13.2 

4 不満 39 5.2 

5 非常に不満 51 6.8 

  無回答 4 0.5 

 

Q2 満足度について、その理由を記載してください。 

 

＜「非常に満足」、「満足」回答者の自由記述＞（抜粋） 

 

 教員(教授)から、法律の基礎的な考えを習うことは、実際に訴状等を書くとき等に非常に

参考となる。 実務家の先生から習ったことも、非常に大掴みであるが、大まかな流れ等や

やり方を覚えるという意味で非常に参考になった(司法修習では実務家の先生から習った

ことが非常に役に立った。) 

 基礎知識が不十分な自分でも多角的な面で実力を底上げしてもらえたこと。 また授業外の

運営面(自習室の管理やオフィスアワー、学生からの要望)を細やかにケアしてくれたこと。 

 学業と仕事との両立について可能な限りの配慮をしてくださったため。 司法試験突破に向

けて有用な指導をいただけたため。 司法試験とは直接関係ないものの、興味深い科目が多

かったため。 

 講義は、事前に学生が入念に予習をしていることを前提に、問答式で学生の理解度を測り

ながら行われており、高い学習効果を実感した。 また、学習環境も、極めて蔵書が充実し

た図書館や、静謐で集中して学習できる自習室、そして、何よりも、授業に熱心に取り組

み、濃密に議論をすることができる優秀な学友と、申し分なかった。 

 法科大学院では、十分なクオリティの教育が受けられたし、大学からの費用補助付きで海

外経験も積ませてもらったし、授業外でも先生方は大変良く面倒を見てくださったし、良

い雰囲気で勉強できる仲間にも恵まれたので、特に不満はない。大変充実して過ごせた。 

 学習面では、少人数の学生に対して、教員一人ひとりが丁寧に教えてくださり、分からない

ところは個人の努力に委ねるところもある一方で、最終的には理解できるようサポートし

てくださった。また、地元を離れ生活している学生だけでなく、自宅から通う学生に対して

も、教員及び支援室の方々が生活の上で困ったことはないか等気にかけてくださっていた。

勉強の不安以外は特になく過ごせたと思う。 

 学部の際には表面上しか理解できていなかった箇所を深く学ぶことができたり、授業中に

指名され発言を求められることによって、自分が正確に知識を習得しているか確認するこ

ともできたため。 

 授業やゼミのカリキュラムが司法試験に対応したものとなっており、ロースクールでの勉

強に真剣に取り組むことで司法試験に合格できたと感じる。 また、仲間に恵まれ、日々刺

激を受けたり情報交換を行ったりしながら勉強できた点も良かった。 
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 個別具体的な事案に係る法解釈・当てはめを理解できた。専門書は抽象的な解説に終始す

るものが多く、現実の複雑な事案への法的対応能力が培われにくいので、個別具体的な事

案をソクラテスメソッド形式で法的に考察する法科大学院の講義はとても役に立った。 但

し、学費が高い上、ストレートで卒業できない場合も多く、さらに、卒業＝実務家資格取得

というわけでもないので、リスクが相当に大きく、経済的にゆとりのある人間しか就学で

きないと感じた。 

 先生方がいかなる質問にも丁寧に答えてくださった。 レジュメが司法試験対策としてその

まま使えるものばかりだった。 法科大学院の講義や指導のみで司法試験に合格することが

できた。 

 

＜「どちらとも言えない」回答者の自由記述＞（抜粋） 

 

 学問的に興味のある授業が多かったものの、司法試験に直結する授業とは感じなかったた

め。 

 教員間で学生に対する教えるレベルが、相当な違いがあり科目によっては、講義内容を理

解することが困難な場合がある。 

 課題が多すぎる また、合格者へのサポートは手厚いが、不合格者で受験を一切しないと選

択した者への就職支援等が全くない。 

 授業料などが免除となったり、奨学金免除などを受けることができたりなど、結果論とし

て利点はあったが、講義がそこまで司法試験合格に役には立たなかった。 

 学習環境としてはとても素晴らしかったと思いますが、カリキュラム全体が未修者を意識

したものとはとてもいえなかったと思うため。 

 

＜「不満」、「非常に不満」回答者の自由記述＞（抜粋） 

 

 未習者用授業が全く初学者を対象としていない。 

 在学時、卒業後のサポート不足。 

 受験に直結しない。無駄に単位取得が厳しかったり、締め付けがあって、有効性の低いカリ

キュラムに付き合わされたりした。 

 ロースクールの教育内容と司法試験で求められる力とが対応していない。 ただでさえ高い

学費を払いながら、別途司法試験対策にもお金をかけないといけなくなっている現状が、

「金持ちしか法曹になれない」状況を生み出していると思う。卒業して司法試験に受かっ

たときには身の回りにはお金持ちしかいなくなっていて、多様性なんてあったものじゃな

いと強く思った。 

 レポート等の作成の機会が多すぎるため、起案時間の確保やその回数が少なく、司法試験

に向けた日々を送れない。 
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Q3 修了した法科大学院の魅力として当てはまるものを選択してください。（複数回答） 
 複数回答 n ％ 

  全体 (748)   

1 教育内容・カリキュラム 378 50.5 

2 教授等の教員体制 468 62.6 

3 施設・設備 435 58.2 

4 教育支援 185 24.7 

5 奨学金等の経済的支援 225 30.1 

6 キャリアサポート 33 4.4 

7 卒業後の就職支援 34 4.5 

8 人的ネットワークの構築 279 37.3 

9 その他 25 3.3 

10 特にない 47 6.3 

  無回答 5 0.7 

 

Q4 上記質問で選択した法科大学院の魅力について、具体的にどういった点を魅力に感じたか記

載してください。 

 

＜教育内容・カリキュラムに関する自由記述＞（抜粋） 

 

 学習進度に応じた丁寧な指導があり、知識の定着から応用まで幅広い学習カリキュラムが

組まれていた。 

 少人数制を敷いているおかげで、分からないことがあれば、とことん教授に質問できると

ころ。 

 基幹科目についてはレベルが高く、しんどいながらも実力が付いたと思う。また、実務家教

員の先生方から様々な話を聞くことができ、将来やりたいことについて考えることができ

た。 

 討論を中心とした考えさせる教育が行われており、法曹としての大切な資質を涵養するこ

とができる。 

 エクスターンや実務系科目が充実しており、学生の段階から実務の一端に触れることがで

きた。 

 初期の年度は基礎固めの科目、後期の年度は実務家教員によるより実践的、実務的な内容

へと自然と必修科目の重点がシフトしていくようにカリキュラムが組まれていて、勉強に

役立った。  

 法律相談のカリキュラムがあり、そこで弁護士の方と相談者とのやり取りを直接見ること

ができたのは、参考になった。 

 司法試験の科目を基礎から体系的に学修できるカリキュラムが組まれており、学年に応じ

て達成すべき到達点を示してもらえたので自己学習もやりやすかった。 

 司法試験に必須の分野だけではなく、学生の興味関心に応じてある程度自由にカリキュラ

ムを組み勉強することができた。 

 授業の幅が広く、基本的な法律科目だけでなく外国法や法整備支援といった授業を受ける

こともできた。 海外エクスターンシップが充実しており、他の国の生徒と交流しながら各

国の法について議論する機会があった点も後の人生構築に多大な影響を及ぼしたと感じる。 
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＜その他の内容（教育内容・カリキュラム以外）に関する自由記述＞（抜粋） 

 

 科目の内容や勉強の仕方について、研究者、実務家問わず多くの先生方が質疑応答や相談

に時間を割いてくださり、大変ありがたかった。 

 質問やオフィスアワーの利用がし易かった。また、修了後の支援も非常に手厚く司法試験

合格までの期間も大学院からのサポートを受けることができ心強かった。 

 自習室や教員への連絡手段等学生が自発的に取り組む限り、勉強がしやすいように積極的

に支援してくれる体制があった。 

 特に、在籍していた法科大学院の所在地の弁護士会が、就職については特に面倒を見てく

れる印象を持っている。 

 研究室があり、そこにクラスの友達と集まって色んな話をしたりできました。 研究室があ

るおかげでクラスの友達との仲を深めることができたと思っています。  

 学業と仕事との両立について可能な限りの配慮をしてくださった。 生徒間の友好関係を深

めるためのイベントの企画等も多かった。 

 奨学金制度が非常に充実しており、成績によって支給の許否が決定されるため、成績を上

げるモチベーションになっていた。 

 24 時間体制で使える自習室の存在はとても嬉しいといった点。また大学から修了生向けの

支援や様々なことに関するメールがあったりと手厚い点。奨学金が無ければ卒業まで出来

なかったこともあり奨学金がある点はとても魅力的だと思います。 

 24 時間使用可能な自習室と資料室があり、自分のペースで学習することが可能な環境が整

っていた。 また、OB との交流の機会が度々設けられており、卒業年度にかかわらず人的ネ

ットワークを構築しやすい環境になっていたと思う。 

 図書館や読書室など文献を多く参照できる点がとても良かった。 

 

 

（２）法科大学院を選ぶ際に重視した点 

 
Q5 法科大学院を検討する際に重視した点として、当てはまるものを選択してください。 
 
 複数回答 n ％ 

  全体 (748)   

1 教育内容・カリキュラム 301 40.2 

2 教授等の教員体制 309 41.3 

3 施設・設備 274 36.6 

4 教育支援 107 14.3 

5 奨学金等の経済的支援 188 25.1 

6 キャリアサポート 22 2.9 

7 卒業後の就職支援 26 3.5 

8 人的ネットワークの構築 97 13.0 

9 司法試験合格率 353 47.2 

10 出身大学の大学院 202 27.0 

11 その他 126 16.8 

12 特にない 25 3.3 

  無回答 7 0.9 
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Q6 上記質問で選択した法科大学院を検討する上で重視した点について、具体的にどういった点

を重視したか記載してください。 

 

＜自由記述＞（抜粋） 

 実務に触れるカリキュラムの有無及びその種類（触れられる法分野やカリキュラム提供時

期等）。 

 実務家となるために専門的なことを学ぶ場であるので、どういった内容をどのように教え

ていただけるのかという観点から教育内容・カリキュラム及び教員体制については重視し

ました。また、経済的に裕福とはいえなかったので、奨学金制度等が充実しているか、学習

設備等が充実しているかについても重視しました。 

 司法試験科目以外に自分の興味のある科目を選択できるか、未修者のサポート体制が整っ

ているかを重視しました。 

 教育カリキュラムが司法試験の合格に繋がるものなのか、を重視していました。 

 司法試験合格に向けてどのようなサポートがあるかという点 司法試験合格後に繋がるス

キルを身に付けられるかという点 

 法曹資格取得後に仕事をする地域の特色を、カリキュラムに取り入れているどうかという

点。 

 教員体制については、司法試験の問題作成に携わっている教授が多かったこともあり、司

法試験に直結した知識を習得できると考えた。 施設については、広々とした自習室や、昼

食，談話が可能なラウンジがあったことに魅力を感じた。 

 授業内容や学生同士のゼミ活動の活発さを重視しました。 

 自習室や資料室といった設備面が充実していたことや、未修者コースの合格率が高かった

ことを重視した。 

 自習室の使いやすさ。 学生一人ひとり専用の机が自習室に用意されていること。 

 奨学金がとりやすく且つ合格率の高さを重視した。 

 一番重視したのは、経済的なことです。何より司法試験に合格するまでの生活費等の出費

を抑える必要がありました。次に、司法試験の合格者が多いということは、大学院での講義

内容や学生間での学習環境が良いのではないかと考えたので、その点も重視しました。 

 学費をカバーできる奨学金があること。終了後の就職に不安がないこと。 

 同じようなレベルの学生達と切磋琢磨しながら司法試験の合格を目指すには、もっとも合

格率を重視しました。 

 所属していた法科大学院が自分にとっては地元であったため、そこの弁護士会が就職活動

をフォローしてくれることを期待していた。 合格率については、自分がいける範囲でなる

べく高いところを、と考えていた。 
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（３）教育内容・方法 
 
Q7 法科大学院の授業の方法として、自身にとって有効であったと考えることを選択してくださ

い。 

 
 複数回答 n ％ 

  全体 (748)   

1 少人数制の授業 404 54.0 

2 教員や他の学生との双方向授業 409 54.7 

3 ケーススタディ 336 44.9 

4 エクスターンシップ等実務が体験できるような授業 277 37.0 

5 研究者教員と実務家教員が共同で行う授業 211 28.2 

6 上記 5．は除いた実務家教員による授業・指導 253 33.8 

7 その他 44 5.9 

  無回答 11 1.5 

 

Q8 法科大学院を修了して、身に付いたと思う能力・資質を選択してください。 

 
 複数回答 n ％ 

  全体 (748)   

1 判例分析の能力 474 63.4 

2 判例・法令調査の能力 439 58.7 

3 具体的な事案に法律を適用する能力 455 60.8 

4 プレゼン・発表等のスキル 113 15.1 

5 説得・交渉の能力 94 12.6 

6 幅広い教養 207 27.7 

7 柔軟な思考力 268 35.8 

8 人権感覚、倫理感覚 225 30.1 

9 社会や人間関係に対する洞察力 195 26.1 

10 その他 62 8.3 

  無回答 13 1.7 
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（４）学修サポート 

 
Q9 学修の支援として、自身が実際に利用したことのある制度・取組を選択してください。 

 
 複数回答 n ％ 

  全体 (748)   

1 補助教員（チューター、アカデミック・アドバイザー等） 388 51.9 

2 クラス担任制 110 14.7 

3 オフィスアワー 317 42.4 

4 補講クラス 142 19.0 

5 集中講義 185 24.7 

6 オンデマンド教材 85 11.4 

7 復習用教材 110 14.7 

8 反転授業 11 1.5 

9 学修状況に応じた個別指導 102 13.6 

10 その他制度・取組 26 3.5 

11 いずれも利用していない 119 15.9 

  無回答 16 2.1 

 

Q10 また、学修の支援として利用した制度・取組のうち、役に立ったと思う制度・取組を選択し

てください。 

 
 複数回答 n ％ 

  全体 (613)   

1 補助教員（チューター、アカデミック・アドバイザー等） 323 52.7 

2 クラス担任制 62 10.1 

3 オフィスアワー 245 40.0 

4 補講クラス 94 15.3 

5 集中講義 103 16.8 

6 オンデマンド教材 47 7.7 

7 復習用教材 65 10.6 

8 反転授業 5 0.8 

9 学修状況に応じた個別指導 86 14.0 

10 その他制度・取組 27 4.4 

11 役に立ったものはない 51 8.3 

  無回答 7 1.1 
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Q11 上記質問で選択した制度・取組について、なぜ役に立ったと思うのか記載してください。（複

数選択した方は、選択したすべての制度・取組または最も役に立ったと思う制度・取組について

記載してください） 

 

＜「補助教員（チューター、アカデミック・アドバイザー等）」に関する自由記述＞（抜粋） 

 

 チューターは、生活面学習面の両方をサポートしてくださり、生活面での不安も相談し解

消しつつ、勉強していくうえでの不安も相談できる身近な存在だったので、とても役に立

った。 

 自らが作成した答案について、具体的な添削をしていただけたため、司法試験への対応力

に直接寄与したと思えるから。 

 授業時間外の「学習支援ゼミ」にて、卒業生の実務家から、司法試験や予備試験の過去問を

扱いながら採点・講評していただける機会があり、大変勉強になった。 

 未修コースの場合、法律科目の答案作成経験がなく、定期試験を含め、まずは論文試験の回

答形式に慣れなければならなかった。このような授業では暗黙の了解とされている事項を

補足して教えてもらうことにチューターゼミは有用であった。 

 

＜「クラス担任制」に関する自由記述＞（抜粋） 

 

 クラス担任制については、学修進度を報告した上で面談してもらうことで、具体的な指導

がもらえ、効率的な学修ができた。 

 担任の教員に悩みを率直にぶつけることができる。 

 相談相手が定まっているのは、分かりやすい。 

 

＜「オフィスアワー」に関する自由記述＞（抜粋） 

 

 わからない点を質問できるのは非常に役に立つ。実務家になると、大学の教授などに気軽

に質問できない。 

 一対一で質問できるのが気楽で、理解できない部分を細かく質問することができた。 

 オフィスアワーが設定されていることにより、教員の時間をもらって質問をする、という

心理的なハードルが下がった。 気軽に学習面の相談が出来たことによって、学習効果が高

まったと思う。 

 個人個人の悩みに応じた指導を受けることができ、自分の誤解していた点や学習不足な点

を発見することができました。 

 

 

＜「補講クラス」に関する自由記述＞（抜粋） 

 

 補講クラスについては、授業で扱った事例についての理解を深めることができたため役に

立ちました。  

 補助教員によるゼミや補講クラスなどでは、極めて少人数であったので、自分を含めた学

生側の理解度に応じて柔軟なカリキュラムを組むことが出来、それが通常の授業や自習の

補強になった。また、答案の添削等もしてもらえた。 

 

 

＜「集中講義」に関する自由記述＞（抜粋） 

 

 授業の中では話しきれない判例や知識について学ぶことができたから。 

 一気に進められるため、間延びしない。法律の全体像を掴むのに役立った。 

 集中講義は夏休み等を利用して、集中的に勉強することで勉強内容が身についたから。 
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＜「オンデマンド教材」に関する自由記述＞（抜粋） 

 

 コロナ禍でオンライン講義であったので、授業が録画されたものであったことは、後で繰

り返し聞くことができるという点で復習に役立った。それに関するレジュメもデータでい

ただけるのもありがたかった。 

 社会人受験生にとってオンデマンドやリモート授業は受講機会の確保という意味では必要

不可欠なものであったから。 

 

 

＜「復習用教材」に関する自由記述＞（抜粋） 

 

 自分の理解度を確認できるため。 

 復習用教材は、授業内容を深化させるのに役立った。 

 授業とリンクしているため、教材と授業のメモを合わせてみることで理解が深まった。 

 

＜「反転授業」に関する自由記述＞（抜粋） 

 

 授業中にわからず思考が停止することがなくなり、ストレスなく受講できたため  

 自分でひと通りの範囲をある程度のレベルまで勉強することは、実務に出ると絶対に避け

て通ることができないから 

 

＜「学修状況に応じた個別指導」に関する自由記述＞（抜粋） 

 

 疑問点やスケジュール管理において自分では解決し難い部分をケアできたから。 

 定期的にコメントをもらうことで、自分の学修の方向性を修正できた。 

 自分の勉強到達度に応じたきめ細かな指導をしていただいたから。 

 

 

 

（５）キャリア支援 

 
Q12 修了した大学院のキャリア支援に対する満足度として当てはまるものを選択してください。 
 単一回答 n ％ 

  全体 (748)   

1 非常に満足 69 9.2 

2 満足 127 17.0 

3 どちらとも言えない 396 52.9 

4 不満 80 10.7 

5 非常に不満 70 9.4 

  無回答 6 0.8 
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Q13 修了した法科大学院のキャリア支援の取組のうち、参加・活用したことがあるものを選択し

てください。 

 
 複数回答 n ％ 

  全体 (748)   

1 インターンや採用等に関する情報提供 192 25.7 

2 就職ガイダンス（就職活動全般に関する内容） 171 22.9 

3 法律事務所や企業等の就職説明会 133 17.8 

4 修了生・実務家等との座談会・就職相談会 170 22.7 

5 職員・教員による就職相談 54 7.2 

6 OB・OG 訪問のサポート 35 4.7 

7 その他取組 17 2.3 

8 いずれも参加・活用していない 322 43.0 

  無回答 24 3.2 

 

Q14 参加・活用したキャリア支援の取組のうち、役に立ったと思うものを選択してください。 

 
 複数回答 n ％ 

  全体 (402)   

1 インターンや採用等に関する情報提供 112 27.9 

2 就職ガイダンスの実施（就職活動全般に関する内容） 97 24.1 

3 法律事務所や企業等の就職説明会の開催 88 21.9 

4 修了生・実務家等との座談会・就職相談会の実施 110 27.4 

5 職員・教員による就職相談 41 10.2 

6 OB・OG 訪問のサポート 22 5.5 

7 その他取組 10 2.5 

8 役に立ったものはない 95 23.6 

  無回答 9 2.2 

 

Q15 上記質問で選択した取組について、なぜ役に立ったと思うのか記載してください。 

（複数選択した方は、選択したすべての取組または最も役に立ったと思う取組について記載し

てください） 

 

＜「インターンや採用等に関する情報提供」に関する自由記述＞（抜粋） 

 

 情報入手の手段が限られている中、積極的に情報提供を行なっていただけたため。 

 サマースクールの情報提供をしていただき、実際にサマースクールに行った事務所に就職

活動をすることになったため。 

 インターンを利用することで、普段の勉強が生きるところや、逆に実務に入ってから出な

いと分かりづらいことなど判明したため、よりメリハリをつけたり、視野を広げた学修が

できた。 
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＜「就職ガイダンスの実施（就職活動全般に関する内容）」に関する自由記述＞（抜粋） 

 

 どのくらいの時期にどのようなことをしていれば良いのかなどを分かりやすく解説してい

ただいたため。 

 大学生の時点で就活をしたことがなく、就活をどのように進めたらよいかわからなかった

が、具体的な就活についての情報を得ることができたため。 

 最低限、法科大学院生で法曹にならなかった人の進路の進め方がわかったから。 

 

＜「法律事務所や企業等の就職説明会の開催」に関する自由記述＞（抜粋） 

 

 大学のネットワークを活かして、幅広い企業や事務所に、説明会に登壇していただいてい

たため、非常に参考になった。 

 自分一人では集められないような情報を集約して説明会等への案内があったため。 普段は

直接お会いできないような検察官、裁判官の方のお話を聞く機会や、疑問を直接聞く機会

を得られたため。 

 今まで知らなかった法律事務所を知るきっかけとなったため。 

 

＜「修了生・実務家等との座談会・就職相談会の実施」に関する自由記述＞（抜粋） 

 

 OB・OG の方々と直接話ができる機会が多く、修習や就職に向けた準備において具体的なイ

メージをもって 望むことができ、感謝しています。  

 修了生との座談会では、裁判官・検察官・弁護士の 3 者の話が聞けて、進路選択の役に立

ちました。 

 座談会は、それまで考えていなかった弁護士以外の実務家の仕事の内容について知る機会

になりました。 

 

＜「職員・教員による就職相談」に関する自由記述＞（抜粋） 

 

 地方では、インターン等がなく、また情報もないため、実務家の先生方から法曹業界の現状

や、教授から大学院の卒業生の就業の現状等の話を聞くことが役に立ちました。 

 検事出身教員が、自身の経験を話してくださったり、現職の検事と接触する機会を設けて

くださったりして、どうやって検事になるのか、実際に働いてみてどうかといった、こちら

が気になっている点を知る機会を設けてくださったのがありがたかった。 

 司法試験受験が上手く行かなかった時に役に立てることが出来た。 

 

＜「OB・OG 訪問のサポート」に関する自由記述＞（抜粋） 

 

 OB/OG 訪問をすることで実務を身近に感じられるところ。 

 法曹のみならず、国家公務員試験及び官庁訪問へのルートについて詳細な記録をとってお

り、政策討議試験等の試験対策を行ってもらったから。 
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（６）人的ネットワーク 

 
Q16 在学時にできた人的ネットワークはその後の仕事に役に立っていますか。 

 
 単一回答 n ％ 

  全体 (748)   

1 仕事でとても役立っている 147 19.7 

2 仕事で役立っている 189 25.3 

3 仕事にはそれほど役立っていない 393 52.5 

  無回答 19 2.5 

 

Q17 上記質問の選択肢を回答した理由および役に立っている場合は具体例を記載してください。 

 

＜「仕事でとても役立っている」回答者の自由記述＞（抜粋） 

 

 幅広い分野に友人・先輩らが進出したため、初めての分野やよく分からない分野について

も気軽に相談ができる関係を築くことができた。 

 現在でも個別に仕事上の悩みを相談したり、不定期ではあるが勉強会をしたりする関係を

築けている。 

 多方面で活躍している人が多いので、相談などがしやすい。仕事の紹介を受けることもあ

る。 

 今でも同窓会があり、縦の繋がりも強い。 横の繋がりは言わずもがなであり、仲間意識が

ある。 仕事の依頼や相談もできる。 

 自分とは違う地域、専門性を持っている友人がたくさんいることで、実務で困ったことを

相談したり事件を紹介しあうなどすることができている。 

 共同受任をしたり、案件を紹介しあったり、知識を尋ねるなどの形で、大変役に立ってい

る。 

 法曹になった人については、弁護士登録した人が多く、仕事の相談等をお互いに日常的に

している。独善的な考え方に陥らないよう、互いの関係性を生かしている。裁判所職員にな

った人も多く、同様に情報交換等をすることができている。それら以外の道に進んだ人に

ついても、お互いに交流が盛んである。  

 法科大学院の所在地で弁護士登録したため、弁護士についての情報を比較的容易に得るこ

とが出来た。 

 今でも、出身大学院の教授が主催する勉強会に参加し、また、教授からは判例評釈などの原

稿執筆の依頼を受けております。 

 ご指導いただいた実務家教員とは弁護士になってからもご指導を頂け、仕事でもお力添え

を頂けている。 同期・後輩とは、実務家になってからも非常に仲良くさせて頂き、仕事だ

けでなく心の支えになっている。 

 就職活動中も就職後も、ネットワークを通じて情報を得られている。 

 弁護士登録をして最初に入所した事務所も、その後に移籍した事務所も、いずれも OB が所

属する法律事務所であり、就職活動が円滑になったと思う。 

 

＜「仕事で役立っている」回答者の自由記述＞（抜粋） 

 

 同級生という繋がりを生かして、いろんな分野の弁護士に意見を聞くことができ、現在の

職務に役立っている。 
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 他の事務所や企業に就職した同期の友人達と定期的に連絡を取り、情報交換をしているた

め。 

 法科大学院の同級生と事務所を共同で運営している。 

 在学時の人材ネットワークにより、新たな仕事のチャンスが得られているため。 

 元裁判官の教員の紹介を受けて知り合った現役裁判官とのつながりができた。ただし、裁

判官に任官した先輩がいないのが残念。 

 

＜「仕事にはそれほど役立っていない」回答者の自由記述＞（抜粋） 

 

 基礎法学分野の研究者としての活動に従事しているため、実務家を中心とする人的ネット

ワークが直接に仕事で役立つということはない。間接的には現場の状況を知る貴重な機会

となっていることに加え、仕事とは関連のないところで大いに刺激を受けている。 

 裁判官になったので、さほど仕事で活用される場面はあまりない（裁判官の場合、出身学歴

に関係なく、裁判官同士の個人的なツテを構築していく必要があるため）。 

 司法試験に落ちたこともあり、現在は法律に限らず、バックオフィス全般の仕事をしてお

り、特に在学時の人脈等を使う必要がないため。 

 仕事におけるネットワークは、仕事に就いてからの方が充実している。 

 修習中のつながりの方がよほど仕事につながっている。在学時の友人で連絡を取っている

人はほぼいない。 

 今のところ直接的な利点は無いが、様々な分野に仲間がいることは心強い。 

 地方の事務所勤務のため、仕事上の直接のつながりはない（仕事以外では連絡を取り合っ

ている）。 

 仕事以外のつながりには意義あるが、修習同期ほどの仕事面でのつながりはない。 

 横のつながりを形成する機会があまりなかった。むしろ修習時代の方が、非常に有意義な

人的関係が築けた。 

 もともと、社会人として仕事をもったまま卒業し試験に合格したため、卒業後に新規の仕

事についておらず、大きなキャリアチェンジもする計画がないため、学内の人的ネットワ

ークが仕事に大きく影響することをあまり想定していない。 
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（７）法科大学院に求められること 

 
Q18 今後法科大学院に必要と考えられることについて記載してください。 

 
 複数回答 n ％ 

  全体 (748)   

1 特定の科目の充実、単位増加 139 18.6 

2 グローバルに活躍できる法曹の養成のための科目の充実 165 22.1 

3 企業法務に強い法曹の養成のための科目の充実 160 21.4 

4 修了生や現役法曹を対象とした継続学習プログラムの充実 286 38.2 

5 一般の社会人を対象としたリカレント教育の実施 133 17.8 

6 
自宅等の遠方や授業時間外でも受講可能な授業の実施（ICT を活用し

た授業など） 
239 32.0 

7 法学未修者教育の充実 232 31.0 

8 他の法科大学院との連携 83 11.1 

9 飛び入学・早期卒業制度の充実 131 17.5 

10 奨学金の充実・授業料減免 381 50.9 

11 その他 134 17.9 

  無回答 21 2.8 

 

＜「その他」記載内容＞抜粋 

 

 司法試験合格に直結する学習プログラム 

 少人数のリサーチ・ライティング授業 

 相談窓口の充実、少人数制の講義 

 裁判官や検察官の講義 

 試験対策講座、実務家教員の充実 

 社会人のための夜間法科大学院の拡充 

 司法修習制度との連携・統合 

 キャリア教育、キャリアの多様化についての教育 

 民間企業就職等、法曹以外の選択肢の支援 

 司法試験不合格者の支援 

 新卒ではなく、社会人経験者の修了生（であって、司法試験に不合格であった者）の就職支

援 

 合格率の向上 

 未修者の合格率向上の施策 

 社会問題、人権課題に取り組める法曹の養成 

 法科大学院の教育の質の高さに関する情報発信 
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 ■ヒアリング調査（法科大学院修了生） 

 

 

ヒアリング対象者３９名の属性 

 

年代（年齢）  
人数 

20 代 14 

30 代 14 

40 代 8 

50 代 2 

50 代 1 

 
在学時の未修・既修区分  

人数 

未修 23 

既修 16 

 

修了した法科大学院の満足度  
人数 

非常に満足 23 

満足 11 

どちらとも言えない 5 

 

 

1  満足度要因（もっとも印象に残っている授業や教員） 

 

・施設の充実度が全国的にも高い。人数が少なくて、奨学金も取りやすかった。授業などが他

と違うとは思わない。個人別の机や複数人で自由に使えるスペースも充実（一人机 4 台分ぐ

らい使えて、勉強用・資料置き用などできた）。文献のネット検索が整っていた、当時は印

刷無制限でできたので片端から印刷して利用していた（今は制限あるらしい）などが良かっ

た。 

 

・法学部出身、法律の考えがないまま入学した。1 年次に、教授の授業が分かりやすかった。

考えさせてくれる授業であったし、モチベーション維持にもつながった。 

 

・良いところは、法科大学院生という身分があったこと、それに伴って授業を受けられ、また

奨学金や教育訓練給付金など経済的支援が受けられたこと。悪いところは、未修者に優しく

なかったところ。学問的にハイレベル過ぎた。大半の未修生の実情やレベルにあっていない。

量が多いというよりレベルが高すぎる。学者として第一人者の教員が多かったからかもし

れないが、試験合格よりも、最先端の学問追及に重きが置かれていた。ロースクールは学者

を育てるためではなく、法曹 3 者を育てるための職業訓練課程で、試験合格させることが目

的だと思うが、それに見合っていない。 
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・設備の充実、24 時間使える自習室、固定席の割り振りで集中して、日常的に勉強できる環

境が整っていた。在学生優先だが、修了生になってからも使えていた。他のロースクールは

24 時間や、固定席がなかなかなかった。 

 

・修習で他大学の話を聞くと、合格率が高いタイプのロースクールだった。 

とはいっても先生からもガツガツとやらされ感はなかった。ロースクール在学中は、合格は

当たり前で、実務に出たあとでのことに意識が置かれていたように思う。結局ロースクール

での勉強やノートが、今も実務で役立っている。 

 

・現役法曹 3者からの授業が良かった。民事の模擬裁判でも、実際の弁護士や裁判官について

もらって受けられた。修習とそん色ない高度な技術が身に付いた。 

予備試験組は、そういった実践に関するカリキュラムがないので、モチベーション 

を保つのが難しいのではないか。ロースクールでは、そういった実践に関するカリキュラ 

ムがモチベーション維持になった。修習中にも役立っている。 

 

・自習環境として、A大学は一人一席机が割り当てられて、静寂な環境であった。早朝深夜も

自由に出入りできた。ロースクール専用の図書館があって、必要な資料が充実していた。自

習室の隣にゼミ室も複数あり、自主ゼミ等で自由に利用できたのも良かった。ロースクール

専用ではないが、大学院専用の談話室やスペースもあったので活用していた。 

 

・奨学金（2年間全額給付型の奨学金）で通えていたのが良かった。 

 

・試験を意識した授業が印象的だった。但し、先生によって差がある。知識をどう答案に起こ

していくかに意識があって、指導してくれる先生が良かった。小規模な法科大学院であった

ため、オフィスアワー以外にも気軽に質問できる先生も多かった。 

 

・未修は学力等の差が大きかった。法学部出身のやや基礎学力に自身のない学生が未修の大半

だった。純粋未修は今のところ、自分の周りでは誰も司法試験に受かっていない。 

 

・実務家は裁判官、検察官、弁護士の各先生がいて、実務的な話や模擬裁判などで網羅的に教

えてもらい、実務で役立っていると思う。学者も判例を意識した資料で、基礎的だが忘れが

ちな内容を体系に教えていただいた。こちらも実務で役立っていると思う。 

 

・学部と比べて、教員との距離が近い。質問、雑談、勉強の相談、キャリアの相談など、基本

オフィスアワー以外でも対応してもらえた。 

 

・著名な教員が多くいる。自主ゼミ等の課題活動まで熱心に対応してくれる教員が多い。各法

科大学院で特色が異なり、自分自身の学び方や学修レベルにあった法科大学院を選べること

が魅力だと思います。 

 

 

・法科大学院を修了すると「法務博士（専門職）」の学位を得られます。司法試験の合否に関

わらず、法科大学院での学び（学位）によって、多様なキャリア、就職先が開かれている点

が魅力だと思います。 
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2 未修既修の違いで感じること 

 

・既修の方が学部の時から勉強してきた人で、意識が高い。既修の中には他のロースクールを

経て 2 回目の法科大学院入学の人もいた。未修は、最初はモチベーションがあるが、2 年目、

中だるみしそうなときに、優秀な一つ下の既修と一緒になるので、そこでモチベーションを

取り戻すことができるので良いと思う。自身の同期 20 人中、純粋未修が 4名ぐらい、社会

人 2 名程で、ほとんどは法学部出身も既修の入試に落ちたため未修となった学生だった。 

 

・社会人出身や純粋未修を除き、法学部出身で未修の人はのんびりしている印象。貪欲さは既

修の方が大きい。基礎的な考え方から教えてもらえるので、既修未修の最終的な合格には差

はなかった。 

 

・学生の多様さが違う。未修の 1 年次は人数が少なかったので、色んなバックグラウンドの人

の話を聞く等、情報に触れられたことが良かった。 

  

・既修は同じレベルの学部から来た学生がほとんどで、基礎的なことは身についているようだ

った。未修は良い意味でバラバラだが、法律学の知識だけではなく、社会の仕組みや対人ス

キルがあり、色んな分野に詳しい人が法律を扱うことに貢献できる。既修は年齢的に若く、

学部を卒業してすぐに進学した人がほとんどだった。 

 

・未修があることによって、社会人でも入りやすい。 

 

・大学は法学部ではないが、法律系の勉強はしており、純粋未修ではなかった。純粋未修と

半々ぐらいだった。社会人経験や純粋未修の方の答案などを見ると、バラエティに富んでい

て良かった。純粋未修は学修が過酷だと思う。 

 

・既修 1 年と未修 2 年で一緒になるが、未修の人だなとわかる。知識はあっても、試験対策と

して体系的に組み立てられていない。提示された事実を、どうくみ取って論証していくか、

といったアウトプット目線でのインプットができていない。 

 

・未修の方がおおらかな雰囲気はあった。既修の方がピリピリしていた。未修の 2 年と既修の

1 年で合流した時点でも感じた。 

 

・他学部出身だからか社会人経験しているからか要因はわからないが、ストレートの人は法律

ばかりで視野が広くない人もいたかなと思う。話していても法律の話ししかなく、他の分野

での話やコミュニケーションが難しい人もいたように思う。 

 

・不動産鑑定士を持った学生などがいて、違う視点を持っていると思う人もいた。未修既修に

関わらず、学生からそのまま進学する人が増えると、区分は意味ないように思う。法科大学

院設立初期の教員に聞くと、多様な社会人経験のある人がいて、構想の狙いが実現できてい

た時期もあったようだ。 

 

・所属している学生の進度が違う、既修の方が進んでいたように感じる。既修の方が 1 年早く

試験も受けられるのも単純に良かった。 

 

・社会人出身や純粋未修とは違って、法学部出身で未修の人はのんびりしている。貪欲さは既

修の方が大きい。基礎的な考え方からやってもらえるので、最終的な合格には差はなかった。 

 

・多様な人材、1 年次は人数が少なかったので、色んなバックグラウンドの人の話を聞くこと

ができ、情報に触れられたことが良かった。 
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3 社会人と現役学生の違い 

 

・社会人をしていても法的紛争に巻き込まれるわけではないが、法的紛争に巻きまれて困って

いる人の気持ちは社会人学生の方が汲み取りやすいかとは思う。 

 

・司法試験まででの違いは、時間のない中で効率よく勉強するという力が社会人経験者にはあ

ると思う。 

 

・学力が追い付かず、授業を乱してしまうレベルの社会人もいれば、勉強になる人もいた。 

 

・ロースクールでの過ごし方としては、差はないかなと思う。社会人の年齢によると思うが、

30 歳以前後ぐらいの社会人経験者だと、大差ないように思ったが、40、50 代の方は学修が

大変そうだった。 

 

 

4  実務家・研究者教員について 

 

・先生がとにかく熱心で親身に対応してくれた。オフィスアワー等を活用して積極的に答案

（論文）添削や質問を行うことができた。 

 

・実務家教員による実体験を交えた講義や職場体験（エクスターンシップ）の授業が魅力。弁

護士になりたいという気持ちがさらに強くなった。 

 

・教員のバックグラウンドに不満はない、学者の先生の深い専門性、実務家の現場感等、お互

い良いところがロースクールにはある。質問はできるので、どちらが多い方が良いとかはな

い。但し、実務家の先生の授業は少なかったので、対面の機会が少なく、質問しにくい人も

いたようだ。 

 

・教員の割合がどうあるべきか、よりも授業の内容的に、もう少し実務寄りの内容が多い方が

良いのではと思っている。例えば、家族関係の紛争、離婚、親子、遺産相続的なものは、未

修の 1 年での概論的な授業のみで、既修だと触れることなく終わる。実務で使うものをやら

ないのか、疑問。家族法の学者の先生が開講しても良いと思う。 

 

・ロースクールでしか聞けない内容や試験科目に関することは研究者教員、実務に出てから使

う内容は実務家教員。自分のニーズや理解に応じて、教員を活用していた。 

 

・どういう分野を取り扱うかによって違う印象。一般民事は実務家の話がためになると思う

が、企業法務系だと体系的な基礎知識がある研究教員の方が、調べものなどにも役立つとい

うイメージがある。目指す進路によって、どちらが役立つかが異なる。 

 

・学者の先生に聞けて良かったと思うのは、条文の成り立ちや、その条文がどういう場面で使

われることを想定して作られているのか等。 
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5 授業について 

 

・学部時代の授業に比較して少人数な点が魅力。ソクラテスメソッド形式での授業は思考力が

養われ、自分が理解していない点の把握にも役立ちました。 

 

・カリキュラムでは、司法試験で扱う分野でも、試験を超えるレベルものであったり、選択も、

外国法や昔の中国の法律など、試験にも実務にも関係が薄いものが多かった。 

 

・人数が少ないおかげで、必然的にソクラテスメソッドの授業になる。それが当たり前で、一

回の授業で一回は発言があり、教員側も生徒の得意不得意も把握した上で発言を求めるの

で、授業は緊張感を持って望んでいた。 

 

・ソクラテスメソッドの授業は、知識の定着やアウトプットには役だったと思う。 

実務家の地域の弁護士会の先生が来て、双方向で密に授業をやるので、その時できた関係性

が実務に役立つ。地方は、実務家教員も、排出する学生も地域密着で、実学と実務の架け橋

が重要だと思う。 

 

・実務家の先生の授業は、試験直結ではないことが多いが、今思うと役立たないとは思わない。 

 

・1年ではほぼすべてソクラテスメソッドの授業、年次が上がっていって割合が減っていった。 

 

・学生の時はソクラテスメソッドは準備が大変で、なくていいなと思っていたが、実務での意

見交換などでものおじしなくなり、あってよかったと思う。ソクラテスメソッドの方が司法

試験に直結しているように思う。試験では、学んだことがそのまま出るわけではないので、

自分が準備して来なかったことへの対応が求められるので、役に立ったと思う 

 

・既修でハイレベルな学修をしたい人には対話型授業は良いかもしれないが、試験に合格した

い、というレベルの人や多くの未修者には、まずは司法試験に集中できることが良いのでは。 

 

・試験対策的な授業はあっても良いと思う。それよりも、学生の試験答案の添削について、A

大では一切そういう指導がなかったことが残念。自身は既修者とゼミを組んでお互いにや

っていて、参考にしていたが、それも学生同士だと限界があると思う。予備校を使っている

人もいたようだが、そこでの添削者も修習生のような人がほとんどなので、自主ゼミと変わ

らないレベルと思う。そこの支援をもっと法科大学院がしてくれるのが良いのでは。 

 

・一年目は双方向で、ソクラテスメソッドが意識されていたのかなと思う。学生の知識差をは

かるためもあると思う。 

 

・法医学の授業があって直接試験分野ではないが、法解釈とは別に、周辺的な事実や知識をも

とに刑法の起案をするときにどう構成していくかなど、参考になった。試験直結でないよう

に見える授業も全くムダではなかったと思う。とはいえ、試験直前に外国法の歴史などを学

ぶようなのは、正直大変だった。そういった視野を広げるような教科は、1 年目など早期に

あるなら良いと思う。 

 

・実務で使うものも開講されていて、今も教材を使ったりしている。実務に出てからは勉強す

る時間も取れないので、勉強しておくことに意味はあると思う。 

 

・在学中は試験に向けた答案作成の時間が取れないぐらい、予習が過酷だった。結果、答案を

書く回数が少なかったと思う。試験対策は、とにかく答案を書かないとかけるようにはなら
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ない。答案作成までを授業だけで賄うのは難しい。自主ゼミや先輩のサポートで答案を互い

に見せあったり、添削を受ける文化が根付いていて、それで成り立っていた。 

 

・アウトプットとそのフィードバックが重要。 

 

・ソクラテスメソッドを上手く活用されている先生もいる。 

 

・司法試験に関する委員経験の先生もいるので、その先生方に答案添削のサポートをもう少し

してもらえればありがたい気がする。 

 

・授業で学んだことが司法試験に活きるようになっていた。試験に全く関係ない授業も一部あ

ったが、司法修習中やそれ以後の実務で活用でき、今に生きていると思うので、無駄だと思

う授業は一つもない。 

 

・必修科目は司法試験をもっと意識してほしい。 

 

・選択の時に、司法試験外の分野の科目はあったが、結局試験に直結するものを取っている人

がほとんどだったと思う。 

 

・発問中心の授業だった印象。予習復習をきちんとしなければならなく、緊張感があって良か

ったと思う。 

 

・授業の人数が 40 人で、学部と比較すると距離が近い。教員からだけでなく、学生から質問

をしながら授業が進んだ。 

 

・アカデミックな内容が多い方が面白い。試験対応 7割、アカデミック 3 割ぐらいで、不満は

なかった。これ以上試験対応が多いと不満だったと思う。試験対策は自分一人でもできるの

で授業内容としては、あまり多くならないでほしい。 

 

 

6 キャリア・就職支援について 

 

・エクスターンシップは、今考えると、意味があるのかと思うものもある。司法修習以降でや

るので、実務に対するメリットはないと思う。モチベーションを保つ意味はあるかもしれな

い。 

 

・エクスターンシップは、東京で中央（首都圏での就職）を目指していくのであれば、進路選

択にも役立ったかもしれないが、見学や体験しても、地方だと進路の選択肢がもともと限ら

れているので、地方だとあまり意味がないと思った。 

 

・A 大や B 大だと司法試験の合格率も高いので青田刈りのしがいもあるが、C 大のように合格

率が低いロースクールだと、リクルートしても落ちるかもしれないので、受け入れ先がリク

ルートするメリットがない。エクスターンシップで就職が決まらなかった。 

 

・エクスターンシップで就職が決まるというのもよく聞くが、地方校だと、学生側も受入側も

含めて捉え方が違うのではないか。どちらが良い悪いではなく、地方校には地方校として、

地域に根差した人材を輩出するという役割がある。 

 

・2 年で一般社団法人、3年で法律事務所にエクスターンシップに行った。 
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・エクスターンシップは、就職に役立った。 

 

・就職エージェントの説明や企業説明会は、情報収集に役だった。その他、情報提供以外の、

履歴書の書き方等に関する支援はなかったかなと思う。 

 

・3 年通うとなると学費がかかる。ダブルスクールの必要性はないようにすべき。A大学の試

験対策は、授業ではやらずに、アカデミックアドバイザーや予備校に任せていた。試験対策

は自力で、ということが残念だった。試験に出ないところを厚くしていたが、試験を意識し

たカリキュラムや構成である方が良かった。 

 

・司法試験に受かることが最優先だったので、就職は受かってから考えれば良いと思っていた

が、学校発信で説明会やインターンの情報を流してくれたのは良かった。実際にインターン

に行って、考えも深まった。 

 

・ある程度法律の考えがある方が望ましいので、実務経験や職場見学は 2 年後期から 3 年前

期が望ましいのではと思う。就職に関するイベントの情報自体は、学年関係なく発信されて

いたので、1年次から参加している人もいたようだ。 

 

・企業法務に携わる方を交えた就職座談会では、企業法務等法曹資格がなくても就業できるキ

ャリアを知ることができてよかった。実際には司法試験に受からない人もたくさんいるの

で、重要な情報だと思う。 

 

・大学院の OB で構成されている同窓会を中心に、ロースクールと同窓会が連携していた。 

 

・エクスターンシップは必修だったが、就職に直結したわけではない。 

 

・キャリア支援は弱い。学生支援サークルがあって、OB の繋がりで就職支援してくれるよう

な仕組みがほしかった。 

 

・学校と卒業生のネットワークをもっと活かしてほしい。 

 

・履歴書作成など、就活の基本的なサポートなどもあっても良かった。 

 

・法律事務所の就職情報がよく届いたが、大手ばかりだった。 

 

・カリキュラムの関係で取らなかったが、職場体験的なプログラムはあった。経験はしておく

のは良いかと思う。 

 

・キャリア支援のサポートは利用していなかったが、メーリングリストなどで情報は提供され

ていた。普通の就活とは違うと思うので、就職情報を流してくれるだけで良い。 

 

・大手事務所の締め切りが早いなど、情報提供してくれれば良かったと思うことは多少ある

が、法科大学院にそこまで求めるのではなく、自身で調べれば良いのではと思う。 

 

・企業の法務部なども調べた。「大学院」とついている以上、法曹になるためだけの機関とな

るよりは、それ以外の選択肢もあった方が良いのではないか。 

 

・エクスターンシップでは、作成された書類を閲覧するなど、仕事の流れや中身が理解できた。 

ロースクールに行かないとできないことなので、在学中にできたことは良かった。 
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・地元弁護士会が面倒を見てくれることが大きい。 

 

・地元弁護士会があっせんや就職会などをやってくれる。大学からのもあったと思うが、あま

り認識していない。自身も試験後にインターンシップに行き、そこに就職したので、活用す

る機会はなかった。 

 

・地元での就職を目指す人がほとんどだと思うので、地元弁護士会を通じた支援が手厚い。大

学の支援不足で特に困ることはないと思う。 

  

・今のようにエクスターンシップや実務教員のカリキュラムが多めに組まれていて良かった

と思う。修習でも触れるタイミングはあるが、実際には司法修習前に就活を始めるので、ロ

ースクール時代に触れるのは大事だと思う。 

 

・自身は進学したが、エクスターンシップは行って良かったと思う。 

 

・自身はロースクールに入った時点で 7 割程博士進学と思っていて、ロースクールの間に固

まった感じだった。必修ではなかったが、研究論文を書く授業が選択できて、そこでアカデ

ミックな勉強に慣れることができ、博士課程進学条件の論文執筆ができた。 

 

・法曹の仕事に加えて、法曹の資格がなくても従事できる職種（企業法務、公務員等）の紹介

や就職相談イベントもあり、進路選択に役立てることができた。 

 

 

7 法科大学院の意義・魅力 

 

・予備試験だと予備校で詰め込んでくるだけだが、ロースクールではそれ以外のアカデミック

な知見を得られる。同じ志の仲間や、道筋を示してくれるカリキュラム・教員の存在など受

験の仲間を得られることも大きい。結局一人ではできないので、ロースクールに行けばその

環境（施設・設備、奨学金などの経済的支援、人的ネットワークなど）の恩恵に預かること

ができる点が大きいと思う。 

 

・予備試験を受けなくても、試験に臨めるのがメリット。予備試験の方がハードル高い。ロー

スクールの方がお金と時間かかるが、確実。友人を作りやすい。ゼミを組んだりするにも、

同じ境遇の人が周りにいる。あとは図書館などの設備面の利用。大学院生ということで、奨

学金等の経済的な支援が受けられることも大きい。 

 

・司法試験は情報戦みたいなところがある。ロースクールに行けば情報が回ってくる。卒業後

も収集中のバイトの情報が回ってきたり、縦横のつながりで一緒に独立しようという話が

あったり、実務でも相談して助け合ったりすることもできる。受験前はかなりつらいが、助

け合いができる。 

 

・人的ネットワークです。横のつながりという意味では、予備組と比べると強いかなと思う。 

 

・インハウスロイヤーはプロジェクトベースの印象、プロジェクトを立ち上げてコントロール

していく楽しさがある。弁護士事務所に所属する弁護士には、組織では手に負えない難しい

問題が来るので、高度な問題に携われると思う。事務所所属の弁護士は法律的にどうかとい

う観点でしか見ないが、インハウスロイヤーだとそれがビジネスとしてどうか、という経営

視点のことにも携われる。法科大学院はこの点でカリキュラム、情報提供面でのサポートが

ある。できれば、このようなキャリア情報を入学前に知りたかった。 
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・予備試験と比べて、ロースクールに通いながら同期とつながりができる。司法修習や実務で、

同期や先輩との繋がりが活かせる場面もある。 

 

・予備試験だと予備校で詰め込んでくるだけだが、ロースクールではそれ以外のアカデミック

な知見を得ることができる。 

 

・友人など人脈がきたのが良かった、仕事に関することや相談ができる。予備試験 

だけだと、そういった人脈ができにくい。 

 

 

8 法律を学ぶ魅力、法学の学びの面白さ 

 

・専門職として信頼されるやりがいがある仕事だが、ストレスフル。勉強は大変だが、心折れ

ずにやることが大切。やるなら覚悟を持って臨む必要があるし、やり切れれば、専門職とし

ての道がある。ただ、昔より高給が約束されているわけでもなくなってきているので、自身

の娘には同じ法曹ではなく医者を目指してほしいと思っている。 

 

・学歴ではなく、勉強ができれば資格が取れる道がある、というのは他の資格にないところか

と思う。医師は医学部、薬剤師は薬学部に行かないとなれないが、予備試験のルートなど含

めて、実力さえあれば人の役に立つ仕事に就ける可能性のある、魅力ある資格だと思う。 

 

・高校時代からロースクールを知っていた。法曹には興味があるが、自身が向いているかわか

らなかったので、法学部ではない進路を選んだ。学部は興味あることを学んで、それでも興

味があればロースクールの未修者コースという選択肢があるからこそ、今の自分がある。他

にも自分と同じ薬学出身の方もいたりするが、経験を活かして製薬会社のインハウスロイ

ヤーに行きたい、といった同期もいる。多様な分野のバックグラウンドを持つ人が、法学を

学んでそれぞれの分野で法学を活かしていく、というのは今後より広がっていくべきでは

ないかと思う。 

 

・ロースクールは、国公立だと母子家庭は授業料免除のところもある。身一つで勉強できる。

予備試験受けるにも予備校代はかかるので、ロースクールが良いと思う。 

 

・法律は社会を作る制度、社会や経済の根底なので、法律を学ぶと自分の社会への見方がわか

る。 

 

・人間の社会の営みを扱っている、そう行ったことに面白味がある。法律も完ぺきではなく、

時代によって変る。しかし、古代ローマから変わらないところもある。そういうところが面

白い。 

 

・仲間が魅力。高校生活よりもロースクールの仲間とは一緒にいる時間が長い。同級生と切磋

琢磨できる。高校生活よりも充実している。一緒に受かったら本当に嬉しい、戦友のように

感じる。 

 

・社会人になったら必ず問われる論理的思考や考える力が身に着く。学生の頃からその力を先

取りで身に着けることができる。 

 

・英単語と文法を単純に覚えるのは退屈ですが、興味のある事柄を英語で伝えたい、知りたい

と思った時は単語も文法も関心を持って覚えられます。法律も似ていて、自分が興味を持っ

ている分野や事柄に引き付けると、とても学びが楽しくなります。条文を覚えるだけではな

く、これはどういう場合に使えるのか、こういう解釈は可能か等暗記がとてもクリエイティ
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ブな活動に変わります。実は法律に関する学修や仕事の面白さは、法律という視点から、自

分の興味ある世界（スポーツ、音楽、医療等）に関わることができるところにあると思いま

す。 

 

・確かに暗記の量が多いこともあるが、暗記だけではない点が魅力。 

 

・物理的な力の強さやお金ではなく、法律を使用して人々の争いを解決したり、社会的な問題

で苦しんでいる人を助けたりすることができます。何か争いや揉め事が起きたとき、社会的

な立場が弱い人や経済的に困っている人に対しても、権力やお金ではなく、法律を活用して

争いを解決するお手伝いをすることができます。法律の学修や仕事の魅力はこのような「ち

から」を身につけられることだと思います。 

 

・答えがあるもの、というイメージがあるかもしれないが、実務では答えのないものをどれだ

け突き詰めていくかが重要。法律も覚えるだけだと無味乾燥だが、論履的に理解すれば、楽

しい。 

 

・論理と実益のバランスを取ることが面白味だと思う。論理的に「そうだろう」というのがあ

りつつ、現実的にはどううまく解決するか、ということになる。色んな視点から考えられる

ようになるのが良い。 

 

・ロースクールでは、過去に興味深い事件（例えば冤罪となったような事件）を担当された

先生からの話を受けたりできた。 

 

・理屈立てて考えることのトレーニングになる。ニュースや新聞を見ていても、こんなひどい

ことする人は死刑で良いなどと感情論になりやすいが、実際は冤罪ということもある。法律

で定められていないことにはどう対応するのかといった観点が持てるようになる。自分が

持っている常識について考え直すことができる。 

 

・一番大きいのは、法律があることが前提で社会があるので、法律を知らないと損をする。法

律を一度は学んでおいた方が良いと思う。根底にある、権利や自由についても、意識するか

どうかで、社会とのかかわり方も変わってくる。 

 

・2台以上の自転車が並んで走ることは道路交通法で禁止されていることは知っている方も多

いと思います。しかし、違反した場合にどうなるのでしょうか。そもそもなぜ並んで走って

はいけないのでしょうか。法律はとても身近で、生活のあらゆる場面に関係していますが、

法律の条文を覚えるだけでは不十分です。なぜそのような条文や法律ができたのか等、法律

の背景や効果を知り、いろいろな事例を想定して、その妥当性を考えることで初めてその法

律を理解できたことになります。この点が単なる暗記科目ではない法律の学びの面白さだ

と思います。 
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９ 法科大学院に期待すること 

 

・入学時に退職するように言われていたので、就業しながらの学生はいない。経済的に成り立

つのであれば、学生一本で学習に集中できる方が良いので、経済的な支援が拡充されれば良

いのでは。もしくは働きながら学習する人には、長いスパンで試験まで取り組める支援や環

境があっても良いのでは。長期スパンになると、2～3 年での短期集中とは違ったカリキュ

ラムが必要。 

 

・ロースクールは費用面がネックになる。費用が大変で、そのことが予備試験の人気にも繋が

っているのではないかと思う。 

 

・法曹養成コースなど色々出来ている。全体としてロースクールの受験生が減っている中で、

頑張っている。 

 

・学生目線では司法試験に受かるためだが、受かっても受からなくても、ロースクールで学ん

で良かったと示していけるようにすべきだと思う。実際に途中で脱落したり、試験に受から

ずに退学してしまう人たちも大勢いるが、そういった人にも手を差し伸べることも必要。 

 

・社会人は給与水準に合わせて生活水準も上げてしまっているので、その部分を貸与などの奨

学金で補填してもらえると良いのではないか。 

また、講義が平日日中に固定されていることが厳しい。時間の融通がきけるようになると良

い、オンラインもだが、時間の融通という点ではオンデマンドでの受講が単位に認められる

と良い。A大は夜間も開講しているそうなので、社会人上がりの人が多い。 

 

・自分はロースクールがあって良かったと思っているし、中学生から弁護士目指していたが、

この制度がなければ弁護士になれなかったと思っているので感謝している。 

 

・入学前に知りたかったこととして、法曹以外の進路についての情報があると、気が楽になっ

たかも。試験合格の前提での説明がほとんどだったので、企業就職などの実績もあると良い。

司法試験に落ちたとしても、こういう進路がある、というのが入学前の段階で広報していて

も良いのでは。社会人も、気持ちの面ではチャレンジしやすくなると思う。3 年の頃に、そ

ういう情報を知ったので、もう少し早くしれれば良かったかもしれない。 

 

・予備試験との兼ね合い。力試しで受ける人や早期で抜けるために受ける人もいるが、共存し

ている制度である以上、予備試験を受ける人に対しても大学院ももう少し優しくしても良

いと思う。予備試験を受けるにあたって、講義休むとなったら欠席扱いになるので、そうい

うところの柔軟な対応がほしい。4 年＋2 年でも長いと思うので、5 年で可能になる法曹コ

ースは良いと思う。 

 

・予備試験だけ狙う人は、予備校一本で行くと思う。予備校は学説一切無視で試験のみ、大学

院では細かな学説とかをやらされる部分もあるが、実務の上でも、様々な学説や考え方を知

っていることが役立っている。ゼミで先輩・後輩や同期との情報交換できるので、そういう

実務に出た後も活きる有益な関係を作れたことも良かった。予備校でも人間関係はできる

のかもしれないが。特に予備抜けしてきた若い人は、偏っているなと感じる。 

 

・ロースクールについて、世間では司法試験の合格率ぐらいしか注目される機会がない。それ

こそ多様な進路等含めて、もっと知ってもらう広報・宣伝があっても良い。 

 

・司法試験浪人のサポートを試行錯誤で始めているところだが、そこのサポートは課題だと思

う。一発合格を目指させるべきだが、実際はそうは行かないので、試験浪人へのサポートが
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あると良い。自身も途中から支援を受けられるようになって良かった。初回終わって放り出

されると怖い。5回受けると 30 前後になってしまう。 

 

・司法試験に受からないとどうしようもないというところがあると思う。試験に落ちてインハ

ウスに入るためにロースクールに入る人は少ないと思う。合格率が厳しくなればなるほど、

受かること（へのサポート）が第一優先になると思う。 

 

・合格できるなら、実務系など楽しいカリキュラムにも触れ合えると思う。試験一辺倒で良い

わけではなく、試験に関係ない授業も実務に入ると役立つが、結局実務で役立つことを学ん

でも司法試験に受からないと意味がないので試験対策が重要であると思う。 

 

・メインは法曹志望者で良いが、法曹以外の進路支援、特に博士課程への進学希望に対する支

援も拡充させてほしいとは思う。 
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■ 法曹コース対象アンケート 

 

 

 

（１）教育内容・方法 

 
Q1 法曹コースの教育課程において、学修を充実させるために実施している内容を選択してくだ

さい。 

また、その他に学修を充実させるために実施している授業方法・教育方法として特徴的なものが

あれば「⑥その他」に記載してください。 

 
 複数回答 n ％ 

  全体 (37)   

1 連携先の法科大学院の教員による授業 33 89.2 

2 上記 1．を除いた実務家による授業 25 67.6 

3 実務家による講演会・セミナー・ワークショップ等の実施 16 43.2 

4 企業や法律事務所等でのインターンシップやエクスターンシップ 11 29.7 

5 法律文書の作成やゼミ形式の授業等実務を意識した授業 25 67.6 

6 その他 5 13.5 

 

番号 Q1_6 その他【】 

13 2・3 は法曹コース生を含む学生一般を対象としたものがある。 

17 
5.正課・課外における答案演習のほか、添削プログラムも実施。6.各年次における定

期的な到達度確認試験、月例会の実施。 

22 

本学では２年次よりコース制をとっており、そのうち、3＋2導入時以前より設置し

ている「法曹コース」に所属する者の中で、『一貫教育プログラム』修了要件を充足

する者が法科大学院特別選抜入試を受験することができる仕組みになっている。これ

を踏まえ、いくつかの授業(民事訴訟法、刑事訴訟法、会社法、司法演習）において

は、「法曹コース」と「それ以外のコース」で授業コマを分けて設置することで、法

科大学院進学希望者（特別選抜・一般選抜ともに）に対しての学習内容を充実させて

いる。 

25 3.4.に関しては法曹コースの教育課程に限らず実施している。 

34 法曹コース向け演習（ゼミ）にて、答案練習と添削を実施している。 
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Q2 連携先の法科大学院の授業を法曹コースの学生が科目等履修生として受講することを認めて

いますか。 

 
 単一回答 n ％ 

  全体 (37)   

1 認めている 20 54.1 

2 認めていない 17 45.9 

 

Q3 科目等履修制度以外で法科大学院の進学に向けて行っている取組を記載してください。 

 

番号 Q3 自由記述 

1 

多くのゼミで、法科大学院進学に必要な知識を深め、論述能力を高めるための指導を

行っている。また、法科大学院の授業内容を一部実施し、実際の法科大学院の授業を

体験する機会を提供しているゼミもある。 

2 法科大学院の教員と法曹コースの教員での授業内容の共有・打合せ 

3 法科大学院における導入科目の設定、法曹コースにおける法科大学院教員の授業 

4 
本学ではほとんど全ての専任教員が法学部と法科大学院の両方を担当しており、全体

で統一的な教育効果が上がるような教材を選定しています。 

5 

既修者認定制度：学部で履修した科目の一部を法科大学院でも単位認定している。 

学習アドバイザーゼミ：法科大学院を修了した弁護士による法律文書作成指導を中心

とした課外ゼミを実施。 

6 

「特講（入門ロースクール）」という科目を設定している（法科大学院の教員が担

当）。当該科目を新設する際には法科大学院と法学類の教員間で打ち合わせを行っ

た。 

8 

・プログラム修了希望登録者にアンケートを依頼して情報収集を行っている。 ・学

修支援委員会において、早期卒業志望者の学修支援に必要な情報を収集及び分析し

て、学修指導教員に提供するとともに、必要に応じて学修支援体制の在り方について

検討している。 

9 

1 年次配当の法政導入演習の中には、条文や判例の読み方など、法曹コース登録希望

者に配慮した授業を行っているものがある。また、3・4年次配当の演習の中には、

事例問題の演習を行っているものがある。 

10 
法曹コース修了要件のカリキュラムを，法科大学院１年次の教育内容に対応するもの

として設計。 

11 無し 

12 
法科大学院における教育の導入としての科目を開設している（科目名：法曹養成基

礎） 
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13 
ＬＳの基礎法学・隣接科目の既修者認定制度や、定期的な個人面談制度など、標準的

に備えるべき制度は設けているが、それ以外には特にない。 

14 

本学法学部・法科大学院を卒業・修了し、法曹として活躍している OB・OG（裁判

官・検察官・弁護士）を講師に迎えて、法曹のやりがいや法学部・法科大学院での学

修について話してもらう講演会を開催し（コロナ禍によりオンライン・オンデマンド

形式により実施）、法曹や法科大学院への関心を高めている。 連携先の法科大学院

の教員が、学部において、法科大学進学説明会を開催し、法科大学院における学修に

ついて紹介し、法科大学院進学への関心を高める取り組みをしている。 

15 
法曹コース連携協議会を実施し、法科大学院における導入科目の設定、法科大学院の

教員と法曹コースの教員での授業内容等の打合せを行っている。 

16 
法科大学院の教員と法曹コースの教員での授業内容の共有・打ち合わせ・学生に対す

る合同説明会の実施  

17 

もともと本学では法学部と法科大学院が一体となって教育を行っており、定期的に担

当教員の入れ替えを行っている科目もあるが、双方からの委員により構成される法曹

コース運営委員会やその他の会議体で平素から密接に情報共有を行い、１で示した各

取り組みも双方の所属教員によって実施されている。その他、定期的な個別面談を行

い、各人の志望進路等を把握した上で、本学法科大学院への進学を希望する者につい

ては必要な助言指導を行っている。 

18 法科大学院と法曹コースの教員間の打合せ 

21 

法曹コース演習・法曹コース特設科目については、法科大学院の教員が積極的に担当

するものとしつつ、授業内容につき法科大学院の教員と法曹コースの教員が打ち合わ

せ等を行い、情報共有している。 

22 

自大学の法科大学院において、本学法学部 3 年次以上の者を対象とした「先取り履修

制度」がある。学部在学中に法科大学院開設科目を卒業要件外で修得した単位が法科

大学院進学後に修了要件単位として認定される制度である。これにより、法科大学院

進学後の授業負担を軽減し、司法試験に向けた学習時間を確保できる。 

23 

2021・2022 年度は本学法務研究科のアカデミック・アドバイザー（法務研究科を修

了した若手弁護士が、ゼミや個別相談等を通して、学修面・精神面において在学生・

修了生のサポートを行う制度）を体験してもらうべく、希望者に答案添削指導を行っ

た。 

24 
法科大学院における導入科目の設定 法科大学院の教員と法曹コースの教員での授業

内容の共有・打合せ 

26 法科大学院教員と法学部教員間での共有、打ち合わせ等  
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27 

・法曹コースにおいて中核をなす科目を連携法科大学院教員が担当しているため、

個々の学習進度、深度を把握することが可能となっており、法科大学院進学時に適切

な指導を行うことができる制度設計となっている。また、「早期卒業」説明会を年に

複数回実施し、法科大学院進学への喚起を行っている。 

28 

法科大学院の教員と本学法曹コースの教員でのカリキュラムの調整、授業内容の共

有、登録生の履修・成績情報の共有。学生と授業担当者との個別面談。法科大学院の

入試説明会等 

29 法科大学院の授業科目早期履修制度のほか、法科大学院の授業体験の制度がある。 

30 法科大学院の教員による夏季集中講義を実施している。  

31 
導入科目として、法曹コース在籍者のみを対象とした演習形式の科目（「法曹への道

Ⅰ・Ⅱ」）を設置し、連携先の法科大学院教員による指導を実施している。 

32 

新入生ガイダンス及び法曹コースへの登録（コース変更）時において、担当教員によ

る説明会を実施し、また、法科大学院への進学に関する質問等について、各学年に配

置している法曹コースの演習（ゼミ）の担当教員で随時対応している。 

33 

法科大学院との間で連携協議会を定期的に開催し、入試実施・出願のために必要な事

項の調整や、教育内容についての意見交換を実施している。また、法曹コースの学生

に向けて法科大学院による進学や学修準備の説明会を定期的に開催している。 

34 
北海学園大学法科大学院教員による、法科大学院進学を見据えた科目を複数開講して

いる。 

35 

連携先法科大学院の一部が自大学以外にも公開している課外講座（たとえば、法律基

礎講座）に、本学法曹コース生が参加することを認めてもらっている。実績として

は、毎年、本学法曹コース生の数名が参加している。 

36 定期的に連携協議会を開催し、教育に関する情報共有を図っている。 

37 連携先の法科大学院による法科大学院説明会 
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（２）学修サポート 
Q4 法曹コースにおける学修の支援として、行っている制度や取組を選択してください。 

 
 複数回答 n ％ 

  全体 (37)   

1 弁護士チューター制度 3 8.1 

2 クラス担任制 10 27.0 

3 職員・教員による学修相談・支援 32 86.5 

4 オフィスアワーの設定 15 40.5 

5 学修状況に応じた個別指導 19 51.4 

6 その他 11 29.7 

  無回答 1 2.7 

 

番号 Q4_6 その他【】 

5 奨学金制度 

7 法曹コース専用自習室の提供、法科大学院教育支援システム ID の付与 

8 演習の担当教員が「学習指導教員」となり、必要な学修等に関する指導を行っている 

10 法曹コースガイダンス，勉強方法相談会の開催 

14 教員による学習相談・支援 

18 チュートリアル制度 

19 現役弁護士によるゼミ指導 

22 

法曹コース（本学でいう「法曹コース」における『一貫教育プログラム』）に限定せ

ず、法曹を目指す者に対して、正課授業ではなく課外として、国家試験指導センター

法制研究所における各種講座（解説講義、ゼミ等）を提供している。 

24 成績状況に応じた面談 

30 
法曹コースに所属する学生のための学習ルームを設け、司法試験受験雑誌等を開架

し、学習支援を行っている。 

 

Q5 上記質問で選択した制度や取組において、工夫している内容や注力している事項を記載して

ください。 

 

番号 Q5 自由記述 

1 
①法科大学院入試前の学習、②法科大学院入試合格後の学習、③法科大学院入学後の

学習等について、それぞれの段階に応じた個別指導を行っている。 

3 
学部教員と法科大学院教員から学習指導教員を選出し、必要に応じ、法曹コース生の

個別相談に応じている。 
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4 
本学では、専門のスタッフによる学習相談室を設け、日々の学習についての相談がで

きる体制をとっています。 

6 

法学類の法曹養成委員会を中心に法曹養成プログラムに関する説明会、個別相談会な

どを実施している。また、法曹養成プログラム登録者は、ＬＭＳ（Webclass）内の資

料や情報を閲覧できるようにしている。 

9 
毎年 7 月に、法曹コース在籍者を対象に懇談会を行っているが、その中で、学習に関

するアドバイスを教員が行ったりしている。 

10 
法曹コースガイダンスや勉強方法相談会に修了者をゲスト講師として招き、実体験に

基づく話をしてもらっている。 

11 全ての法曹コース生にチューターを配置し、学生の相談等に細やかに対応している。 

12 
学修相談・支援，及び個別指導を担当するチューター教員を複数名配置する体制をと

っている（法曹コースを置く学部から 1名，連携先の法科大学院から１名）。 

13 特になし。 

14 

オフィスアワーの設定により教員に相談したい学生が気軽に相談をできる機会を設け

るとともに、夏休み期間等を利用して、法曹コース担当教員がほぼ全ての学生と個別

面談を行い、各学生の学修状況を踏まえた学修方法等のアドバイスをしている。 

15 
ゼミの指導教員及び法科大学院の教員が法曹コース登録者と面談を行い、学習相談及

び個別指導を行っている。 

16 演習授業時において学生からの個別相談に随時応じるようにしている  

17 

Q3 でも示した通り、Q1 の 3 や 5など様々な機会を設けて平素より各人の志望、コー

ス内での生活、悩み等について把握した上、個別にきめ細かい助言指導を行ってい

る。 

18 

担当教員と弁護士チューターが協力して学生の学びをきめ細やかに指導するために、

学生との面談（学習相談・支援）を定期的に実施しながら、教員とチューター間で学

習状況などの情報交換を定期的に行い個別指導に活かしている。 

19 
各ゼミの人数を絞るとともに、ゼミ生の能力が偏ることがないように選抜試験の成績

でクラスを割り振っている。 

21 

法曹コースの厳しいカリキュラムを乗り越えるために必要な学習姿勢・学習スキル等

のガイダンスを行っている。また、連携先の法科大学院への進学相談のみならず、他

大学の法科大学への進学を希望する者にも広く学習相談をする機会を設けている。 

22 特になし 

23 
法曹コース登録学生同士の交流会、法曹コースや入試制度の疑問を教員と職員に自由

に質問できる日を設けている。  

26 受講状況を丁寧に確認している。  
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27 

・２年次から法曹コースが開始となるが、２年次春学期に受講する「発展演習」をク

ラス担任制とし、きめ細やかな指導を行うことを可能としている。 ・正課外教育と

して、連携法科大学院実施の「法学部生特修クラス」にて指導経験豊富な若手弁護士

である AA（アカデミック・アドバイザー）のもと、柔軟な学修支援を実施してい

る。 

28 
法曹コース登録生ならではの疑問や悩みにこたえられるよう、タイムリーな情報提

供、アクセスしやすい相談窓口の設置、案内を工夫している。 

29 
学部にて不明な点がある場合、必要に応じて詳細を本学法科大学院に確認でき、学部

と本学法科大学院とで連携している。 

30 
法曹コースに所属する学生向けに、司法試験に合格した卒業生や、法科大学院に進学

した卒業生による講演会および進路相談会を開催している。  

31 

③学修相談・支援：年度初めに法曹資格をもつ教員に履修相談できる機会を設けて、

適切な学習計画をたてられるように工夫している。 ⑤学修状況に応じた個別指導：

指導教員と定期的に個別面談を行い、学習上の困りごとがないか指導教員に確認して

もらい、各自の状況は法曹コース担当教員でとりまとめている。 

32 

学期ごと（年 2 回）の個人面談を実施し、成績を確認しながら学生の相談に応じてい

る。法曹コース生専用の電子掲示板（メーリングリスト連動）を開設し、連携先法科

大学院の入試関係や法曹コースの履修等について情報を掲示している。 

33 弁護士でもある学部の専任教員（教授）が法的文書作成等の指導を行っている。 

34 法曹養成プログラム運営委員による学生向けの個別対応を実施している。 

35 

1 年次秋学期に導入演習という科目を設置し、2 年次から所属する法曹コースでの学

習に向けての準備や自分がなりたい法曹像などについてイメージをさせる演習を設

定。2 年次生については、春学期終了時と秋学期終了時に学修指導教員による面談を

実施し、学修相談・学習のモチベーション維持およびメンタル面での相談などを行っ

ている。また、3年次生については、2年次末に進路・学修相談のための面接を行う

とともに、3年次 5 月には到達度試験を実施しその結果に基づき進路決定のための面

談およびメンタル面でのフォローを行うとともに、8月にも春学期の成績を前提に進

路決定等の面談を実施。 

37 進路相談への個別対応 
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（３）その他サポート 

 
Q6 学習方法のアドバイスやメンタルリスク対策など、学生の学習モチベーション維持のために

行っている取組があれば、その内容を記載してください。 

 

番号 Q6 自由記述 

1 

学習指導担当教員を学生に周知し、 当該教員やゼミ担当教員が個別の学習指導を行

っている。 また、法学部及び大学全体のメンタルヘルス対応を学生に 周知し、必要

な場合は教員が学生に付き添って メンタルヘルスの専門家へ対応を引き継いでい

る。 

2 法曹コースに所属する優秀な学生に対し、奨励金を支給している。 

3 学習指導教員が学習方法の助言も含め対応している。 

4 
本学では、専門のスタッフによる学習相談室を設け、日々の学習についての相談がで

きる体制をとっています。 

5 
低成績、低出席率、修得単位数の少ない学生等に対し学生相談室でのカウンセリング

対応 

6 個別相談会を実施する他、メールでの相談などを常時受け付けている。 

7 
新年度（４月）に法曹コースの学生を対象とした学年別説明会（授業履修等ガイダン

ス）の実施 

9 特になし。 

10 
勉強方法相談会の中で司法試験合格者から勉強方法の話を聞く機会や，教員・卒業生

（法科大学院入学者）による学習相談受付の機会を設けている。 

11 全ての法曹コース生にチューターを配置し、学生の相談等に細やかに対応している。 

12 

実際に法曹養成に携わっている法科大学院の教員や，弁護士，司法書士，及び行政機

関での実務家，または実務経験を有する者が担当する科目を多く開講し，大学での学

びと実社会での活躍の接続性を持たせ，学びの動機付け，理由付けにつながるものと

している。 

13 個人面談は実施しているが、その他の制度的対応は特にない。 

14 

気軽に法曹コース担当教員に相談できることを繰り返し周知するとともに、夏休み期

間等を利用して、個別面談を行い、学生の学修状況を踏まえた学修方法等のアドバイ

スをするとともに、メンタルヘルスに問題がある場合には、学生相談室の利用等を案

内している。 また、2020 年度・2021 年度は、オンライン授業が中心であり、学生同

士の交流の機会が制限されたために、交流会等を開催して、横のつながり・縦のつな

がりを作るきっかけを提供した。ほぼ完全に対面授業に戻った 2022 年度において

も、全学年を対象とするガイダンスを実施し、その機会に、学生同士の交流のための

時間を設けるなど、横のつながり・縦のつながりを作るきっかけの提供に努めてい

る。 
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15 

ゼミの指導教員及び法科大学院の教員と法曹コース登録者との面談において学習方法

のアドバイスを行い、学生からの各種相談を受け付けることで、学生の学習モチベー

ション維持を図っている。 

16 
学生相談室においてメンタルヘルス等への対応をしている（ただし法曹コース生に限

定されない一般的な取り組みとして）  

17 同上（Q5） 

18 弁護士チューターによる個別指導、ゼミ教員による個別指導 

21 
上記４・５のほか、幅広い人間関係の構築や学習上の刺激を得る機会として、一般ゼ

ミへの参加を勧奨している。 

22 特になし 

23 

授業や自学での疑問が解消され、法律学習の基礎理解を正しく深める機会となるよう

に、法律の学び方や資料検索方法など幅広く学修に関する質問を受け付け、本学法学

研究科に在籍する大学院生がアドバイスする「法律科目学習相談室」を授業期間中に

開室している。  

26 
早期卒業候補生に対してアカデミックアドバイザーを配置。 法曹コースに限定して

いるものではないが、成績優秀者に対する奨学金制度も設けている。  

27 ・連携法科大学院所属 TA による各種アドバイスを行っている。 

28 

授業を担当する法学部、および法科大学院の教員から、随時声掛け、相談対応を行っ

ている。また、先述の通り、個別相談窓口も設けている。 

3 年生向けの進路ガイダンスを実施し、早期卒業した先輩学生との相談の機会を設け

ている。 

29 特になし。 

30 随時、個別相談に応じることとしている。   

31 

モチベーション維持のために、法曹資格をもつ教員が、事例問題の解き方、答案作成

方法等、法科大学院進学や司法試験の受験にむけて準備しておくべきことについて説

明する会を年度初めに設けている。 

32 

法曹コースの学生は、所属要件として「通算 GPA 上位 4 割程度」、4年での卒業要件

として「通算 GAP 上位 3割程度」、さらに 3 年での早期卒業要件として「法学分野の

必修科目の GPA が 3.0 以上、かつ、法科大学院に合格していること」といった他の学

生にはない高いハードルが課されており、法科大学院への進学に高い意欲を持った学

生が自主的にゼミを行い、お互いに研鑽を積み、学習モチベーションの維持につなが

っている。 

33 

法曹コースの運営を担当する教員が定期的に面談を実施し、必要があれば学内の保健

管理センター等と連携して対応している。弁護士による講演などを実施し、実務家と

なることへのモチベーションを喚起している。 
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34 
法曹養成プログラム対応演習（ゼミ）において、担当教員による個別指導を実施して

いる。 

35 

上記 Q５でも回答した定期の面接・面談に加えて、学修指導教員を学生 1 名に対して

2 名を配置し、随時、相談に応じる体制を整えている。また、e-learning システムに

よる各種相談窓口も設置し、学生一人ひとりが必要に応じて相談できるシステムも採

用している。 
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（４）学修成果の把握 

 
Q7 法科大学院 2 年次への接続に向けて、単位認定や卒業判定以外で、学生の学修成果や質を図

る取組を行っている場合は、記載してください。 

（例：ルーブリックや学修ポートフォリオの活用等） 

 

番号 Q7 自由記述 

1 
5 年一貫型特別選抜の合格者に対し、法律基本科目に関する論述能力を高めるため、

入学前の事前学習指導を行っている。 

2 成績不良の学生に対し、担当教員による面談を行っている。 

3 

法曹コースの学生で本法科大学院への入学予定者については、オンラインにより入学

前指導を１カ月に１回程度実施し、法科大学院２年次へ、スムーズに移行できるよう

配慮している。 

4 特になし 

6 
学修ポートフォリオの活用。法学検定試験の受験を奨励し、法学類として受験料助成

も行っている。 

9 特になし。 

10 法律基本科目の学習の手引きを作成し、配布している。 

11 無し 

12 

教育評価の一環として，開講科目について学生の意見，意識等を把握し，授業につい

ての各教育組織と各担当教員の認識を高め，カリキュラムや授業方法等の改善に資す

るため，年 4回，学生に対し授業に関するアンケートを実施し，意見や意識等を調査

している。 

13 法曹コースの必修科目の設定。 

14 特になし 

15 
定期的にゼミの指導教員及び法科大学院の教員と法曹コース登録者との面談を実施す

ることで学生の学習成果の向上を図る取組を行っている。 

16 とくになし  

17 到達度確認試験の実施。2年次秋学期以降はほぼ毎月。 

19 

2 年次修了時に選抜試験を実施している。また 3年次修了時に単位認定とは別の、法

曹一貫修了認定試験の実施している。なお各試験の採点、合否は委員会で取り扱い、

学部として学修の状況を把握するよう努めている。 

21 

少人数制の法曹コース演習や法曹コース特設科目において、法科大学院教員が法曹コ

ース教員と共に法科大学院 2 年次教育を展望した学生指導を行い、その成果を把握し

ている。 

22 特になし 
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26 

早期卒業候補生に対して、学期ごとに中間審査を実施している。中間報告書を提出さ

せ、アカデミックアドバイザーが面接することによって、定期的に学修成果を確認し

ている。  

27 ・学修成果や質を図る検証体制を構築している。 

28 特になし 

29 特になし。 

30 特になし   

31 
学部卒業程度の基礎学力の修得状況を把握するため、法学検定試験（スタンダードコ

ース）の受験を推奨している。 

32 

法曹コースの学生の学修状況や進路動向等を把握し、適切かつきめ細やかな履修指導

等を行うことを目的とした学生カードを作成し、演習（ゼミ）担当教員が記入の上、

法曹プログラム担当教員間で各学生の情報を共有できるようにしている。 

33 弁護士である専任教員（教授）を中心に課外における答案作成指導を行っている。 

35 

学部の国家試験対策室における課外講座で、基本六法に関する答案練習講座を開講

し、法曹コース生には事実上参加を義務付け、自己の書いた答案に対する客観的評価

の認識と、法科大学院 2 年次からの学習についていける知識力・理解力と文章力を養

成している。 

 

 

 

（５）課外活動との両立事例 

 
Q8 法曹コースの学生が、留学や課外活動（ボランティア活動や部活動等）と学業を両立する上

で工夫している点や好事例について記載してください。 

 

番号 Q8 自由記述 

3 

法曹コースの学生に限ったことでないが、ターム制を導入しギャップタームを設定

して留学できるようにしている。留学を卒業の要件とし、さまざまな留学プログラ

ムを提供している。 

4 特になし 

6 

留学することも想定し、法曹養成プログラムの修了要件を早期卒業に限定していな

い。法学類公認サークルとして「法律相談所」「法友会」（主に法教育活動）の活

動を一部教員が支援している。 

9 特になし。 

11 無し 
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12 

学年暦において，従来の「前期」「後期」の授業期間をそれぞれ前半・後半の 2つ

の期間に分け，「第 1タームから第 4 ターム」としたクォーター制（4学期制）を

導入し，授業を実施している。 各タームでの履修科目を調整・工夫することで、

一つのタームを自由に使える期間として確保し、留学やインターンシップ、ボラン

ティア活動などに参加しやすい環境を作っている。 

13 特になし。 

14 

（コロナ禍の影響等もあるかもしれないが）留学を考える学生は現時点ではいない

ため、留学と学業の両立のための取り組みは特にしていない。課外活動と学業を両

立することについて困難や不安を感じる学生に対して、法曹コース担当教員が相談

に応じて、個別学生の事情に応じた両立のためのアドバイスを行なっている。 

15 特になし。 

16 とくになし  

18 全学の英語プログラムとの両立について、英語と専門科目の学習調整をしている。 

22 特になし 

23 法曹コースに登録している学生がサークルの主将を務めている例あり。  

26 

学部生が他の学部生の学習面を支援する教育サポーター（ES）という制度があり、

ES として活躍している者も少なくない。法律系サークルに所属している者が多い

が、その他のサークル（交響楽団やスポーツサークルなど）に入っている者もお

り、集中的、効率的な学習を行っている。  

27 

体育会柔道部に所属し、女子主将として活躍中であり、2021 年度全日本学生柔道優

勝大会（女子３人制・団体戦）において、チームの第５位入賞に貢献し、優秀選手

賞を受賞した学生が法曹コースに所属している。 日頃は、18 時から 20 時まで部活

動、その後、夜 12 時から朝５時まで１日５時間勉強し、司法試験及び予備試験の

過去問題に取り組んでいる。 

28 
履修上限単位の緩和を行うことで、ある一定期間の活動によって単位習得が難しく

なった場合も、前後のセメスター等でリカバリーできるように対応している。 

29 特になし。 

30 特になし   

32 

必修科目として配置している演習（ゼミ）の履修にあたって、留学期間中に履修で

きないことによって、留年及び卒業延期とならないように特別な配慮を講じてい

る。 

33 特になし。 
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35 

課外活動の便宜のため、水曜日と土曜日の午後には、法曹コースの指定科目を含め

て、必修科目を設定していない。基本的には学生の自主性に任せているが、法曹コ

ース生に、体育会所属の学生が数名おり、学業と体育会活動をうまく両立させてお

り、それらの学生の成績も比較的良好である。 

 

 

 

（６）法科大学院との連携 

 
Q9 連携先の法科大学院と連携して行っている授業について選択してください。 

 
 複数回答 n ％ 

  全体 (37)   

1 法科大学院と共同開講で行う授業 8 21.6 

2 上記 1．は除いた法科大学院教員が担当する授業 28 75.7 

3 その他 5 13.5 

4 連携した授業は行っていない 4 10.8 

 

番号 Q9_3 その他【】 

5 法科大学院科目の先行履修制度 

15 

法曹コースを修了した場合に、基礎法学・隣接科目、行政活動と法に対応する学部科

目の単位を法科大学院の単位としてみなして認定を行っている。また、法曹コース登

録者は、基礎法学・隣接科目及び司法試験選択科目を先行履修することができる。 

16 
必修の演習科目については、法科大学院教員を含む担当者間において授業方法・内

容・成績評価基準について申し合せを行っている。 

33 本学開講科目の中でゲスト講師として事例問題演習を一部担当していただいていた。 

34 連携先法科大学院の授業を本学学生が履修できるようにしている。 
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Q10 連携先の法科大学院と連携して授業を行う上での工夫や具体的な事例を記載してください。 

 

番号 Q10 自由記述 

1 
法科大学院の教員が担当するゼミの中には、法科大学院の授業内容を一部実施し、法

科大学院の授業を体験する機会を提供しているものもある。 

3 応用憲法、応用民法、応用刑法等７法を開講し、ゼミ形式の授業を行っている。 

4 
本学ではほとんど全ての専任教員が法学部と法科大学院の両方を担当しており、全体

で統一的な教育効果が上がるような教材を選定しています。 

6 法科大学院の一部の教員に法学類の授業や演習を担当してもらっている。 

9 
法科大学院所属の教員も学部の授業を担当しており、法科大学院での授業経験を活か

しながら、学部の授業を行っている。 

11 無し 

12 

連携法科大学院と法曹コースを置く法学部法学科昼間コースは，現状活動拠点が離れ

ているが，テレビ会議システム等の ICT の活用により，情報共有を図ることができて

いる。 なお，今後更なる連携強化を図るため，「法曹養成を核とした人文社会科学

系の新たな拠点」として連携法科大学院のあるキャンパスの整備を進めており，法曹

コースを置く法学部法学科昼間コースを東千田キャンパスに移転する計画となってい

る（令和５年３月末完了予定 ）。 

13 対面での演習形式を原則としている。 

14 

授業の実施にあたり、授業を担当する法科大学院教員と法曹コース担当教員が打ち合

わせをしており、授業目標や授業方法について打ち合わせるのみならず、授業履修者

の学修状況等（成績データのみならず、法曹コース担当教員が面談を通じて得た情報

等を含む）について情報共有している。 

15 
法曹コースに登録する学生が連携する法科大学院の授業を先行履修する場合には、法

科大学院の担当教員に予め連絡するようにしている。 

16 
上記 9 のほか、法曹コースの運営につき、法学部・法務研究科間の連絡協議会におい

て意見交換に努めている。  

18 
法学部と法科大学院双方から委員を選出し、GLP（法曹コース）連携委員会を設置し

ている。ここで授業の内容や方法、今後の連携の在り方などを協議している。 

21 
法科大学院教員が担当する法曹コース演習では、法科大学院との接続を意識した判例

分析や文章起案をとり入れている。 

22 特になし 

23 

本学の法科大学院（法務研究科）を修了して様々な分野で活躍する法曹の方々を講師

として招き，オムニバス形式により，法曹の仕事の可能性・魅力を語ってもらう「導

入講義（選択） ―法曹の仕事を知る―」は、全学部生と法科大学院（法務研究科）

生が履修登録できる授業だが、履修者の多くは法学部生である。  
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26 共同 FD の実施  

27 ・学期時間割策定や定期試験実施における各種調整を行っている。 

28 

法科大学院側から、学部側の指導において期待される事柄を細かに確認しながら、都

度調整している。時間割配置についても、学生にとって機会を最大化できるよう、見

直し・協議している。 

29 
本学法科大学院教員が法曹クラス学生の複数の授業を担当し、法科大学院レベルの授

業を実施することとしている。 

30 

「特殊講義（リーガル・プロフェッション）」という科目名で、現在、連携協定を締

結している複数の法科大学院からそれぞれ教員を派遣してもらい、オムニバス形式で

各法科大学院の情報提供をおこなう授業を開設している。  

31 

「法曹への道Ⅰ」(前期 2単位)では、法曹養成制度や法曹になるために必要な能力等

について講義を行っている。「法曹への道Ⅱ」(後期 2 単位)では、公法、刑事法、民

事法の各基幹科目について、判例・事例の研究と起案演習を行っている。いずれも連

携先の法科大学院教員の協力を得てその指導の下に実施している。 

33 
本学の授業進行の状況などの情報を適宜共有し、学生の学修進度に合わせた授業を実

施していただいていた。 

34 
本学の１部法学部生が連携授業を履修する際、本学の時間割と重複する場合は本学２

部の授業を履修できるようにしている。 

35 

連携先法科大学院の教員が担当する授業は少ないが、その内容としては、当該教員が

所属する法科大学院で用いている教材、たとえば、学部生にはやや難度の高い起案課

題（法科大学院で期末試験に使った問題）を出題してもらい、即日起案演習を行って

もらっている。 

 

 

 

 

Q11 連携先の法科大学院と共同でファカルティ・ディベロプメント（FD）を実施しています

か。 

 
 単一回答 n ％ 

  全体 (37)   

1 実施している 12 32.4 

2 実施していない 21 56.8 

3 その他 4 10.8 

 

番号 大学名 Q11_3 その他【】 

13 九州大学 担当者間でやりとり。 
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15 
大阪市立大学、大

阪公立大学 

法曹養成専攻の専任または兼任教員が法学部の授業を実施していること

自体が広義の FD となっている。また、学部の FD に法曹養成専攻の専任

教員が参加していることで協力体制がある。 

17 上智大学 

（上述の法曹コース運営委員会のメンバー（法学部所属）が法科大学院

の授業担当教員でもあることから、各種会議にも参加して平素より情報

共有をしているほか、法科 FD にも参加している） 

 

Q12 連携先の法科大学院のうち、自大学以外の法科大学院と連携して行っている内容を選択し

てください。 

 
 複数回答 n ％ 

  全体 (37)   

1 法科大学院と共同で行う授業科目 0 0.0 

2 上記 1．は除いた法科大学院教員が担当する授業 4 10.8 

3 共同の FD 1 2.7 

4 その他 6 16.2 

5 自大学以外の法科大学院とは連携していない 26 70.3 

  無回答 1 2.7 

 

番号 Q12_4 その他【】 

22 必要に応じて、連絡協議会を開催。 

26 定期的な協議会の開催 

32 本学は法科大学院を廃止しているので、回答は設問 9～11 と同様になります。 

33 本学開講科目の中でゲスト講師として事例問題演習を一部担当していただいていた。 

36 不回答 

37 毎年定例で連携協議会を開催し、情報共有を図っている。 
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（７）広報活動 

 
Q13 高校生に対して法曹コースを知ってもらうために、どのような形で広報活動を実施していま

すか。 

 
 複数回答 n ％ 

  全体 (37)   

1 大学全体の広報の一部として実施 19 51.4 

2 学部の広報の一部として実施 35 94.6 

3 法曹コース単独時で実施 2 5.4 

4 実施していない 0 0.0 

 

Q14 高校生に法曹コースを知ってもらうために、工夫している点があれば記載してください。 

 

番号 Q14 自由記述 

1 
札幌弁護士会が主催する「リーガル女子」に協力し、参加した中学生や高校生に対し

て、法曹コースの内容や 3+2 の制度について、説明している。 

4 特になし 

6 

オープンキャンパスなどで法曹養成プログラムについて積極的にアピールしている。 

高校生向けの『法学部が面白いほどよくわかる』（有斐閣、2022）に広告を掲載し

た。 

8 
オープンキャンパス（オンライン）の動画コンテンツ内でプログラムの説明をしてい

る 

9 

8 月に開催したオープンキャンパスにおいて、法曹コースの紹介をした際に、法曹コ

ースを修了して法科大学院に進学した学生に、法曹コース在籍時の経験を話してもら

った。 

11 該当なし 

12 

オープンキャンパスでは，学部の教員のみでなく，連携法科大学院の教員による説明

の時間も設け，法曹コースを知ってもらう前に，法曹という仕事についても理解して

もらうようにしている。 

13 
通常の学部の広報のルート以外に主体的に行っていることはない。弁護士会等からの

依頼があれば、担当者が積極的に対応している。 

14 

特別な工夫はしていない。法学部への進学を考えている高校生に対しては、むしろ法

学部卒業後の進路が多様なことを説明することが重要であると考えているため、法曹

コースについてはごく簡単な説明・紹介にとどめている。 

15 
法曹コース連携協議会において法学部進学を検討する高校生に対して法曹を目ざす法

科大学院及びこれを前提とする法曹コースについて広報していくことが検討された。 
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16 オープンキャンパス等における学部紹介にて説明を行っている。  

18 
本学法学部ホームページに「法曹コース」のページを掲載、大学公式チャンネルでの

YouTube による動画発信 

21 
大学のオープンキャンパスや学部が実施する出張型の模擬授業において、法律学科の

内容として法曹コースの説明を行うなど。 

22 特になし 

23 

パンフレット、Web サイト掲載のほか、2022 年度はオープンキャンパスの当学部企画

の一つとして法曹コースの説明を盛り込んだ「法廷教室公開」を行った。 中高生対

象の広報イベントにおいても、法曹コースの説明を行っている。 イベント例：各高

校での模擬講義、法学部への招待、中学生イベント「早稲法 1DAY Seminar」 2022

年度夏作成の学部 PR 動画においても、法曹コースの説明を行った。  

24 模擬講義での説明や、大学案内・公式ホームページへの掲載 

26 

パンフレット以外にも、学部の Web サイトにおいて特集記事を掲載する、入試説明会

に在学生の体験談を加える等の取り組みを通じて、具体的なイメージを持ってもらえ

るようにしている。  

27 

学部パンフレット、学部ＨＰ等の広報媒体において法曹コースの概略を簡単に説明し

ている。また、法曹コース所属学生のインタビュー記事を掲載することで、高校生や

その父母が進学後の学修についてイメージを持ちやすいよう工夫している。 

28 

法科大学院の教員が同一法人内の高校にて法科大学院、および法曹コースの紹介を行

う機会を設けている。法学部においても、本学法学部の特長の一つとして高校生向け

の説明会において紹介している。 

29 
本学法学部のパンフレットに本学法科大学院について記載するほか、オープンキャン

パスで、法科大学院の展示を行う等によって、広報活動を行っている。 

30 
法曹コースを紹介したチラシを作成し、オープンキャンパスや高校での出前授業など

の際に配布している。   

31 

学部の紹介冊子で、従来型の制度との違いを示す図表や、連携校の写真、連携校で学

んだ学生の感想を掲載しながら、法曹コースの内容について具体的に説明している。

また、学部卒業生（法科大学院修了生）に従来制度と法曹コースを比較してもらい、

それを紹介冊子に、「卒業生の声」として掲載することで、法曹コースの魅力を明確

にしている。 

32 

高校訪問や進学説明会において積極的に広報活動を行っている。なお、進学説明会で

は、法曹コースの在学生に合格に向けて取り組んだことや入学後に感じたこと等を話

してもらい、高校生からの質疑応答に加わってもらうといった取組を行っている。 

33 
パンフレット等に記載するほか、高校向け出前授業やオープンキャンパスの際に広報

している。 

34 高校への出前講義の際に、法曹コースの説明を実施している。 
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35 

学部広報の一環として、法曹コース独自のパンフレットの作成・配布（主に指定校と

オープンキャンパスに来校した高校生）および学部のパンフレット・H.P にて法曹コ

ースの紹介を行っている。また、オープンキャンパスで、法曹コースの紹介イベント

を毎年実施している。さらに、法律雑誌への法曹コース紹介広告掲載。これ以外に

も、特別入試（推薦入試）合格者に、入学前教育で法曹コースを周知している。 

37 大学ガイドに法曹コース紹介ページを掲載 

 

Q15 法曹コースについて、大学入学後の学生にどのように周知していますか。 

 
 複数回答 n ％ 

  全体 (37)   

1 法曹コースに関する説明会の実施 35 94.6 

2 履修案内等メール・文書での説明 29 78.4 

3 在学生用 web ページへの掲載 28 75.7 

4 法曹コース単独のパンフレット等説明資料の配布 10 27.0 

5 法曹コース・法科大学院の体験授業の実施 2 5.4 

6 その他 5 13.5 

 

番号 Q15_6 その他【】 

17 
入学後ガイダンスや保証人に対する地域懇談会等で、父兄に対する周知や個別相談も

実施している 

18 学部ガイダンスでの説明 

19 

現役の法曹三者による、それぞれの立場からの法曹の意義や役割を講義し、とめとし

て模擬裁判を行う授業を用意している。この授業は 1年生のほぼ全員が受講してい

る。 

28 
1 年次春学期の成績優秀者、保証人に向け、法曹コースの紹介の手紙を送付してい

る。 

35 

法曹コース運営委員会主催の「実務家講演会」を毎年１回開催し、法曹に興味関心の

ある学生や法曹コースを志望する学生向けに、法曹の魅力や仕事のやり甲斐などを知

る機会を設けている。 

 

Q16 法曹コースについて、大学入学後の学生にどのような内容を周知していますか。 

 

番号 Q16 自由記述 

1 
①法曹コースの内容、②法曹コースの登録時期と手続、③履修内容、④修了条件、④

3 年卒業の条件、⑤法科大学院の特別選抜等。 
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2 
主に新入生ガイダンスにでは制度の概要を説明し、法学部 WEB サイトにおいて、コー

スの紹介動画やモデルカリキュラムを掲載し周知している。 

3 新入生ガイダンスのほか、1 年次前期に法曹コース説明会を実施。 

4 
制度全般、進学奨励制度、早期卒業との併用、履修規則・修了要件、履修イメージ等

を周知しています。 

5 
履修モデル、学部卒業要件と早期卒業制度、法曹コース登録申請方法、法科大学院出

願について等 

6 
法曹養成プログラムの対象科目、修了要件、登録方法の他、連携先の金沢大学法科大

学院の特別選抜試験や経済的支援の内容などについて説明を行っている。 

7 説明会の開催等。 

8 
カリキュラム、必修科目等のほか、法曹コースや早期卒業が唯一の方法ではないこ

と、自分の生き方・勉強の仕方にあった受験方法を選択すべきこと 

9 
4 月の新入生オリエンテーションの中で、法曹コースについて周知するとともに、7

月と 2 月に法曹コース説明会を開催している。 

10 カリキュラムの概要、修了した場合の法科大学院入試の選択肢など。 

11 
1 年次に法曹コースの選抜方法、授業履修方法、進路等の説明を学部と大学院の教員

で行っている。 

12 
・コースの特徴と進路希望との関係について ・コースにおける早期卒業制度につい

て ・コースの登録時期と登録手続方法について など 

13 
新入生ガイダンス、2 年生ガイダンスでアナウンスし、法曹コース希望者説明会を実

施。 HP、掲示板の利用。 

14 

履修の手引（4 月配布）において法曹養成プログラムの意義・概要、プログラムへの

所属要件、プログラムでの学修、プログラム修了・早期卒業の詳細を記述するととも

に、新入生ガイダンス（4月）・コース選択ガイダンス（10 月頃）においてより具体

的に説明し、進路について考える一環として法曹養成プログラムへの所属についても

考える機会を提供している。 

15 

法曹コース説明会を 1年次生向けと 2 年次生向けに複数回実施し、法曹コースを修了

することで特別選抜の受験資格を得ることが可能となり、さらに法科大学院の在学中

受験制度を利用すれば、より早く法曹資格が得ることが可能であること等を周知して

いる。 

16 法曹コースのしくみ、法科大学院特別選抜の実施方法 など  

18 法曹コースの説明と選考内容 

19 
入学当初から、制度としての法曹コースから、学年の推移、カリキュラムの特徴等法

曹コースに係る全般の内容を、動画コンテンツで紹介している。 

21 １年次の選択必修科目実施時に周知している。 
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22 
制度概要および科目対応表（本学での修得単位と進学先法科大学院での認定単位）を

周知している。 

23 
法曹コースと本学法務研究科特別選抜入試の概要、法曹コースの登録方法や科目登録

の注意点等。  

24 
法曹コースの概要・制度・コース選択条件・選考方法・法科大学院の成績評価方法・

早期卒業条件 

25 法曹養成プログラムの内容 

26 

法曹コース制度の説明、連携先法科大学院の紹介を行っている。 自大学法科大学院

との合同説明会も実施し、法科大学院入学後も見据えた学修システムについて説明し

ている。  

27 

・１年次春学期に、２年次春学期から開始となる法曹コースの概要をガイダンスを開

催して説明している。また、１年次秋学期開講の「基礎演習」のクラスとして「法曹

コースプレクラス」を設置しており、当該クラスへの申込手順とクラスの特色を同時

に説明している。 ・１年次秋学期にガイダンを開催し、再度法曹コースの概要を説

明するとともに、特別選抜受験のための成績要件や、法曹コースへの申込手順の説明

を行っている。 ・２年次春学期の履修登録に際して、学生専用ページへ法曹コース

受講者に向けての履修上の注意点や、コース修了要件等を改めて掲出し、コース修了

に向けての意識付けを行っている。 

28 コースの概要、進路、法科大学院の入試情報、奨学金について紹介している。 

29 

本学法学部法曹クラスを修了した早期卒業見込者は、在学 3 年目で本学法科大学院の

既修者コース（2年コース）の特別選抜試験を受講でき、学部入学から最短 5 年で司

法試験合格の道が開かれていることに関連した事項を周知している。 

30 法曹コースの長所、短所、卒業要件等について説明している。   

31 

年に 2 回以上、法曹コースの説明会を設けて、法曹コースにエントリーするための要

件、早期卒業の要件、連携校の特徴（過去の司法試験の実績等）、奨学金制度につい

て周知している。 

32 
新入生ガイダンス（４月）、コース変更ガイダンス（７月）において、法曹コースの

履修モデルや連携先の法科大学院における入試等について周知している。 

33 
カリキュラム、特別選抜入試の内容、過去の進学実績、連携先法科大学院の特徴、法

科大学院の学生生活、司法試験など。 

34 １年次のおわりに説明会を実施している。 
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35 

法曹に興味のある学生および法曹を志望する学生に対して、法曹コースに所属して、

3 年で早期卒業・法科大学院 2 年の最短 5 年で法曹資格を取得できる可能性を強調し

ている（3＋2）。また、有力な連携先法科大学院での学修により、法曹になれる可能

性が高いこと、複数の連携先法科大学院の特徴（大規模・小規模・学習環境の充実

等）を詳細に知らせて、自分に適した法科大学院選びを推奨している。それらの前提

として、法曹の仕事の魅力などを、いろいろな機会に随時アピールしている。 

36 「3 プラス 2」制度の概要と意義、カリキュラム、「発展演習」科目の内容と意義 

37 法曹コースへの所属要件、連携先の法科大学院の情報提供 

 

 

 

 

（８）属性（基本）情報 

 
Q17 法曹コース登録について回答してください。 

 
 単一回答 n ％ 

  全体 (37)   

1 コース登録制をとっている 34 91.9 

2 コース登録制をとっていない 3 8.1 

 

Q18 登録制の法曹コースが開始となるのはいつの年次からですか。 

 
 単一回答 n ％ 

  全体 (34)   

1 １年次から 4 11.8 

2 ２年次から 26 76.5 

3 ３年次から 4 11.8 

 

Q19 法曹コース登録時に選抜は行っていますか。 

 
 単一回答 n ％ 

  全体 (34)   

1 行っている 23 67.6 

2 行っていない 11 32.4 
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Q20 法曹コース登録時の選抜方法について、選択してください。 

 
 複数回答 n ％ 

  全体 (23)   

1 成績 21 91.3 

2 選抜試験の実施 3 13.0 

3 個別面接による志望動機等の把握 5 21.7 

4 その他 5 21.7 

 

番号 Q20_4 その他【】 

3 
【書類審査】（なお、Q18.について、３年次からの法曹コース登録も実施してい

る。） 

7 1 年次修了時までに 36 単位の修得 

17 志望理由書の審査 

27 志望理由書 

36 

 2022 年 4 月の時点で立教大学法学部法学科 2 年次（在学学期 3 学期目）に在籍

予定の者、かつ 1 年次に配当されている法学科の専門科目「憲法（1）」「民法 1」

「刑法（1）」のすべての単位を修得見込みの者 
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■ 法曹コース在学生対象アンケート 

 
属性（基本）情報 

 

性別 

 
 単一回答 n ％ 

  全体 (633)   

1 男性 327 51.7 

2 女性 281 44.4 

3 その他・答えたくない 23 3.6 

  無回答 2 0.3 

 

学年 

 
 単一回答 n ％ 

  全体 (633)   

1 １学年 99 15.6 

2 ２学年 227 35.9 

3 ３学年 185 29.2 

4 ４学年 120 19.0 

  無回答 2 0.3 

 

現時点で希望している勤務地 

 
 複数回答 n ％ 

  全体 (633)   

1 国内 630 99.5 

2 海外 70 11.1 

  無回答 1 0.2 
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現時点で希望している勤務先（キャリア） 

 
 複数回答 n ％ 

  全体 (633)   

1 法律事務所 425 67.1 

2 裁判所 171 27.0 

3 検察庁 213 33.6 

4 中央省庁 87 13.7 

5 地方公共団体 77 12.2 

6 民間企業（法務部門） 194 30.6 

7 民間企業（法務部門以外） 71 11.2 

8 非営利機関 23 3.6 

9 その他 22 3.5 

  無回答 5 0.8 

 

 

奨学金や入学金及び学費免除等の経済的負担軽減のための制度利用 

 
 単一回答 n ％ 

  全体 (633)   

1 利用している 218 34.4 

2 利用していない 415 65.6 

 

 

集計結果 

（１）コース登録の有無 

 

Q1 法曹コースの学生ですか。（※） 

  

※法曹コースの学生とは下記 1、2 の何れかの学生を示しています。 

1．法曹コースにコース登録をしている学生 

2．法科大学院（既修者コース）へ特別選抜での進学を目指し、履修登録を行っている学生 

 
 単一回答 n ％ 

  全体 (732)   

1 法曹コースの学生 633 86.5 

2 法曹コース以外の学生 99 13.5 
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（２）志望動機 

 

Q2 法曹（裁判官、検察官、弁護士等）に興味を持ち始めた時期を選択してください。 

 
 単一回答 n ％ 

  全体 (633)   

1 小学生以前 111 17.5 

2 中学時代 159 25.1 

3 高校時代 216 34.1 

4 大学入学後 141 22.3 

5 その他 6 0.9 

 

Q3 法曹（裁判官、検察官、弁護士等）に興味を持ったきっかけを選択してください。 

 
 複数回答 n ％ 

  全体 (633)   

1 家族や知人に法曹関係者がいたため 64 10.1 

2 
法律や法曹の業務について、本・テレビ・インターネット等で知り、魅

力を感じたため 
364 57.5 

3 
法律や法曹の業務について、講演や授業等で、法曹から直接話を聞く機

会があり魅力を感じたため 
180 28.4 

4 
自分のやりたいことを実現するために法曹になることが必要であると感

じたため 
195 30.8 

5 その他 51 8.1 

 

Q4 法曹コースへの志望理由として当てはまるものを選択してください。 

 
 複数回答 n ％ 

  全体 (633)   

1 通常より短い期間で法科大学院の修了・司法試験の受験が可能なため 315 49.8 

2 
法科大学院との一貫教育において高いレベルの教育が受けられると思っ

たため 
257 40.6 

3 特別入試等により法科大学院までの進学がスムーズだと思ったため 352 55.6 

4 大学を早期卒業することで経済的な負担が軽減されるため 228 36.0 

5 法曹コースに受けたい授業やプログラムがあったため 140 22.1 
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6 その他 18 2.8 

  無回答 1 0.2 

 

 

 

（３）授業等の取組 

 
Q5 法曹コースの授業を受けての感想や特に学びが多かった授業等についてその内容を記載して

ください。 

 

＜自由記述＞（抜粋） 

 

 法曹コースの授業は法科大学院の教授が授業を担当してくださるので，より実践的な知識

を学ぶことができた。 通常の大講義での授業では答案を書く機会は，定期考査の時だけだ

が，法曹コースの授業は授業内の課題等で答案を書く機会が複数回あり，また採点しても

らえたり，模範解答等も提供してくれたりしたところがとても役立った。 

 実際に活躍されている法曹の方々から直接お話を聞くことができた授業がとても面白かっ

た。自らの法曹 になりたいという思いがより一層強まり、良い経験になった。 

 法曹コースの授業は、法科大学院の教授が授業を担当し、講義形式と異なり、教授から学生

に対して問われることが多いため、予習が重要であった。 講義で身に付けた知識の復習か

つ応用のような側面があった。 法科大学院の授業を少し味わえたような感じがして新鮮だ

った。 

 法科大学院への進学、司法試験を念頭においた講義がいくつかあったことは良かった。事

例ベースで学習を進めていく講義は特に学びが多かったと感じる。 

 論述対策の授業は特にためになった。経済的事情により、予備試験に通えなかったが、授業

内で対策をして下さり、予備校に行く必要がなくなった。 

 演習科目では、研究者教員だけでなく実務家教員が入ることによって、学説の対立や判例

の理解にとどまらず実務的な運用や過去扱った事件の内容などを教えてくださる点は非常

に学びが多かった。 

 法学部の授業よりも発展的な内容を学ぶことができたり、少人数制の授業形式によって講

義担当教員とのコミュニケーションがとりやすかったりと良い点もあった。法科大学院の

学生の中には、学部生よりも授業への積極的な参加がない場合もあり、少々残念に思った。 

 法律実務体験ができる授業で、企業内法務・法律相談・模擬刑事裁判を体験できたのがとて

も良かったです。 

 特別講義で実際に弁護士として働いている方から実務の話を聞いたり、実際の業務と似た

ような経験をしたりしたこと。 

 実務家の方をお呼びして行われた実務演習の授業が、実際の業務についてより実践的に知

り、興味を持ついい機会となった。法曹と言っても働き方は様々で、社会とのかかわり方も

様々なのだなと実感した。 

 少人数クラスのため質問しやすく、学部の授業より集中して学習できた。  

 学部授業で内容が整理できてない中で、法科大学院の教授の求める質が高すぎてついてい

くのが難しかったが、そのぶん無理にでも授業内容についていったので結果的には法曹コ

ース所属以外の学生と比べると答案の書く力や知識は多かったと思います。 とくに、刑法

系は各説の対立が理解できました。 

 法曹コース生のみを対象に行われる演習授業は、少人数のため発言しやすく、発表の機会

がある。 

 法曹コースの授業は、どれも難しく、大変なものばかりだが、普段の授業でしっかり理解で

きていなかったところを復習できるため、とても勉強になる。 
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 演習系の授業が多く、アウトプットの授業がたくさんあったため、より具体的に学ぶこと

ができた。また実際に弁護士の先生方から授業を受けることができ、実務のお話を聞けた

り、司法試験対策の勉強をしたりすることができた。 

 勉強方法や使用する教材など自分 1 人ではどうすればよいか悩んでしまう部分について、

手厚くフォローしていただいたおかげでスムーズに学習ができていると感じる。 特に予備

試験や司法試験の過去問を実際に解き、その解説を受ける授業は、実践的な知識が身につ

いたため学びが多かった。 

 演習が多く、ほかの授業との関係で負担が大きいと感じることもあるが、講義で学んだ知

識を、事例を通して実際のどのように法適用して解決していくのかを学べる。 

 法曹実務体験演習は、実際に弁護士の方々とロールプレイングのような形で法律相談や企

業法務、刑事弁護の体験ができた。 

 

Q6 授業以外における法律関連の学修の取組として参加したことのある取組を記載してください。

（インターンシップ・勉強会・講演会等）また、その中で特に印象的な取組とその理由を記載し

てください。 

 

＜授業以外における法律関連の学修の取組として参加したことのある取組＞（抜粋） 

 

 弁護士開催の答案添削ゼミ 

 弁護士事務所の講演会 

 学生同士の自主ゼミ 

 法科大学院の入試説明会 

 司法試験合格者によるゼミ 

 司法試験合格者との懇談会 

 検察官による講演会および交流会 

 法曹コースの先輩方との交流会 

 インターンシップ 

 家庭裁判所オンラインワークショップ 

 検察庁訪問 

 弁護士事務所訪問 

 弁護士事務所説明会 

 裁判所傍聴 

 模擬裁判 

 学生法律討論会 

 サークルの勉強会 

 社労士事務所と司法書士事務所でのアルバイト 

 講演会 

 女性法曹から話を聞く講演会 

 弁護士 OB 会 

 法律相談会 

 

＜特に印象的な取組とその理由＞（抜粋） 

 

 海外の知的財産法の教授のセミナーの事務補助・アテンドをする機会があったこと。実際

にセミナーも聴講しながら、自分の興味分野の最新の議論をうかがうことができ、大変良

い刺激を受けたと共に、学習意欲があがった。 

 弁護士事務所へのインターンシップ 普段抽象的に学んでいる法律が実際にこう使われて

いるのかとしることができたことが更なる理解に繋がった。 また、行ったことでよりはっ

きりと明確に法曹界で働きたいと思うようになった。 
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 学生法律相談 【理由】 机上の学習ではなかなか触れることのできない生の事案に触れ、講

義や日常の学習で得た知識を事案の解決案として法律構成に落とし込んでいくという、貴

重な体験をすることができたから。また、事案の聞き取りに際し、必要な情報を自ら質問を

することで聞き出すというスキルも身につけることができ、実務において求められる能力

を知ることができた。 

 検察官はまったく身近な存在ではないため、現役の検察官の方から、検察官という仕事に

ついてまたプライベートと仕事のバランスのとり方などを直接教えて頂けたことは今後の

自分の進路を考えるにあたって大変有意義だった。 

 簡単な事例問題や、予備試験・司法試験の過去問の起案練習を実施してもらえたことが印

象に残っています。ただ起案するだけでなく、添削もしていただけたので、文章作成能力の

向上に役立ちました。 

 地方裁判所で行われる司法修習生の模擬裁判への参加 理由 裁判員役として参加しまし

たが、実際の裁判の流れを知ることができたり、裁判官役の修習生の方々と一緒に裁判の

合議を行うことができたりと、普段できない貴重な経験ができたから。 

 セミナーでは、授業とは別に、大学の卒業生で法曹として活躍されている先輩の講演を聴

く機会が用意されていた。比較的身近な先輩の立場から法律家の職務や人生設計について

話され、自分の中でのイメージが少しながら具体的なものとなったため、印象に残ってい

る。 

 弁護士の方の講演会を聞いた際に、裁判だけでなく企業や官公庁における業務など様々な

働き方があると知ることができたことが、特に印象深かったです。なぜなら、それまでは弁

護士は法廷に立って裁判行い、被告人を弁護する仕事だという固定観念があったが、実際

は裁判所以外にも活躍の場が広がっていると知ることができたからです。 

 裁判員裁判の体験会の終了後、裁判官の方とお話をさせていただく機会があり、その体験

がとても印象的だった。現役の裁判官も、被告人の人生を決定づけることへの不安に駆ら

れていることを知り、安心した。今でも自分にそのような重責を担えるか不安に思うこと

はあるが、その裁判官の言葉にはいつも支えられ、勉強に取り組めているため。 

 法曹コース修了生との交流会は、実際にどんな勉強をどのくらいに時期から行っていたか、

ロースクール入試がどんなものであったかを直接聞けてとても参考になった。 

 

 

 

（４）現時点の満足度 

 

Q7 現時点での法曹コースの満足度として当てはまるものを選択してください。 

 
 単一回答 n ％ 

  全体 (633)   

1 非常に満足 97 15.3 

2 満足 285 45.0 

3 どちらとも言えない 198 31.3 

4 不満 31 4.9 

5 非常に不満 15 2.4 

  無回答 7 1.1 
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Q8 満足度について、その理由を記載してください。 

 

＜「非常に満足」、「満足」回答者の自由記述＞（抜粋） 

 

 一般的な授業に比べ、少人数制のクラスになっており、学生同士の距離はもちろん、教員と

学生との距離もより近いものになっていると感じるから。また、同志の学生の少人数制ク

ラスだからこそ、友人が作りやすかったから。 

 法曹コースでしか受けることのできないより詳細な法律科目を学修することができるから。 

 法曹コースに登録することで、同じような志をもつ学生と知り合うことができ、学習モチ

ベーションの維持につながっているため。 

 司法試験に向けた、授業や先生方のサポートがとても充実していると感じたからです。 

 学習の機会が多くなることは、それだけプラスになり、また、先生方の体験談等も聞きやす

いため、満足度が高いです。さらに、予習復習は大変であるが、それは怠ける時間がないと

いうことであり、マイナスではなく、そういった面でも、法曹コースにメリットを感じま

す。 

 私は法曹志望ではなかったため、公務員試験対策と並行しながら法曹コースの勉強を行っ

ていましたが、実務家の先生から添削してもらうなど、法曹コースに入らなければ経験で

きないことをたくさん経験できました。また、法曹コースに入ったおかげで法曹コースで

卒業するという目標ができ、常に向上心をもって勉強に励むことができました。 

 授業だけでなく、長期休暇中の特別講座や自主学習用のコンテンツなど、勉強のための環

境が整っているから 

 ロースクールの教授陣から指導を受けることができる点や入試制度には概ね満足している

が、ロースクール進学後にどのようなメリットが受けられるのかよくわからない点で不安

がある。 

 周りの意識の高さにより、自分もきちんとしないと、とモチベーションを保てるというプ

ラスの一面もありつつ、その差がプレッシャーになり少ししんどいこともある。 

 元から、法曹を目指している人たちにとっては、科目等履修生の制度や早期卒業と併用し

た短期での法科大学院の修了はとても良いと思います。一方、法曹コースに該当する実力

があるにもかかわらず、利用していない人も多いように感じます。 

 

＜「どちらとも言えない」回答者の自由記述＞（抜粋） 

 

 対象科目の学修は興味深く、早期卒業により司法試験受験まで一年短縮できる点も魅力的

である。しかし、早期卒業をしようとすると実定法以外の科目の学修や履修が難しく、その

点が惜しく感じるため。 

 法科大学院の授業を前倒しで受けることができたり、優秀だが経済的に恵まれない学生が

5 年間で卒業することができたりと良い面もあるが、制度が複雑過ぎて学生がついていっ

ていない感触を受けるし、実際に法曹コースで進学した方々の実績もよく分かっていない

ため、是非を評価しがたい。 

 法曹コースの必須科目を履修すると、時限が被って興味のあるゼミや授業を履修できない

場合がある。 

 法曹コース独自の講義や学習サポートがそれほどなく、かつ早期卒業の要件もある程度厳

しいことを考えると、登録するメリットが大きいとまでは考えられないから。 

 学年が低いときは授業の難易度がとても高く感じて、授業だけではついていけなさそうだ

ったため。他に勉強会などに参加していなければ途中でやめていたと思います。 

 

＜「不満」、「非常に不満」回答者の自由記述＞（抜粋） 

 

 法曹コースに登録したことで特にメリットもなく、ただ履修する授業の幅が狭められてし

まっているから。 
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 進学に関して５年一貫など入試の選択肢が増えたことはいいものの、自分は時期の短縮よ

りも学部のうちからより実務的な勉強ができることを期待していたが、そのようなカリキ

ュラムは組まれておらず、ただ必修の科目を消化するだけのプログラムであると感じてい

るため。 

 法曹コースの制度が導入されていても、学校側が十分に対応できていない点が多い。例え

ば、履修すべき科目が被っており、本来であれば同じ時期に履修するはずが、来年になって

しまうことが挙げられる。また、法曹コースは GPA 要件が非常に厳しい。そこに文句はな

いが、大学 1 年生の頃から頑張って取り組まないと達成できないことが多いと思われる。

しっかりと入学時にわかりやすい、詳細な説明を学生にすべきであると考える。私の代は

制度が導入されたばかりだったので説明が不十分だったと思いたい。 

 法曹コースに設置されている科目の中には教授や授業時間が一つしかなく、選択の余地が

ないものが多い。自分で選択して学びたいと思うものをとる時間がないほど法曹コースの

授業が詰まってしまっており、せっかく法科大学院に行く前に他の内容を学びたいと思っ

ても叶えることが難しいから。 

 自分が常に落ちこぼれに感じて、進学できたとしてもその後の院での生活に不安を感じて

精神的に苦しい。 

 

 

 

（５）授業の負担・学修量 

 

Q9 法曹コースの授業（予習や復習を含む）に伴う学修量について選択してください。 

 
 単一回答 n ％ 

  全体 (633)   

1 多すぎる 41 6.5 

2 多い 253 40.0 

3 適度 309 48.8 

4 少ない 20 3.2 

5 少なすぎる 3 0.5 

  無回答 7 1.1 

 

Q10 法曹コースの授業についていくことに対して難しさを感じていますか。 

 
 単一回答 n ％ 

  全体 (633)   

1 感じている 136 21.5 

2 どちらかといえば感じている 273 43.1 

3 どちらかといえば感じていない 169 26.7 

4 感じていない 49 7.7 

  無回答 6 0.9 
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（６）法曹コースに関する懸念 

 
Q11 法曹コース登録時や法曹コースの学修が始まってから現在までにおいて、不安に思ったり、

悩んだりしたことがあれば記載してください。 

 

＜自由記述＞（抜粋） 

 

 まだ将来の進路についてあらゆる選択肢を考えているうちに法曹コースの登録をしなけれ

ばならなかった。 

 制度についての説明が少なく学生側の理解が十分でないと感じる。 

 登録時は法曹コースに関して大学から情報がほとんどなく、自分がコースに所属している

のかどうかも確かめることができず不安だったので、法曹コースに所属する上級生等によ

る説明などがあったら良かったと思う。 

 必修科目が決まっていたり、必修でなくても早期卒業しようとすると受講できるチャンス

が1回しかなかったりする授業が多く、そのためどうしてもスケジュールがきつくなって、

予習復習が間に合わず、体力的にも厳しかった。4年で大学を卒業してそのまま就職の方向

に変えようとも思ったが、忙しすぎて就活について調べる間もなく、どんどん大学院進学

のレールに乗せられて逃げられない感じがした。 

 試験での単位認定が厳しく優秀な成績をとるのが難しいため、コース申込の成績基準、コ

ース修了の成績基準を満たせるか不安に思ったことがある。 

 大学の学習のみで十分な知識理解が得られているかが分かりづらい。特に、予備試験のた

めに塾等に通っている者との知識のギャップがあると感じるがそういった層がいるために

自分の現在の理解度などが確かめづらい。 

 司法試験に受からなかった場合のリスクが大きすぎる。就職先を探すのに苦労する話をと

きどき聞く。 

 司法試験に受かることができないのではないか、法科大学院にかかったお金を返済できる

のか、という不安がある。 

 司法試験対策になる授業とならない授業の差が大きかった。 

 特にないが、司法試験が法科大学院在学中に受験できるようになるため、早期卒業をする

かどうかかなり迷ってはいます。 

 登録時に心配事はなかったが、現在において周りと勉強の進度が大きく異なり、私は遅れ

をとっているので、授業に参加するレベルにあるのかがとても不安である。また周りはで

きて当たり前というプレッシャーにも駆られる。 

 体育会に所属し、部活動をやっている中で、勉強との両立が大変だった。 どんなに人数が

少なくても法曹コース指定科目は相対評価のため、成績が気になる。 講義で学んだことが

定着しておらず、演習問題を解くときに論述ができない。 
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（７）法曹コースの認知 

 

Q12 法曹コースについていつ頃知りましたか。 

 
 単一回答 n ％ 

  全体 (633)   

1 大学進学前 300 47.4 

2 大学１年次前半 248 39.2 

3 大学１年次後半 63 10.0 

4 大学２年次以降 18 2.8 

  無回答 4 0.6 

 

Q13 法曹コースについてどのように知りましたか。 

  

 複数回答 n ％ 

  全体 (633)   

1 大学のガイダンスや履修案内 434 68.6 

2 大学のパンフレット 249 39.3 

3 大学教員からの紹介 100 15.8 

4 保護者や知人からの紹介 47 7.4 

5 高校の先生からの紹介 29 4.6 

6 テレビ・専門誌やインターネット上の情報媒体 67 10.6 

7 その他 6 0.9 

  無回答 4 0.6 

 

Q14 法曹コースについて、いつ頃から進学を希望していましたか。 

 
 単一回答 n ％ 

  全体 (633)   

1 大学進学前 230 36.3 

2 大学１年次前半 210 33.2 

3 大学１年次後半 121 19.1 

4 大学２年次以降 65 10.3 

  無回答 7 1.1 

 

 

 



113 
  

（８）今後の進路 

 

Q15 法科大学院への進学は希望していますか。 

 
 単一回答 n ％ 

  全体 (633)   

1 希望している 466 73.6 

2 希望していない 73 11.5 

3 未定 89 14.1 

  無回答 5 0.8 

 

 

 

 


